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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を個々に識別するための記録媒体識別情報に対応付けて取引処理に使用される
残額を管理する管理装置と、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記
管理装置にて管理されている残額である管理残額を用いて前記取引処理を実行する取引処
理手段を有する取引装置と、前記記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応する前記管理残
額の精算を行う精算手段を有する精算装置とを備える精算システムであって、
　前記取引装置は、さらに、
　　受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定
情報を前記記録媒体に記録する管理残額特定情報記録手段と、
　　該管理残額特定情報記録手段によって前記管理残額特定情報が記録された前記記録媒
体を排出する取引装置記録媒体排出手段とを備え、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態である
かを検知する通信可否検知手段を備え、
　前記精算手段は、
　　該通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときに前記記録媒体
を受付けた場合には、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装
置にて管理されている前記管理残額に基づいて、精算を行うオンライン精算処理を行い、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに前記記録
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媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体に記録されている前記管理残額特定情報から
前記管理残額を特定し、特定した該管理残額の精算を行うオフライン精算処理を行い、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能なオフライン精算
情報を、該オフライン精算処理に供された記録媒体に記録するオフライン精算情報記録手
段と、
　　該オフライン精算情報記録手段によって前記オフライン精算情報が記録された前記記
録媒体を排出する精算装置記録媒体排出手段とを備え、
　前記取引装置は、さらに、
　　受付けた記録媒体に記録された前記記録媒体識別情報および前記オフライン精算情報
を、前記管理装置に送信するオフライン精算情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
　　前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応付けて管
理している前記管理残額を、前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記オフライ
ン精算情報で特定される前記オフライン精算額分減算された額に更新する管理残額更新手
段を備えることを特徴とする、精算システム。
【請求項２】
　記録媒体を個々に識別するための記録媒体識別情報に対応付けて取引処理に使用される
残額を管理する管理装置と、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記
管理装置にて管理されている残額である管理残額を用いて前記取引処理を実行する取引処
理手段を有する取引装置と、前記記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応する前記管理残
額の精算を行う精算手段を有する精算装置とを備える精算システムであって、
　前記取引装置は、さらに、
　　前記記録媒体を発行する発行手段と、
　　受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定
情報を前記記録媒体に記録する管理残額特定情報記録手段と、
　　該管理残額特定情報記録手段によって前記管理残額特定情報が記録された前記記録媒
体を排出する取引装置記録媒体排出手段とを備え、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態である
かを検知する通信可否検知手段を備え、
　前記精算手段は、
　　該通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときに前記記録媒体
を受付けた場合には、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装
置にて管理されている前記管理残額に基づいて、精算を行うオンライン精算処理を行い、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに前記記録
媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体に記録されている前記管理残額特定情報から
前記管理残額を特定し、特定した該管理残額の精算を行うオフライン精算処理を行い、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能なオフライン精算
情報を、該オフライン精算処理に供された記録媒体に記録するオフライン精算情報記録手
段と、
　　該オフライン精算情報記録手段によって前記オフライン精算情報が記録された前記記
録媒体を回収する記録媒体回収手段とを備え、
　前記発行手段は、前記記録媒体回収手段によって回収された記録媒体に記録された前記
記録媒体識別情報および前記オフライン精算情報を、前記管理装置に送信するオフライン
精算情報送信手段と、該オフライン精算情報送信手段による前記オフライン精算情報の送
信を条件として、前記記録媒体に記録された前記オフライン精算情報を消去するオフライ
ン精算情報消去手段とを備え、該オフライン精算情報消去手段によって前記オフライン精
算情報が消去された前記記録媒体を発行し、
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　前記管理装置は、
　　前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応付けて管
理している前記管理残額を、前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記オフライ
ン精算情報で特定される前記オフライン精算額分減算された額に更新する管理残額更新手
段を備えることを特徴とする、精算システム。
【請求項３】
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理を許容するためのオフライン精算許容操作を係員から受付け
る許容操作受付手段を備え、
　前記精算手段は、前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されている
ときは、前記許容操作受付手段によって前記オフライン精算許容操作が受付けられたこと
を条件として、前記オフライン精算処理を行うことを特徴とする、請求項１または請求項
２に記載の精算システム。
【請求項４】
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理に供された精算済の記録媒体の記録媒体識別情報である精算
済記録媒体識別情報を記憶する精算済情報記憶手段と、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに、受付け
た記録媒体の前記記録媒体識別情報が、前記精算済情報記憶手段に記憶されている前記精
算済記録媒体識別情報と一致するか否かを判定する記録媒体判定手段とを備え、
　前記精算手段は、該記録媒体判定手段によって一致しないと判定されたことを条件とし
て前記オフライン精算処理を行うことを特徴とする、請求項１から請求項３までのいずれ
かに記載の精算システム。
【請求項５】
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理を許容する時間帯であるオフライン精算許容時間帯の設定入
力を受付ける精算許容時間帯受付手段を備え、
　前記精算手段は、現在の時刻が前記精算許容時間帯受付手段によって受付けられた前記
オフライン精算許容時間帯に含まれることを条件として前記オフライン精算処理を行うこ
とを特徴とする、請求項１から請求項４までのいずれかに記載の精算システム。
【請求項６】
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理に供された記録媒体の記録媒体識別情報と精算額とを対応付
けて記憶する精算額記憶手段と、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されている状態から前記通
信可能状態への復帰が検知されたことに基づいて、前記精算額記憶手段に記憶されている
前記記録媒体識別情報と前記精算額とを前記管理装置に送信する精算額送信手段とを備え
、
　前記管理装置は、
　　前記精算額送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応して前記管理装置にて
管理されている前記管理残額と前記精算額送信手段から受信した前記精算額とが一致する
か否かを判定する精算額判定手段と、
　　該精算額判定手段によって一致しないと判定されたことを条件として、前記管理残額
と前記精算額とが一致しない旨を報知する不一致報知手段とを備えることを特徴とする、
請求項１から請求項５までのいずれかに記載の精算システム。
【請求項７】
　前記管理残額特定情報記録手段は、演算方式を特定可能な情報と当該演算方式による演
算により前記管理残額を算出するための元データとを、前記管理残額特定情報として記録
し、
　前記精算手段は、前記管理残額特定情報から前記演算方式と前記元データとを特定する
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とともに、特定した該演算方式により、特定した該元データを演算して、前記管理残額を
特定することを特徴とする、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の精算システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、精算システムに関する。詳しくは、記録媒体を個々に識別するための記録媒
体識別情報に対応付けて取引処理に使用される残額を管理する管理装置と、受付けた記録
媒体の記録媒体識別情報に対応付けて管理装置にて管理されている残額である管理残額を
用いて取引処理を実行する取引処理手段を有する取引装置と、記録媒体の記録媒体識別情
報に対応する管理残額の精算を行う精算手段を有する精算装置とを備える精算システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、管理装置においてカードＩＤに対応付けて残額を管理し、当該管理残額を使用し
て精算装置にて精算を行うシステムがあった（たとえば、特許文献１参照）。このような
システムによれば、カードに記録された情報を改ざんすることによって残額を増加させる
ような不正行為を防止することができる。
【特許文献１】特開２００３－３０５１５号公報（第００２７段落、第００３５段落、第
００８２段落）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に開示されたシステムのように、管理装置に記憶された残額を使用
して精算を行うシステムにおいては、管理装置と精算装置とが通信できないオフライン状
態になると、管理残額の精算ができなくなり、遊技者にとって不便であるといった問題が
あった。
【０００４】
　この発明はかかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、遊技者の利便性を
向上させることが可能な精算システムを提供することである。
【課題を解決するための手段の具体例およびその効果】
【０００５】
　（１）　記録媒体（たとえば、会員カード４，ビジタコイン５）を個々に識別するため
の記録媒体識別情報（たとえば、記録媒体ＩＤ）に対応付けて取引処理に使用される残額
を（たとえば、ハードディスク５５の残額管理ＤＢにて）管理する管理装置（たとえば、
管理装置５０）と、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置
にて管理されている残額である管理残額（たとえば、管理残額）を用いて前記取引処理を
実行する取引処理手段（たとえば、制御部２１、Ｓ１２１～Ｓ１３０）を有する取引装置
（たとえば、玉貸ユニット２０）と、前記記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応する前
記管理残額の精算を行う精算手段（たとえば、制御部６２、Ｓ７８０～Ｓ７８７）を有す
る精算装置（たとえば、精算装置６０）とを備える精算システム（たとえば、遊技用シス
テム１）であって、
　前記取引装置は、さらに、
　　受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定
情報（たとえば、元データおよび演算方式特定情報）を前記記録媒体に記録する管理残額
特定情報記録手段（たとえば、制御部２１、Ｓ９４１～Ｓ９４３、Ｓ９５１～Ｓ９５３、
Ｓ９６１～Ｓ９６３）と、
　　該管理残額特定情報記録手段によって前記管理残額特定情報が記録された前記記録媒
体を排出する取引装置記録媒体排出手段（たとえば、制御部２１、Ｓ５５２、Ｓ５７１、
Ｓ５８６）とを備え、
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　前記精算装置は、さらに、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態（たとえば、オンライン状態）であるか通信
できない通信不可能状態（たとえば、オフライン状態）であるかを検知する通信可否検知
手段（たとえば、制御部６２、Ｓ８００）を備え、
　前記精算手段は、
　　該通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときに前記記録媒体
を受付けた場合には、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装
置にて管理されている前記管理残額に基づいて、精算を行うオンライン精算処理を行い（
たとえば、Ｓ２２１ａまたはＳ２４１ａで管理装置５０から送信された精算許諾情報に含
まれる管理残額分の貨幣をステップＳ７８１で払出す）、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに前記記録
媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体に記録されている前記管理残額特定情報から
前記管理残額を特定し（たとえば、制御部６２、Ｓ９０５、Ｓ９０６）、特定した該管理
残額の精算を行うオフライン精算処理を行い（たとえば、制御部６２、Ｓ９１４）、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能なオフライン精算
情報（たとえば、オフライン精算情報）を、該オフライン精算処理に供された記録媒体に
記録するオフライン精算情報記録手段（たとえば、制御部６２、Ｓ９１６ａ）と、
　　該オフライン精算情報記録手段によって前記オフライン精算情報が記録された前記記
録媒体を排出する精算装置記録媒体排出手段（たとえば、制御部６２、Ｓ９１７ａ）とを
備え、
　前記取引装置は、さらに、
　　受付けた記録媒体に記録された前記記録媒体識別情報および前記オフライン精算情報
を、前記管理装置に送信するオフライン精算情報送信手段（たとえば、制御部２１、Ｓ２
０２）を備え、
　前記管理装置は、
　　前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応付けて管
理している前記管理残額を、前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記オフライ
ン精算情報で特定される前記オフライン精算額分減算された額に更新する管理残額更新手
段（たとえば、制御部５２、Ｓ２４７ａ）を備える。
【０００６】
　このような構成によれば、取引装置によって、受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に
対応する管理残額を特定可能な管理残額特定情報が記録媒体に記録され、管理残額特定情
報が記録された記録媒体が排出される。また、精算装置によって、管理装置と通信できる
通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態であるかが検知され、通信可能状態が
検知されているときに前記記録媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体の記録媒体識
別情報に対応付けて管理装置にて管理されている管理残額に基づいて、精算を行うオンラ
イン精算処理が行われ、通信不可能状態が検知されているときに前記記録媒体を受付けた
場合には、受付けた記録媒体に記録されている管理残額特定情報から管理残額が特定され
、特定された該管理残額の精算を行うオフライン精算処理が行われる。
【０００７】
　精算装置によって、オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能なオ
フライン精算情報が、該オフライン精算処理に供された記録媒体に記録され、オフライン
精算情報が記録された記録媒体が排出される。取引装置によって、受付けられた記録媒体
に記録された記録媒体識別情報およびオフライン精算情報が、管理装置に送信される。管
理装置によって、受信された記録媒体識別情報に対応付けて管理されている管理残額が、
受信されたオフライン精算情報で特定されるオフライン精算額分減算された額に更新され
る。
【０００８】
　このため、通信不可能状態においても、管理残額を精算することができるため、遊技者
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の利便性を向上させることができる。さらに、たとえば会員カードのように精算後に記録
媒体を排出する必要がある場合にも、当該排出された記録媒体が通信可能状態にある取引
装置で受付けられることにより、管理残額がオフライン精算額分減算された額に更新され
るので、精算装置が通信可能状態に復帰するのを待つことなく当該記録媒体を使用可能と
することができる。
【０００９】
　（２）　記録媒体（たとえば、会員カード４，ビジタコイン５）を個々に識別するため
の記録媒体識別情報（たとえば、記録媒体ＩＤ）に対応付けて取引処理に使用される残額
を（たとえば、ハードディスク５５の残額管理ＤＢにて）管理する管理装置（たとえば、
管理装置５０）と、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置
にて管理されている残額である管理残額（たとえば、管理残額）を用いて前記取引処理を
実行する取引処理手段（たとえば、制御部２１、Ｓ１２１～Ｓ１３０）を有する取引装置
（たとえば、玉貸ユニット２０）と、前記記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応する前
記管理残額の精算を行う精算手段（たとえば、制御部６２、Ｓ７８０～Ｓ７８７）を有す
る精算装置（たとえば、精算装置６０）とを備える精算システム（たとえば、遊技用シス
テム１）であって、
　前記取引装置は、さらに、
　　前記記録媒体を発行する発行手段（たとえば、玉貸ユニット２０）と、
　　受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定
情報（たとえば、元データおよび演算方式特定情報）を前記記録媒体に記録する管理残額
特定情報記録手段（たとえば、制御部２１、Ｓ９４１～Ｓ９４３、Ｓ９５１～Ｓ９５３、
Ｓ９６１～Ｓ９６３）と、
　　該管理残額特定情報記録手段によって前記管理残額特定情報が記録された前記記録媒
体を排出する取引装置記録媒体排出手段（たとえば、制御部２１、Ｓ５５２、Ｓ５７１、
Ｓ５８６）とを備え、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態（たとえば、オンライン状態）であるか通信
できない通信不可能状態（たとえば、オフライン状態）であるかを検知する通信可否検知
手段（たとえば、制御部６２、Ｓ８００）を備え、
　前記精算手段は、
　　該通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときに前記記録媒体
を受付けた場合には、受付けた記録媒体の前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装
置にて管理されている前記管理残額に基づいて、精算を行うオンライン精算処理を行い（
たとえば、Ｓ２２１ａで管理装置５０から送信された精算許諾情報に含まれる管理残額分
の貨幣をステップＳ７８１で払出す）、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに前記記録
媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体に記録されている前記管理残額特定情報から
前記管理残額を特定し（たとえば、制御部６２、Ｓ９０５、Ｓ９０６）、特定した該管理
残額の精算を行うオフライン精算処理を行い（たとえば、制御部６２、Ｓ９１４）、
　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能なオフライン精算
情報（たとえば、オフライン精算情報）を、該オフライン精算処理に供された記録媒体に
記録するオフライン精算情報記録手段（たとえば、制御部６２、Ｓ９１６ａ）と、
　　該オフライン精算情報記録手段によって前記オフライン精算情報が記録された前記記
録媒体を回収する記録媒体回収手段（たとえば、通路ユニット１００、制御部６２、Ｓ９
１８）とを備え、
　前記発行手段は、
　　前記記録媒体回収手段によって回収された記録媒体に記録された前記記録媒体識別情
報および前記オフライン精算情報を、前記管理装置に送信するオフライン精算情報送信手
段（たとえば、制御部２１、Ｓ１９３）と、該オフライン精算情報送信手段による前記オ
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フライン精算情報の送信を条件として、前記記録媒体に記録された前記オフライン精算情
報を消去するオフライン精算情報消去手段（たとえば、制御部２１、Ｓ２４３ａ）とを備
え、該オフライン精算情報消去手段によって前記オフライン精算情報が消去された前記記
録媒体を発行し（たとえば、制御部２１、Ｓ１９１，Ｓ５５２）、
　前記管理装置は、
　　前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応付けて管
理している前記管理残額を、前記オフライン精算情報送信手段から受信した前記オフライ
ン精算情報で特定される前記オフライン精算額分減算された額に更新する管理残額更新手
段（たとえば、制御部５２、Ｓ２４７ａ）を備える。
【００１０】
　このような構成によれば、取引装置によって、受付けた記録媒体の記録媒体識別情報に
対応する管理残額を特定可能な管理残額特定情報が記録媒体に記録され、管理残額特定情
報が記録された記録媒体が排出される。また、精算装置によって、管理装置と通信できる
通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態であるかが検知され、通信可能状態が
検知されているときに前記記録媒体を受付けた場合には、受付けた記録媒体の記録媒体識
別情報に対応付けて管理装置にて管理されている管理残額に基づいて、精算を行うオンラ
イン精算処理が行われ、通信不可能状態が検知されているときに前記記録媒体を受付けた
場合には、受付けた記録媒体に記録されている管理残額特定情報から管理残額が特定され
、特定された該管理残額の精算を行うオフライン精算処理が行われる。
【００１１】
　　精算装置によって、オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額を特定可能な
オフライン精算情報が、該オフライン精算処理に供された記録媒体に記録され、オフライ
ン精算情報が記録された記録媒体が回収される。発行手段によって、回収された記録媒体
に記録された記録媒体識別情報およびオフライン精算情報が管理装置に送信され、オフラ
イン精算情報の送信を条件として、記録媒体に記録されたオフライン精算情報が消去され
、オフライン精算情報が消去された記録媒体が発行される。管理装置によって、受信され
た記録媒体識別情報に対応付けて管理されている管理残額が、受信されたオフライン精算
情報で特定されるオフライン精算額分減算された額に更新される。
【００１２】
　このため、通信不可能状態においても、管理残額を精算することができるため、遊技者
の利便性を向上させることができる。さらに、たとえばビジタコインのように精算後に記
録媒体が回収される場合にも、当該回収された記録媒体が発行される前に、管理残額がオ
フライン精算額分減算された額に更新されるので、精算装置が通信可能状態に復帰するの
を待つことなく当該記録媒体を使用可能とすることができる。
【００１３】
　（３）　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理を許容するためのオフライン精算許容操作を係員から受付け
る許容操作受付手段（たとえば、制御部６２、Ｓ８７３）を備え、
　前記精算手段は、前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されている
ときは、前記許容操作受付手段によって前記オフライン精算許容操作（たとえば、オフラ
イン移行操作）が受付けられたこと（たとえば、Ｓ８７３でＹであること）を条件として
、前記オフライン精算処理を行う。
【００１４】
　このような構成によれば、精算装置によって、オフライン精算処理を許容するためのオ
フライン精算許容操作が係員から受付けられ、通信不可能状態が検知されているときは、
オフライン精算許容操作が受付けられたことを条件として、オフライン精算処理が行われ
る。
【００１５】
　このため、係員が状況を確認した上でオフライン精算処理を許容することができるので
、故意に通信不可能状態を発生させて不正な記録媒体による精算が行われるおそれを低減
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させることができる。
【００１６】
　（４）　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理に供された精算済の記録媒体（たとえば、オフライン精算済
記録媒体）の記録媒体識別情報である精算済記録媒体識別情報を記憶する精算済情報記憶
手段（たとえば、制御部６２、精算ＤＢ）と、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されているときに、受付け
た記録媒体の前記記録媒体識別情報が、前記精算済情報記憶手段に記憶されている前記精
算済記録媒体識別情報と一致するか否かを判定する記録媒体判定手段（たとえば、制御部
６２、ステップＳ９０２）とを備え、
　前記精算手段は、該記録媒体判定手段によって一致しないと判定されたこと（たとえば
、ステップＳ９０２でＮであること）を条件として前記オフライン精算処理を行う。
【００１７】
　このような構成によれば、精算装置によって、オフライン精算処理に供された精算済の
記録媒体の記録媒体識別情報である精算済記録媒体識別情報が記憶され、通信不可能状態
が検知されているときに、受付けた記録媒体の記録媒体識別情報が、記憶されている精算
済記録媒体識別情報と一致するか否かが判定され、一致しないと判定されたことを条件と
してオフライン精算処理が行われる。
【００１８】
　このため、受付けられた記録媒体がオフライン精算処理済の記録媒体でない場合は、オ
フライン精算処理を行うようにすることができる。その結果、不正のおそれのある記録媒
体によるオフライン精算処理を防止することができる。
【００１９】
　（５）　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理を許容する時間帯であるオフライン精算許容時間帯（たとえ
ば、精算可能時間）の設定入力を受付ける精算許容時間帯受付手段（たとえば、制御部６
２、通信部６１）を備え、
　前記精算手段は、現在の時刻が前記精算許容時間帯受付手段によって受付けられた前記
オフライン精算許容時間帯に含まれること（たとえば、ステップＳ９０４でＹであること
）を条件として前記オフライン精算処理を行う。
【００２０】
　このような構成によれば、精算装置によって、オフライン精算処理を許容する時間帯で
あるオフライン精算許容時間帯の設定入力が受付けられ、現在の時刻が、受付けられたオ
フライン精算許容時間帯に含まれることを条件としてオフライン精算処理が行われる。
【００２１】
　このため、オフライン精算処理が行われる時間帯を本来精算が行われるべき時間帯（た
とえば、営業時間中）に限定することができる。その結果、不正の行われる可能性を低減
させることができる。
【００２２】
　（６）　前記精算装置は、さらに、
　　前記オフライン精算処理に供された記録媒体の記録媒体識別情報と精算額とを対応付
けて記憶する精算額記憶手段（たとえば、制御部６２、Ｓ９１５）と、
　　前記通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されている状態から前記通
信可能状態への復帰が検知されたことに基づいて、前記精算額記憶手段に記憶されている
前記記録媒体識別情報と前記精算額とを前記管理装置に送信する精算額送信手段（たとえ
ば、制御部６２、通信部６１、Ｓ９３４）とを備え、
　前記管理装置は、
　　前記精算額送信手段から受信した前記記録媒体識別情報に対応して前記管理装置にて
管理されている前記管理残額と前記精算額送信手段から受信した前記精算額とが一致する
か否かを判定する精算額判定手段（たとえば、制御部５２、Ｓ９３６）と、
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　　該精算額判定手段によって一致しないと判定されたこと（たとえば、Ｓ９３６でＮで
あること）を条件として、前記管理残額と前記精算額とが一致しない旨を報知する不一致
報知手段（たとえば、制御部５２、Ｓ９３７）とを備える。
【００２３】
　このような構成によれば、精算装置によって、オフライン精算処理に供された記録媒体
の記録媒体識別情報と精算額とが対応付けて記憶され、通信不可能状態が検知されている
状態から通信可能状態への復帰が検知されたことに基づいて、記憶されている記録媒体識
別情報と精算額とが管理装置に送信される。また、管理装置によって、受信した記録媒体
識別情報に対応して管理装置にて管理されている管理残額と、受信した精算額とが一致す
るか否かが判定され、一致しないと判定されたことを条件として、管理残額と精算額とが
一致しない旨が報知される。
【００２４】
　このため、オフライン精算処理において不正が行われた場合に、通信可能状態への復帰
後迅速にその事実を把握して対処することができる。
【００２５】
　（７）　前記管理残額特定情報記録手段は、演算方式を特定可能な情報（たとえば、演
算方式特定情報）と当該演算方式による演算により前記管理残額を算出するための元デー
タ（たとえば、元データ）とを、前記管理残額特定情報として記録し（たとえば、制御部
２１、Ｓ９４１～Ｓ９４３、Ｓ９５１～Ｓ９５３、Ｓ９６１～Ｓ９６３）、
　前記精算手段は、前記管理残額特定情報から前記演算方式と前記元データとを特定する
（たとえば、制御部６２、Ｓ９０５）とともに、特定した該演算方式により、特定した該
元データを演算して、前記管理残額を特定する（たとえば、制御部６２、Ｓ９０６）。
【００２６】
　このような構成によれば、遊技用装置によって、演算方式を特定可能な情報と当該演算
方式による演算により管理残額を算出するための元データとが、管理残額特定情報として
記録媒体に記録される。また、精算装置によって、管理残額特定情報から演算方式と元デ
ータとが特定されるとともに、特定された該演算方式により、特定された該元データが演
算されて、管理残額が特定される。
【００２７】
　このため、管理残額がそのまま記録媒体に記録される場合と比較して、記録媒体を改ざ
んするような不正を行い難くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。本発明に係る遊技用システム
１は、図１に示すように、遊技媒体（パチンコ玉）の貸与に使用される残額を、記録媒体
（会員カード４，ビジタコイン５）には記録せずに、該記録媒体を個々に識別可能な記録
媒体識別情報（記録媒体ＩＤ）に対応付けて管理する（いわゆる完全ＩＤ管理を行う）も
のであり、特に該残額の管理を行う管理装置５０と通信可能な遊技用装置（玉貸ユニット
２０）において、管理装置５０で管理されている残額である管理残額を使用して遊技媒体
を貸与する貸与処理を行う際に、該管理残額から貸与処理に使用された使用額及び該使用
額に対応する間接税額（例えば消費税額）を減算すると共に、管理装置５０と通信できな
い通信不可能状態（オフライン状態）で貨幣を受け付けたときに、受付貨幣額から税込単
位額（例えば１０５円）の整数倍に相当する貸与対象額を特定して、遊技者の操作による
ことなく、該貸与対象額分の貸与処理（オフライン一発貸し）を行うものである。そして
該オフライン一発貸しによって発生する端数額をオフライン端数額として記録媒体に記録
して排出し、該オフライン端数額の使用や精算が可能であることを特徴とするものである
。
【００２９】
　この遊技用システム１は、上記のような完全ＩＤ管理を採用したことにより、記録媒体
には遊技媒体の貸与に使用される残額を記録しないので、残額が改ざんされるおそれはな
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く、セキュリティを担保できて、記録媒体のコストを下げることができる。即ち、例えば
記録媒体がＩＣカードやＩＣコインである場合において、該記録媒体に残額を記録してセ
キュリティを担保しようとすれば、該記録媒体にＣＰＵを搭載して記録残額の管理を行う
必要があるが、本発明の如く記録媒体に残額を記録しないのであれば、該記録媒体にＣＰ
Ｕを搭載しなくても良いので、記録媒体のコストを下げることができる。また記録媒体に
ＣＰＵを搭載すると、該ＣＰＵとの間で情報のやりとりを行うために、遊技用装置側の制
御プログラムが複雑になるので、システムの設計コストが高くなるが、記録媒体にＣＰＵ
を搭載しないのであれば、該制御プログラムは複雑にならずに済むので、システムの設計
コストを低くすることができる。
【００３０】
　また遊技用システム１は、前記オフライン端数額が記録された記録媒体をオフライン状
態にある遊技用装置に挿入（受付）し、該オフライン端数額を使用して遊技媒体の貸与を
行った結果として当該オフライン端数額が零になったときにも、管理残額が有る記録媒体
を遊技者に確実に返却できる一方で、管理残額が無く本来返却する必要のない記録媒体の
無駄な返却を防止できることを特徴とするものである。
【００３１】
　また遊技用システム１は、前記遊技用装置で行われる特定処理に伴って記録媒体に記録
される通番を更新し、該特定処理に対応して管理装置５０で行われる連携処理に伴って前
記記録媒体の記録媒体識別情報に対応付けられた通番を更新するので、オフライン状態が
発生した遊技用装置がオンライン状態に復帰するのを待つことなく、該遊技用装置から排
出された記録媒体が他のオンライン状態の遊技用装置において受け付けられることで、該
記録媒体に記録されている通番と該記録媒体の記録媒体識別情報に対応付けて管理装置で
管理されている通番から、オフライン状態の発生により遊技用装置で特定処理が行われた
にも拘わらず該特定処理に対応する連携処理が管理装置で行われていないことを特定して
、対処することができることを特徴とするものである。ここで通番とは、任意の数字（例
えば０）から始って１つずつ加算される通し番号である。
【００３２】
　さらに遊技用システム１は、管理装置５０と通信できないオフライン状態で前記遊技用
装置が貨幣を受け付けてオフライン一発貸しを行った後にオンライン状態に復帰すると、
遊技者の操作によらずに、受付貨幣額から該オフライン一発貸しに使用された使用額を減
算した入金残額（オフライン端数額）と記録媒体識別情報とを含むオンライン復帰通知が
管理装置５０に対して送信され、該入金残額と管理残額との合算額を特定可能な合算額特
定情報（予定残額通知）が管理装置５０から送信されてきて、該合算額が玉貸処理に使用
可能となることを特徴とするものである。
【００３３】
　なお前記遊技用装置である玉貸ユニット２０には、図３及び図４に示すように、コイン
投入口１１１と、コイン排出口１１２と、第１保持部（投入コイン保持部１２０）と、連
絡通路１６１及び第１誘導通路１６３を有する投入記録媒体排出通路（投入コイン排出通
路１６０）と、収納通路１３１及び第２誘導通路１３３を有する収納排出通路１３０と、
を備え、投入コイン排出通路１６０の一部又は全部を、収納排出通路１３０に対して円盤
状記録媒体（ビジタコイン５）の厚み方向に相対的にずらすと共に、第１誘導通路１６３
と第２誘導通路１３３とが重畳してコイン排出口１１２に臨むように形成されていること
を特徴とする記録媒体処理機構が設けられている。
【００３４】
　この記録媒体処理機構は、以下に示す実施形態では、予め定められた特別処理として玉
貸処理を行う玉貸ユニット２０，及び該特別処理として精算処理を行う精算装置６０に備
えられる。これら玉貸ユニット２０，及び精算装置６０は、管理装置５０と通信可能に接
続され、全体として遊技用システム１を構成している。
【００３５】
　以下においては、前記遊技用装置に対応する遊技機がパチンコ機１０であり、遊技媒体
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がパチンコ玉であり、貸与処理が玉貸処理である例について説明する。また、以下におい
ては、玉貸処理に使用された使用額に対応する間接税額が徴収され、該間接税が、既に導
入されている消費税である例について説明するが、該間接税は、今後導入の可能性もあり
得る遊技税等であっても良い。ここで消費税率は、この例では５％であり、会員カード４
やビジタコイン５を発行するカード会社で設定されて、遊技場に設けられた管理装置５０
に対して配信され、玉貸ユニット２０に対して配信されて記憶される。さらに、以下にお
いては、使用額及び該使用額に対応する消費税額を「使用額＋消費税額」，リーダ／ライ
タを「Ｒ／Ｗ」，データベースを「ＤＢ」，ステップＳを「Ｓ」と略記する。
【００３６】
　以下においては、まず第１実施形態に係る遊技用システム１について説明し、最後に変
形例について説明する。
［１．第１実施形態に係る遊技用システム１］
　まず、図１～図６を参照して、第１実施形態に係る遊技用システム１の構成について説
明する。この遊技用システム１は、図１に示すように、パチンコ機１０に対応して設けら
れる玉貸ユニット２０と、該玉貸ユニット２０と通信可能な管理装置５０と、該管理装置
５０と通信可能な精算装置６０を遊技場内に備えると共に、前記管理装置５０と通信可能
なセンタ管理装置８０を遊技場外のカード会社に備える。
【００３７】
　この遊技用システム１では、紙幣２，硬貨３，会員カード４，及びビジタコイン５が使
用される。紙幣２は貨幣の一例であって、図２（ｂ）に示すように、ここでは１０００円
紙幣，２０００円紙幣，５０００円紙幣，及び１００００円紙幣の４種類が使用される。
硬貨３も貨幣の一例であって、図２（ｂ）に示すように、ここでは５００円硬貨，及び１
００円硬貨の２種類が使用される。
【００３８】
　会員カード４は記録媒体の一例であって、図６（ｃ）に示すように、該記録媒体を個々
に識別可能な記録媒体識別情報である記録媒体ＩＤとして、カードＩＤが記録されている
。また会員カード４はカード状記録媒体の一例でもあって、前記特別処理（玉貸処理，及
び精算処理）を行うための情報が記録されるものであり、ここでは記録媒体ＩＤであるカ
ードＩＤが該情報に相当する。ここで会員カード４の記録媒体ＩＤは、例えば図６（ａ）
に示すように、会員遊技者（メンバー）を示すＭで始まる４桁の番号である。この遊技用
システム１では完全ＩＤ管理が採用されているので、該会員カード４には、パチンコ玉の
貸与に使用される残額（後述する単位使用額である１００円に、対応する消費税額である
５円を加算した１０５円以上の金額）は記録されないが、オフライン一発貸しによって発
生する端数額（後述する単位使用額である１００円に、対応する消費税額である５円を加
算した１０５円未満の金額）が、オフライン端数額として記録される。
【００３９】
　また会員カード４には、前記通番が記録されている。この通番は、後述する通番更新手
段（玉貸ユニット２０の制御部２１）により、前記特定処理（後述する受付貨幣の取込，
使用額＋消費税額分の玉貸処理，及び端数額、オフライン消費情報やオフライン精算情報
の消去処理）に伴って、第１の通番更新処理で更新される。また通番は、精算装置６０の
制御部６２により、後述する精算処理に伴って、第３の通番更新処理で更新される。オフ
ライン精算情報は、オフライン状態において精算装置６０で精算された精算額を特定可能
な情報であって、本実施の形態においては、後述するように、金額自体を会員カード４や
ビジタコイン５などの記録媒体に記録しなくても管理装置５０で精算額を特定できる。こ
のため、オフライン精算情報としては、オフライン状態において精算が行われたか否かを
示すフラグが記録媒体に記録される。そして、オフライン精算情報が「１」である場合、
オフライン状態において精算が行われたことを示し、「０」である場合、オフライン状態
において精算が行われていないことを示す。
【００４０】
　この会員カード４は、長方形状を呈するプラスチック製の薄板における所定の部位に、
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記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフライン端数額，及び通番
等が記録される記録領域（図示外）が形成されてなるものであり、ここでは該記録領域と
して不揮発性のＥＥＰＲＯＭを備える非接触式の集積回路を搭載したＩＣカードである。
ここで記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフライン端数額，及
び通番は、各情報に対応する記憶領域に各々記録されている。この会員カード４は、会員
登録を行った遊技者に対して発行されるものである。
【００４１】
　このようにして発行された会員カード４を、遊技者がオンライン状態の玉貸ユニット２
０に挿入することにより、該会員カード４の管理残額を遊技媒体の貸与に使用可能となり
、遊技者がオフライン状態の玉貸ユニット２０に挿入することにより、該会員カード４に
記録されているオフライン端数額を遊技媒体の貸与に使用可能となり、遊技者が精算装置
６０に挿入することにより、該会員カード４の管理残額を精算可能となる。
【００４２】
　なお、以下において、「ビジタ」とは、会員カード４を所持していない遊技者，あるい
は会員カード４を所持していても使用しない遊技者を意味する。従って、会員カード４の
発行を受けた会員遊技者であっても、会員カード４を所持していない（会員カード４を忘
れてきた等）場合や、会員カード４を所持していても使用しない場合には、ビジタとなる
。
【００４３】
　ビジタコイン５は記録媒体の一例であって、図６（ｃ）に示すように、該記録媒体を個
々に識別可能な記録媒体識別情報である記録媒体ＩＤとして、コインＩＤが記録されてい
る。またビジタコイン５は円盤状記録媒体の一例でもあって、前記特別処理（玉貸処理，
精算処理，及び記録媒体発行処理）を行うための情報が記録されるものであり、ここでは
記録媒体ＩＤであるコインＩＤが該情報に相当する。ここでビジタコイン５の記録媒体Ｉ
Ｄは、例えば図６（ａ）に示すように、ビジタを示すＶで始まる４桁の番号である。この
遊技用システム１では完全ＩＤ管理が採用されているので、該ビジタコイン５にも、パチ
ンコ玉の貸与に使用される残額（後述する単位使用額である１００円に、対応する消費税
額である５円を加算した１０５円以上の金額）は記録されないが、オフライン一発貸しに
よって発生する端数額（後述する単位使用額である１００円に、対応する消費税額である
５円を加算した１０５円未満の金額）が、オフライン端数額として記録される。
【００４４】
　またビジタコイン５にも、前記通番が記録されている。この通番も、後述する通番更新
手段（玉貸ユニット２０の制御部２１）により、前記特定処理（後述する受付貨幣の取込
，使用額＋消費税額分の玉貸処理，及び端数額、オフライン消費情報やオフライン精算情
報の消去処理）に伴って、第１の通番更新処理で更新される。また通番は、精算装置６０
の制御部６２により、後述する精算処理に伴って、第３の通番更新処理で更新される。
【００４５】
　またビジタコイン５には、該ビジタコイン５の記録媒体ＩＤと対応付けて管理装置５０
で管理されている残額である管理残額が零でない旨を示す管理残額有り情報として、オン
ライン残額有りフラグも記録される。具体的には、図示しないが、ビジタコイン５の管理
残額が零であるときには、オンライン残額無しフラグである０が記録され、ビジタコイン
５の管理残額が零でないときには、オンライン残額有りフラグである１が記録される。
【００４６】
　このビジタコイン５は、円盤状を呈するプラスチック製のコインにおける所定の部位に
、記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフライン端数額，通番，
及びオンライン残額有りフラグ等が記録される記録領域（図示外）が形成されてなるもの
であり、ここでは該記録領域として不揮発性のＥＥＰＲＯＭを備える非接触式の集積回路
を搭載したＩＣコインである。ここで記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン端
数額，通番，及びオンライン残額有りフラグは、各情報に対応する記憶領域に各々記録さ
れている。このビジタコイン５は、予め記録媒体ＩＤが記録されている一方、オフライン
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消費情報，オフライン精算情報，オフライン端数額，通番，及びオンライン残額有りフラ
グが記録されていない状態でカード会社から遊技場に納入されて、玉貸ユニット２０の後
述する収納通路１３１に収納される。
【００４７】
　そして図７に示すように、管理装置５０と通信可能状態（オンライン状態）である玉貸
ユニット２０において、会員カード４又はビジタコイン５を受け付けていない状態で貨幣
を受け付けた後、図１２に示すように、遊技者から排出操作（後述する返却ボタン１６の
操作）を受け付けたことに基づいて、受付貨幣額のうちの玉貸処理に使用されていない残
額（後述する記憶残額）が零でないことを条件として、オンライン残額有りフラグが記録
されたビジタコイン５が発行（排出）される。
【００４８】
　また図１５に示すように、管理装置５０と通信不可能状態（オフライン状態）である玉
貸ユニット２０において、会員カード４又はビジタコイン５を受け付けていない状態で貨
幣を受け付けた後、図１７に示すように、遊技者から排出操作（後述する返却ボタン１６
の操作）を受け付けたことに基づいて、受付貨幣額のうちの玉貸処理に使用されていない
残額（後述する記憶端数額）が零でないことを条件として、オフライン端数額が記録され
たビジタコイン５が発行（排出）される。
【００４９】
　発行されたビジタコイン５を、遊技者がオンライン状態の玉貸ユニット２０に投入する
ことにより、該ビジタコイン５の管理残額を遊技媒体の貸与に使用可能となり、遊技者が
オフライン状態の玉貸ユニット２０に投入することにより、該ビジタコイン５に記録され
ているオフライン端数額を遊技媒体の貸与に使用可能となり、遊技者が精算装置６０に投
入することにより、該ビジタコイン５の管理残額を精算可能となる。
【００５０】
　また、本実施例の会員カード４およびビジタコイン５には、管理残額を特定可能な管理
残額特定情報として、図６（ｃ）に示すように、基準データ、乗算データ、除算データ、
加算データからなる元データおよび演算方式フラグを記録可能な領域が設けられており、
玉貸ユニット２０から返却されるときに管理残額に対応したデータが各領域に記録される
が、その詳細については、後述する。
【００５１】
　玉貸ユニット２０に対応して設けられるパチンコ機１０は遊技機の一例であって、遊技
媒体であるパチンコ玉を遊技領域に打ち込むことにより遊技を行うものであり、ここでは
対応する玉貸ユニット２０との間でパチンコ玉の貸与に関する信号のやり取りが行われて
玉貸処理が行われることにより該パチンコ機１０からパチンコ玉が払い出される、いわゆ
るＣＲ式のパチンコ機である。このパチンコ機１０は、遊技場に配置された遊技島（図示
外）において該パチンコ機１０の機種等に従って設置されている。
【００５２】
　このパチンコ機１０は、図２（ａ）に示すように、その前面に遊技領域，上皿，下皿，
及び発射ハンドル等を備えると共に、残度数表示器１４，玉貸ボタン１５，及び返却ボタ
ン１６を備え、図１に示すように、その内部に遊技制御基板１１，払出制御基板１２，及
び玉払出装置１３等を備えており、これらの各構成要素は図１に示すように接続されてい
る。
【００５３】
　遊技制御基板１１は、パチンコ機１０における遊技状態を制御するものである。払出制
御基板１２は、玉貸ユニット２０の後述する玉貸通信部２１ａと通信可能に接続され、後
述する玉貸処理が行われる場合に、パチンコ機１０と玉貸ユニット２０との間でパチンコ
玉の貸出に関する信号のやり取りが行われる。また払出制御基板１２は、玉払出装置１３
と接続され、該玉払出装置１３を制御するものである。さらに払出制御基板１２は、残度
数表示器１４，玉貸ボタン１５，及び返却ボタン１６とも接続されている。玉払出装置１
３は、玉貸処理が行われて遊技者に貸し出されたパチンコ玉や、遊技の結果として遊技者
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に付与されるパチンコ玉（いわゆる賞球）を払い出すものである。ここで残度数表示器１
４，玉貸ボタン１５，及び返却ボタン１６は、パチンコ機１０の前面に配置されているも
のであるが、前記払出制御基板１２を介して玉貸ユニット２０と通信可能に接続されてい
るため、玉貸ユニット２０に属するものである。
【００５４】
　残度数表示器１４は、玉貸ユニット２０の制御部２１のＲＡＭに記憶されている残額を
税込単位額で除算した商の整数部分を残度数として表示するための表示器であり、ここで
は２桁の７セグメント表示器である。ここで税込単位額は、残額をパチンコ玉の貸与に使
用する際の予め定められた一単位である単位使用額と該単位使用額に対応する消費税額と
の合算額である。例えば単位使用額が１００円であり、消費税率が５％の場合には、税込
単位額は１０５円であり、該１０５円が１度数となる。
【００５５】
　玉貸ボタン１５は、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の管理残額を使用した
玉貸処理を行うための玉貸操作を遊技者から受け付けるボタンである。返却ボタン１６は
、後述するカード保持部１９１で保持されている会員カード４，後述する投入コイン保持
部１２０で保持されているビジタコイン５，又は後述する収納コイン保持部１４０で保持
されているビジタコイン５を返却するための返却操作を遊技者から受け付けるボタンであ
る。
【００５６】
　玉貸ユニット２０は遊技用装置の一例であって、パチンコ機１０に対応して設けられ、
記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）を受け付けて、該受け付けた記録媒体の記録
媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０にて管理されている残額である管理残額の範囲内で遊
技媒体を貸与するための第１の貸与処理を行う貸与処理手段を有し、該第１の貸与処理を
含む各種処理を管理装置６０と連携して行うものである。この貸与処理手段として機能す
る制御部２１は、パチンコ玉を貸与するための貸与処理（玉貸処理）として、図８のＳ１
２２に示す第１の貸与処理（使用額＋消費税額分の玉貸処理）と、図１５のＳ５２２に示
す第２の貸与処理（オフライン一発貸し）とを行う。
【００５７】
　また、玉貸ユニット２０は取引装置の一例でもあって、受付けた記録媒体の記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けて管理装置５０にて管理されている残額である管理残額を用いて遊技媒体を
貸与するための第１の貸与処理を、取引処理として行う取引処理手段を有するものである
。
【００５８】
　また玉貸ユニット２０は、前記ビジタコイン５を受け付けて、該受け付けたビジタコイ
ン５の記録情報（ここでは記録媒体ＩＤ）から特定される特別処理用価値の大きさ（ここ
では残額）を使用した特別処理（ここでは玉貸処理）を行うと共に、貨幣を受け付けて、
該受け付けた貨幣の金額のうちの特別処理に使用されなかった残額に相当する特別処理用
価値の大きさを前記ビジタコイン５の記録情報から特定可能として（ここでは所定額以上
の貨幣受付時に受付貨幣額を含む入金要求を管理装置５０に対して送信し、玉貸操作受付
時に使用額＋消費税額を含む減算要求を管理装置５０に対して送信して）当該ビジタコイ
ン５を排出するものである。
【００５９】
　この玉貸ユニット２０は、縦長の箱型の形状を呈するものであり、図２（ａ）に示すよ
うに、その前面に多機能ランプ２４，紙幣挿入口２２ａ，硬貨投入口２３ａ，硬貨返却ボ
タン２３ｅ，残額表示器２５，硬貨返却口２３ｆ，コイン投入口１１１，コイン排出口１
１２，及びカード挿入口１９０等を備え、図２（ｂ）に示すように、その内部に紙幣識別
機２２，制御部２１，玉貸通信部２１ａ，外部通信部２１ｂ，硬貨識別機２３，及び通路
ユニット１００等を備えており、これらの各構成要素は図１に示すように接続されている
。この玉貸ユニット２０は、装置ＩＤにより、各玉貸ユニット２０を個々に識別可能とさ
れている。
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【００６０】
　制御部２１は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ等を備えており、ＲＯＭに記憶
されている処理プログラムがＲＡＭを作業領域としてＣＰＵで実行されることにより、玉
貸ユニット２０に備えられる各構成要素の動作を制御して各種の処理を行うものである。
制御部２１のＲＯＭには前記装置ＩＤが記憶されている。
【００６１】
　制御部２１のＲＡＭは管理残額有無管理手段の一例であって、後述する通信可否検知手
段（制御部２１）によりオンライン状態を検知しているときに受け付けた記録媒体（会員
カード４，ビジタコイン５）の管理残額が零でないか否かを、少なくとも当該記録媒体の
受付中において管理するものである。具体的には、管理装置５０とオンライン状態で、記
録媒体を受け付けた際に、前記管理残額と受付貨幣額との合算額を含む予定残額通知（図
７のＳ１０６，図１０のＳ２４１）又は前記管理残額を含む残額通知（同Ｓ２２１）が送
信されてきたことに基づいて、該合算額又は管理残額を制御部２１のＲＡＭで記憶すると
共に、後述する第１の貸与処理に基づいて、制御部２１のＲＡＭで記憶している管理残額
から使用額＋消費税額を減算していくことにより（図８のＳ１２９）、該ビジタコイン５
の管理残額が零であるか否かを管理する。以下、制御部２１のＲＡＭで記憶される残額を
「記憶残額」と称する。
【００６２】
　つまり、制御部２１は、管理残額取得手段の一例であって、受付けた記録媒体の記録媒
体ＩＤを含む挿入通知を管理装置５０に送信することにより、当該記録媒体ＩＤに対応付
けて管理されている管理残額を管理装置５０から取得し、該取得した管理残額を残額記憶
手段としてのＲＡＭに記憶する。また、制御部２１は、残額更新手段の一例であって、第
１の貸与処理を行う毎に、第１の貸与処理に用いられる貸与使用額と消費税額との合算額
をＲＡＭの記憶残額から減算更新する。つまり、ＲＡＭの記憶残額を前記合算額分減算さ
れた残額に更新する。
【００６３】
　また制御部２１のＲＡＭは端数額記憶手段の一例であって、後述する特定手段（制御部
２１）により特定された端数額を記憶するものである。なお制御部２１のＲＡＭは、該特
定手段により特定された貸与対象額を記憶するものでもある。以下、制御部２１のＲＡＭ
で記憶される端数額を「記憶端数額」と称する。ここで記憶残額と記憶端数額とは、各々
別領域に記憶される。
【００６４】
　さらに制御部２１のＲＡＭは、当該玉貸ユニット２０の処理状態を記憶する。具体的に
は、貨幣を受け付けたときには、処理状態が「貨幣受付」である旨を記憶し、玉貸操作を
受け付けたときには、処理状態が「玉貸操作受付」である旨を記憶し、返却操作を受け付
けたときには、処理状態が「返却操作受付」である旨を記憶し、記録媒体を受け付けたと
きには、処理状態が「記録媒体受付」である旨を記憶する。この制御部２１の他の機能に
ついては後述する。
【００６５】
　制御部２１には、玉貸通信部２１ａと外部通信部２１ｂが設けられている。玉貸通信部
２１ａは、前述の如く、パチンコ機１０の払出制御基板１２と通信可能に接続されている
。外部通信部２１ｂは、管理装置５０の後述する通信部５１と通信可能に接続されており
、玉貸ユニット２０と管理装置５０との間における通信を司るものである。
【００６６】
　この外部通信部２１ｂは入金要求送信手段の一例であって、後述する通信可否検知手段
（制御部２１）によりオンライン状態を検知しているときに所定額（例えば１０００円）
以上の貨幣を受け付けたことに基づいて、該受け付けた貨幣の金額である受付貨幣額と前
記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録媒体ＩＤとを特定可能な入金要求を
管理装置５０に対して送信するものであり、ここでは受付貨幣額と記録媒体ＩＤとを含む
入金要求を送信する（図７のＳ１０３）。
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【００６７】
　具体的には、記録媒体を受け付けていない状態で貨幣を受け付けたときには、収納コイ
ン保持部１４０で保持しているビジタコイン５のコインＩＤと受付貨幣額とを含む入金要
求を送信し、会員カード４の挿入を受け付けている状態で貨幣を受け付けたときには、カ
ード保持部１９１で保持している該会員カード４のカードＩＤと受付貨幣額とを含む入金
要求を送信し、ビジタコイン５の投入を受け付けている状態で貨幣を受け付けたときには
、投入コイン保持部１２０で保持している該ビジタコイン５のコインＩＤと受付貨幣額と
を含む入金要求を送信する。即ち入金要求には、収納コイン保持部１４０で保持している
ビジタコイン５のコインＩＤ，カード保持部１９１で保持している会員カード４のカード
ＩＤ，又は投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５のコインＩＤのいずれ
かが、記録媒体ＩＤとして含まれる。
【００６８】
　この入金要求を受信した管理装置５０は、該入金要求から特定される受付貨幣額（ここ
では該入金要求に含まれる受付貨幣額）を該入金要求から特定される記録媒体ＩＤ（ここ
では該入金要求に含まれる記録媒体ＩＤ）に対応付けて記憶する処理を行い（図７のＳ１
０５）、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と前記受付貨幣額との合算額
を特定可能な残額通知（ここでは管理残額と受付貨幣額との合算額を含む予定残額通知）
を玉貸ユニット２０に対して送信する（同Ｓ１０６）。
【００６９】
　また外部通信部２１ｂは減算要求送信手段の一例であって、第１の貸与処理（使用額＋
消費税額分の玉貸処理）に使用される使用額及び該使用額に対応する消費税額を前記管理
残額から減算するための第１の減算要求を管理装置５０に対して送信するものであり、こ
こでは記録媒体ＩＤと使用額＋消費税額とを含む減算要求を送信する（図８のＳ１２４）
。ここで第１の減算要求に含まれる使用額＋消費税額は、後述するように管理残額（即ち
制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額）と予め定められた基準貸与額である玉貸設
定金額（例えば税込単位額の５度数分である５２５円）との比較で決定され、記憶残額≧
玉貸設定金額であれば、該玉貸設定金額が前記使用額＋消費税額であり、記憶残額＜玉貸
設定金額であれば、前記税込単位額の整数倍であって記憶残額を超えない最大額である貸
与対象額が前記使用額＋消費税額である。即ち第１の減算要求は、第１の貸与処理に使用
される基準貸与額（玉貸設定金額）を管理残額から減算するための要求，又は第１の貸与
処理に使用される貸与対象額を管理残額から減算するための要求である。
【００７０】
　また外部通信部２１ｂは受付通知送信手段の一例であって、後述する通信可否検知手段
（制御部２１）によりオンライン状態を検知しているときに記録媒体（会員カード４，ビ
ジタコイン５）を受け付けたことに基づいて、該受け付けた記録媒体に記録されている記
録媒体ＩＤと通番とを含む記録媒体受付通知（ここでは挿入通知）を管理装置５０に対し
て送信するものである（図９のＳ２０２）。ここで該受け付けた記録媒体にオフライン端
数額、オフライン消費情報またはオフライン精算情報が記録されている場合には、該オフ
ライン端数額、オフライン消費情報またはオフライン精算情報を含む挿入通知が送信され
る。
【００７１】
　具体的には、会員カード４の挿入を受け付けたときには、カード保持部１９１で保持し
ている該会員カード４のカードＩＤ，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフラ
イン端数額，通番，及び装置ＩＤを含む挿入通知を送信し、ビジタコイン５の投入を受け
付けたときには、投入コイン保持部１２０で保持している該ビジタコイン５のコインＩＤ
，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフライン端数額，通番，及び装置ＩＤを
含む挿入通知を送信する。即ち挿入通知には、カード保持部１９１で保持している会員カ
ード４のカードＩＤ，又は投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５のコイ
ンＩＤのいずれかが、記録媒体ＩＤとして含まれる。
【００７２】



(17) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　この挿入通知を受信した管理装置５０は、後述する通番判定手段（制御部５２）による
判定を行う（図９のＳ２０３）。そして通番が一致すると判定され、挿入通知に含まれる
オフライン端数額が零である、かつ、オフライン消費情報およびオフライン精算情報が無
いことを条件として、該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理
残額を含む残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２２１）。
【００７３】
　一方、通番が一致すると判定され、かつ挿入通知に含まれるオフライン端数額が零でな
いことを条件として、該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理
残額に対して該挿入通知に含まれるオフライン端数額を加算更新するための端数額加算更
新処理（ここでは該オフライン端数額を該記録媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理）を行
い（図９のＳ２１２）、該オフライン端数額の消去を指示する端数額消去要求（ここでは
該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と前記オフライン端数額との合算額を
含む予定残額通知）を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２４１）。
【００７４】
　一方、通番が一致すると判定され、かつ挿入通知に含まれるオフライン消費情報が有る
ことを条件として、該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残
額に対して該挿入通知に含まれるオフライン消費情報で特定されるオフライン消費額を減
算更新するためのオフライン消費額減算更新処理（ここでは該オフライン消費額を該記録
媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理）を行い（図９のＳ２１４～Ｓ２１９）、該オフライ
ン消費情報の消去を指示するオフライン消費情報消去要求（ここでは該記録媒体ＩＤに対
応付けて管理している管理残額から前記オフライン消費額を減算した合算額を含む予定残
額通知）を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２４１）。
【００７５】
　一方、通番が一致すると判定され、かつ挿入通知に含まれるオフライン精算情報が有る
ことを条件として、該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残
額に対して該挿入通知に含まれるオフライン精算情報で特定されるオフライン精算額を減
算更新するためのオフライン精算額減算更新処理（ここでは該オフライン精算額を該記録
媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理）を行い（図９のＳ２３３，Ｓ２３６，Ｓ２３７）、
該オフライン精算情報の消去を指示するオフライン精算情報消去要求（ここでは該記録媒
体ＩＤに対応付けて管理している管理残額から前記オフライン精算額を減算した合算額を
含む予定残額通知）を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２４１）。
【００７６】
　また外部通信部２１ｂは復帰通知送信手段の一例であって、後述する通信可否検知手段
（制御部２１）によりオフライン状態を検知している状態からオンライン状態への復帰を
検知したことに基づいて、受付貨幣額からオフライン一発貸しに使用された使用額を減算
した入金残額とオフライン消費情報とオフライン精算情報と記録媒体（会員カード４，ビ
ジタコイン５）の記録媒体ＩＤとを含むオンライン復帰通知を管理装置５０に対して送信
するものであり、ここではオンライン状態への復帰を検知（図２２のＳ６０１）した管理
装置５０から開始要求が送信されてきて、該開始要求に応じた開始応答を管理装置５０に
対して返信した後に（同Ｓ６０５）、記録媒体に記録されている記録媒体ＩＤ，前記入金
残額であるオフライン端数額，オフライン消費情報，オフライン精算情報，及び通番を含
むオンライン復帰通知を管理装置５０に対して送信する（同Ｓ６０６）。このオンライン
復帰通知は、前記挿入通知と同等のものであり、該オンライン復帰通知を受信した管理装
置５０は、挿入通知を受信した場合と同様の処理を行う。
【００７７】
　また外部通信部２１ｂは連携処理要求送信手段の一例であって、特定処理に対応する連
携処理を要求する連携処理要求を管理装置５０に対して送信するものである。
【００７８】
　具体的には、予定残額通知（図７のＳ１０６）を受信した玉貸ユニット２０は、後述す
る貸与可能処理手段により貸与可能処理（ここでは受付貨幣の取込）を特定処理として行
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い（同Ｓ１０８）、該特定処理に伴って後述する通番更新手段により記録媒体に記録され
ている通番を更新して（同Ｓ１０９）、該貸与可能処理を行った旨を示す貸与可能情報（
ここでは貨幣取込通知）を連携処理要求として管理装置５０に対して送信する（同Ｓ１１
０）。この貨幣取込通知を受信した管理装置５０は、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応
付けて記憶している受付貨幣額を当該記録媒体の管理残額に対して加算する受付貨幣額加
算処理と、該受付貨幣額が加算済であることを特定可能な状態に更新する加算済更新処理
（ここでは受付貨幣額の消去）とを連携処理として行い（同Ｓ１１３，Ｓ１１４）、該連
携処理に伴って当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けられた通番を更新する（同Ｓ１１
５）。
【００７９】
　また第１の貸与処理（使用額＋消費税額分の玉貸処理）を特定処理として行った玉貸ユ
ニット２０は（図８のＳ１２２）、該特定処理に伴って後述する通番更新手段により記録
媒体に記録されている通番を更新して（同Ｓ１２３）、前記第１の減算要求を連携処理要
求として管理装置５０に対して送信する（同Ｓ１２４）。この減算要求を受信した管理装
置５０は、使用額＋消費税額を管理残額から減算する第１の減算処理を連携処理として行
い（同Ｓ１２５）、該連携処理に伴って当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けられた通
番を更新して（同Ｓ１２６）、該第１の減算処理が完了した旨を示す減算完了通知を玉貸
ユニット２０に対して送信する（同Ｓ１２６）。玉貸ユニット２０は、該減算完了通知を
受信したことを条件として、次の貸与処理が可能となる。
【００８０】
　また予定残額通知（図１０のＳ２４１）を受信した玉貸ユニット２０は、後述する端数
額消去処理手段により端数額消去処理（入金残額消去処理）やオフライン消費情報を消去
するオフライン消費情報消去処理やオフライン精算情報を消去するオフライン精算情報消
去処理を特定処理として行い（同Ｓ２４４，Ｓ２４３，Ｓ２４３ａ）、該特定処理に伴っ
て後述する通番更新手段により記録媒体に記録されている通番を更新して（同Ｓ２４５）
、該端数額消去処理を行った旨を示す端数額消去通知（入金残額消去通知）を連携処理要
求として管理装置５０に対して送信する（同Ｓ２４６）。この端数額消去通知を受信した
管理装置５０は、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて記憶しているオフライン端数
額（入金残額）を当該記録媒体の管理残額に対して加算するオフライン端数額加算処理（
入金残額加算処理）と、該オフライン端数額が加算済であることを特定可能な状態に更新
する加算済更新処理（ここではオフライン端数額の消去）とを連携処理として行い（同Ｓ
２４８）、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて記憶しているオフライン消費額を当
該記録媒体の管理残額から減算するオフライン消費額減算処理と、該オフライン消費額が
減算済であることを特定可能な状態に更新するオフライン消費額減算済更新処理（ここで
はオフライン消費額の消去）とを連携処理として行い（同Ｓ２４７）、当該記録媒体の記
録媒体ＩＤに対応付けて記憶しているオフライン精算額を当該記録媒体の管理残額から減
算するオフライン精算額減算処理と、該オフライン精算額が減算済であることを特定可能
な状態に更新するオフライン精算額減算済更新処理（ここではオフライン精算額の消去）
とを連携処理として行い（同Ｓ２４７ａ）、これらの連携処理に伴って当該記録媒体の記
録媒体ＩＤに対応付けられた通番を更新する（同Ｓ２２７）。
【００８１】
　なお残額通知（図１０のＳ２２１）を受信した玉貸ユニット２０は、後述する通番更新
手段により記録媒体に記録されている通番を更新して（同Ｓ２２３）、残額受信通知を管
理装置５０に対して送信する（同Ｓ２２４）。この残額受信通知を受信した管理装置５０
は、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けられた通番を更新する（同Ｓ２２７）。
【００８２】
　また外部通信部２１ｂは返却通知送信手段の一例であって、後述する通信可否検知手段
（制御部２１）によりオンライン状態を検知しているときに返却操作（返却ボタン１６の
操作）を受け付けたことに基づいて、記録媒体ＩＤを含む返却通知を管理装置５０に対し
て送信するものである（図１２のＳ１８４）。具体的には、記録媒体（会員カード４，ビ
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ジタコイン５）を受け付けていない状態で返却操作を受け付けたときには、収納コイン保
持部１４０で保持しているビジタコイン５のコインＩＤを含む返却通知を送信し、会員カ
ード４の挿入を受け付けている状態で返却操作を受け付けたときには、カード保持部１９
１で保持している該会員カード４のカードＩＤを含む返却通知を送信し、ビジタコイン５
の投入を受け付けている状態で返却操作を受け付けたときには、投入コイン保持部１２０
で保持している該ビジタコイン５のコインＩＤを含む返却通知を送信する。即ち返却通知
には、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５のコインＩＤ，カード保持
部１９１で保持している会員カード４のカードＩＤ，又は投入コイン保持部１２０で保持
しているビジタコイン５のコインＩＤのいずれかが、記録媒体ＩＤとして含まれる。この
返却通知を受信した管理装置５０は、返却許諾通知を玉貸ユニット２０に対して送信する
（同Ｓ１８５）。
【００８３】
　なお外部通信部２１ｂから送信される情報（要求や通知）には前記装置ＩＤが含まれる
ので、管理装置５０では、該情報と共に受信した装置ＩＤに基づいて、該情報の送信元で
ある玉貸ユニット２０を特定可能である。
【００８４】
　紙幣識別機２２は貨幣受付手段（貨幣受付識別手段）の一例であって、貨幣を受け付け
るものであり、ここでは図２（ｂ）に示すように、紙幣挿入口２２ａから前記４種類の紙
幣２の挿入を受け付けて、該受け付けた紙幣２の真贋及び金種を識別する識別機である。
なお紙幣識別機２２により受け付けられた紙幣２は、受付貨幣の取込処理によって、紙幣
通路２２ｂを通じて玉貸ユニット２０の背面から外部に排出され、遊技島に設けられた紙
幣搬送機構（図示外）により搬送されて、金庫（図示外）に回収される。また、紙幣識別
機２２により受け付けられた紙幣２は、受付貨幣の返却処理によって、紙幣挿入口２２ａ
から排出されて、遊技者に返却される。
【００８５】
　硬貨識別機２３も貨幣受付手段の一例であって、貨幣を受け付けるものであり、ここで
は図２（ｂ）に示すように、硬貨投入口２３ａから前記２種類の硬貨３の投入を受け付け
て、硬貨通路２３ｂを通じて落下してきた硬貨３の真贋及び金種を識別する識別機である
。なお硬貨識別機２３により受け付けられた硬貨３も、受付貨幣の取込処理によって、硬
貨通路２３ｃを通じて玉貸ユニット２０の背面から外部に排出され、遊技島に設けられた
硬貨搬送機構（図示外）により搬送されて、金庫（図示外）に回収される。硬貨返却ボタ
ン２３ｅは、硬貨識別機２３や硬貨通路２３ｂにおいて詰まった硬貨３の返却操作を受け
付けるためのボタンであり、遊技者により硬貨返却ボタン２３ｅが押下されると、該詰ま
った硬貨３が硬貨通路２３ｄを通じて硬貨返却口２３ｆに戻る。また、硬貨識別機２３に
より受け付けられた硬貨３は、受付貨幣の返却処理によって、硬貨返却口２３ｆに排出さ
れて、遊技者に返却される。
【００８６】
　これら貨幣受付手段においては、管理装置５０とオンライン状態では、すべての種類の
貨幣を受付可能であり、所定額（例えば１０００円）以上の貨幣を受け付けた場合には、
受付貨幣額と記録媒体ＩＤとを含む入金要求（図７のＳ１０３）が管理装置５０に対して
送信される。また管理装置５０とオフライン状態では、１０００円以下の貨幣のみを受付
可能であり、該貨幣を受け付けた場合に、後述するオフライン一発貸し（図１５のＳ５２
２）が行われる。
【００８７】
　多機能ランプ２４は、予め定められた複数の色のうちのいずれかの色で点灯又は点滅す
ることによって玉貸ユニット２０の状態を報知するランプである。この多機能ランプ２４
は、例えば会員カード４及びビジタコイン５を受け付けていないときには青色で点灯して
その旨を報知し、会員カード４を受け付けているときには緑色で点灯してその旨を報知し
、ビジタコイン５を受け付けているときには黄色で点灯してその旨を報知し、異常が発生
しているときには赤色で点滅してその旨を報知する。
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【００８８】
　残額表示器２５は、玉貸ユニット２０の制御部２１のＲＡＭに記憶されている残額又は
端数額を表示するための表示器であって、ここでは５桁の７セグメント表示器であり、残
額や端数額が１円単位まで表示される。この残額表示器２５においては、オンライン状態
では記憶残額が表示され、オフライン状態では記憶残額と記憶端数額との合算額が表示さ
れる。
【００８９】
　通路ユニット１００は前記記録媒体処理機構の一部を構成するものであって、投入コイ
ン保持部１２０，投入コイン排出通路１６０，及び収納排出通路１３０が一体に構成され
たものである。具体的には、通路ユニット１００は、図２（ｄ）及び図３に示すように、
縦長の箱型の形状を呈するユニット本体１００ａの内部に、制御部１０１，記録媒体Ｒ／
Ｗ１０２，上部アンテナ１０３，下部アンテナ１０４，投入コイン誘導通路１１３，供給
通路１１４，投入コイン保持部１２０，第１の投入コインストッパ１２１，第２の投入コ
インストッパ１２２，収納通路１３１と第２誘導通路１３３とを有する収納排出通路１３
０，収納コイン保持部１４０，第１の収納コインストッパ１４１，第２の収納コインスト
ッパ１４２，連絡通路１６１と第１誘導通路１６３とを有する投入コイン排出通路１６０
，及びカード保持部１９１等を備えている。そして図３及び図４に示すように、投入コイ
ン排出通路１６０の一部である連絡通路１６１に傾斜部１６２を設けて、該投入コイン排
出通路１６０を収納排出通路１３０に対してビジタコイン５の厚み方向にずらすことによ
り、第１誘導通路１６３と第２誘導通路１３３とが重畳して（左右に並行して重なり合っ
て別個に）コイン排出口１１２に臨むように形成されている。ここで各通路は、ビジタコ
イン５が起立した状態で、該ビジタコイン５の自重により転動又は落下する通路である。
【００９０】
　制御部１０１は、前記制御部２１と通信可能に接続されており、該制御部２１の指令に
基づいて、図２（ｄ）に示すようにして接続されている記録媒体Ｒ／Ｗ１０２，第１の投
入コインストッパ１２１，第２の投入コインストッパ１２２，第１の収納コインストッパ
１４１，及び第２の収納コインストッパ１４２の動作を制御するものである。ここでの制
御部１０１には、当該通路ユニット１００が玉貸ユニット２０に備えられている旨が記憶
されており、該記憶に基づいた制御を行う。具体的には、投入コイン保持部１２０でビジ
タコイン５を保持している状態で返却操作を受け付けると、通常は閉鎖されている第１の
投入コインストッパ１２１を開放して当該ビジタコイン５を連絡通路１６１に落下させた
後、該第１の投入コインストッパ１２１を閉鎖する制御を行う。また投入コイン保持部１
２０で保持しているビジタコイン５の残額が零になると、通常は閉鎖されている第２の投
入コインストッパ１２２を開放して当該ビジタコイン５を収納通路１３１に収納させた後
、該第２の投入コインストッパ１２２を閉鎖する制御を行う。さらに収納コイン保持部１
４０でビジタコイン５を保持している状態で返却操作を受け付けると、通常は閉鎖されて
いる第１の収納コインストッパ１４１を開放して当該ビジタコイン５をコイン排出口１１
２から排出して返却した後、該第１の収納コインストッパ１４１を閉鎖すると共に、通常
は閉鎖されている第２の収納コインストッパ１４２を開放して当該ビジタコイン５を収納
コイン保持部１４０に供給した後、該第２の収納コインストッパ１４２を閉鎖する制御を
行う。
【００９１】
　記録媒体Ｒ／Ｗ１０２は、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録情報を読
み取ると共に記録媒体に対して情報を書き込むものである。この記録媒体Ｒ／Ｗ１０２は
、前記ＩＣカードである会員カード４及び前記ＩＣコインであるビジタコイン５に対応し
たＩＣリーダ／ライタであり、投入コイン保持部１２０に対応し、ビジタコイン５の記録
情報を読み取る第１読取部である上部アンテナ１０３と、収納コイン保持部１４０及びカ
ード保持部１９１に対応し、ビジタコイン５及び会員カード４の両方の記録情報を読み取
る第２読取部である下部アンテナ１０４とを備えている。これにより、コイン投入口１１
１から投入されて投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５に対しては、上
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部アンテナ１０３を介して情報の読み取り及び書き込みを行う。また、収納通路１３１か
ら排出されて収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５に対しては、下部ア
ンテナ１０４を介して情報の読み取り及び書き込みを行う。さらに、カード挿入口１９０
から挿入されてカード保持部１９１で保持している会員カード４に対しても、下部アンテ
ナ１０４を介して情報の読み取り及び書き込みを行う。
【００９２】
　コイン投入口１１１は、ビジタコイン５が投入される部位であり、ここでは図２（ａ）
（ｂ）に示すように、玉貸ユニット２０の前面に形成され、ビジタコイン５を起立させた
状態で投入可能な縦長の孔である。このコイン投入口１１１には、制御部１０１の制御に
よって開閉する図示しないシャッタが設けられており、後述する記録媒体受付を待機する
状態（例えば図１２のＳ１９３）以外では、該シャッタによりコイン投入口１１１が遮蔽
されていて、ビジタコイン５が投入できないようになっている。
【００９３】
　そして通路ユニット１００は、図３に示すように、該コイン投入口１１１に投入された
ビジタコイン５を投入コイン保持部１２０に導くための投入コイン誘導通路１１３を備え
ており、ここでの投入コイン誘導通路１１３は、コイン投入口１１１から後方に向けて傾
斜して配置された通路である。また通路ユニット１００は、投入コイン保持部１２０に連
通してビジタコイン５を該投入コイン保持部１２０に供給するための供給通路１１４を備
えており、ここでの供給通路１１４は、通路ユニット１００の上面から下方に向けて鉛直
に形成された通路である。なお玉貸ユニット２０に備えられる通路ユニット１００では、
該供給通路１１４は使用されない。
【００９４】
　コイン排出口１１２は、コイン投入口１１１の下方に設けられ、ビジタコイン５が排出
される部位であり、ここでは図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、玉貸ユニット２０の
前面に突出して形成され、投入コイン排出通路１６０の終端側に形成された第１誘導通路
１６３と収納排出通路１３０の終端側に形成された第２誘導通路１３３とが重畳して臨み
、両誘導通路から排出されたビジタコイン５を受け止める容器状の部位である。
【００９５】
　カード挿入口１９０は、コイン排出口１１２の側方に設けられ、会員カード４が挿入さ
れる部位であり、ここでは図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、玉貸ユニット２０の前
面に形成され、会員カード４を起立させた状態で挿入可能な縦長の孔である。カード保持
部１９１は、該カード挿入口１９０から挿入された会員カード４を保持する部位であり、
図２（ｃ）に示すように、カード挿入口１９０の後方に位置する。
【００９６】
　ここで前記下部アンテナ１０４は、図２（ｃ）に示すように、収納コイン保持部１４０
とカード保持部１９１との間に配設されることにより、ビジタコイン５及び会員カード４
の両方の記録情報を読み取るように構成されている。これによれば、カード保持部１９１
に対応する読取部を下部アンテナ１０４とは別個に設ける場合と比べて、省スペース化を
図ることができると共に、製造コストが削減される。
【００９７】
　投入コイン保持部１２０は第１保持部の一例であって、ビジタコイン５の記録情報を読
み取る第１読取部（上部アンテナ１０３）が対応して設けられ、コイン投入口１１１から
投入されたビジタコイン５（以下「投入コイン」ともいう。）を保持する部位であり、こ
こでは前記投入コイン誘導通路１１３の終端部分が第１の投入コインストッパ１２１及び
第２の投入コインストッパ１２２により区画された部位である。この投入コイン保持部１
２０では、コイン投入口１１１から投入されて投入コイン誘導通路１１３を自重により転
動してきたビジタコイン５が、閉鎖状態にある第１の投入コインストッパ１２１及び第２
の投入コインストッパ１２２に堰き止められて保持される。
【００９８】
　第１の投入コインストッパ１２１は、投入コイン保持部１２０と投入コイン排出通路１
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６０との間に形成されるストッパである。
【００９９】
　第２の投入コインストッパ１２２は、投入コイン保持部１２０と収納通路１３１との間
に形成されるストッパである。
【０１００】
　収納排出通路１３０は、図３及び図４に示すように、投入コイン保持部１２０に保持さ
れるビジタコイン５のうち、回収したビジタコイン５（ここでは残額が無いビジタコイン
５）を収納すると共に、該収納しているビジタコイン５を前記コイン排出口１１２に排出
するための通路であって、収納通路１３１と第２誘導通路１３３とを有する。
【０１０１】
　収納通路１３１は、投入コイン保持部１２０に連設されビジタコイン５を収納する通路
であり、ここでは投入コイン保持部１２０から後方に向けて傾斜し、途中で下方に向けて
鉛直に屈曲し、さらに途中で後方に向けて半円弧状に屈曲して形成されており、終端には
第１の収納コインストッパ１４１が設けられている。この収納通路１３１では、遊技場の
営業開始前に予めコイン投入口１１１から投入されたビジタコイン５，及び遊技場の営業
中に第２の投入コインストッパ１２２が開放状態となって投入コイン保持部１２０におけ
る保持が解除されたビジタコイン５が、閉鎖状態にある第１の収納コインストッパ１４１
に堰き止められて、一列に並べて収納される。ここで「一列に並べて」とは、ビジタコイ
ン５の面同士ではなく円周同士が接するように並べての意味である。ここでの収納通路１
３１は、７枚のビジタコイン５を収納可能である。
【０１０２】
　第１の収納コインストッパ１４１は、収納通路１３１と第２誘導通路１３３との間に形
成されるストッパである。
【０１０３】
　ここで通路ユニット１００は、図３に示すように、収納通路１３１の途中から連設され
ビジタコイン５を該収納通路１３１から排出するための排出通路１３２を備えており、こ
こでの排出通路１３２は、収納通路１３１の半円弧状部分における下半分に形成された開
口から下方に向けて鉛直に形成され、通路ユニット１００の下面に開口している通路であ
る。なお玉貸ユニット２０に備えられる通路ユニット１００では、後述する第１カバー部
材１５０が装着されることにより、収納通路１３１と排出通路１３２との分岐部における
排出通路１３２側が排出通路遮蔽板１５３で遮蔽されるので、該排出通路１３２は使用さ
れない。
【０１０４】
　第２誘導通路１３３は、収納コイン保持部１４０が形成されると共に、コイン排出口１
１２に連通する通路であり、ここでは収納通路１３１の終端から前方に向けて傾斜してコ
イン排出口１１２に連通し、その終端近傍に第２の収納コインストッパ１４２が設けられ
て収納コイン保持部１４０が形成されている。
【０１０５】
　収納コイン保持部１４０は第２保持部の一例であって、ビジタコイン５の記録情報を読
み取る第２読取部（下部アンテナ１０４）が対応して設けられ、収納通路１３１の終端か
ら供給されたビジタコイン５（以下「収納コイン」ともいう。）を保持する部位であり、
ここでは図３に示すように、第２誘導通路１３３の終端近傍が第２の収納コインストッパ
１４２により区画された部位である。この収納コイン保持部１４０では、第１の収納コイ
ンストッパ１４１が開放状態となって収納通路１３１の終端から供給されたビジタコイン
５が、閉鎖状態にある第２の収納コインストッパ１４２に堰き止められて常に保持されて
いる。
【０１０６】
　ここで第２の収納コインストッパ１４２は、制御部１０１の制御によって開閉するシャ
ッタであり、通常は閉鎖状態にあって、収納通路１３１の終端から供給されたビジタコイ
ン５を保持している。そして第２の収納コインストッパ１４２は、投入コイン保持部１２
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０でビジタコイン５を保持しておらず、かつカード保持部１９１で会員カード４を保持し
ていない状態で返却操作を受け付けると、制御部１０１の制御によって開放状態になり、
前記保持していたビジタコイン５が第２誘導通路１３３を自重により転動してコイン排出
口１１２に排出される。そして第２の収納コインストッパ１４２は、その後に所定のタイ
ミングで制御部１０１の制御によって再び閉鎖状態になり、収納通路１３１の終端から供
給されたビジタコイン５を再び保持する。
【０１０７】
　投入記録媒体排出通路である投入コイン排出通路１６０は、図３及び図４に示すように
、返却すべきビジタコイン５をコイン排出口１１２に排出するための通路であって、連絡
通路１６１と第１誘導通路１６３とを有する。連絡通路１６１は、投入コイン保持部１２
０に連設される通路であり、ここでは投入コイン保持部１２０から下方に向けて鉛直に形
成されている。第１誘導通路１６３は、該連絡通路１６１に連設されてコイン排出口１１
２に連通する通路であり、ここでは連絡通路１６１の下端から前方に向けて傾斜してコイ
ン排出口１１２に連通するように形成されている。
【０１０８】
　ここで投入コイン排出通路１６０の一部である連絡通路１６１の途中には、図４に示す
ように、正面視で左側に傾斜する傾斜部１６２が設けられていて、連絡通路１６１の下端
が該連絡通路１６１の上端に対してビジタコイン５の厚み方向にずらされている。これに
より、該連絡通路１６１の下端に連設されている第１誘導通路１６３が第２誘導通路１３
３に対してビジタコイン５の厚み方向にずらされて、該第１誘導通路１６３と第２誘導通
路１３３とが重畳してコイン排出口１１２に臨むように形成されている。
【０１０９】
　図１に戻り、前記制御部２１は通信可否検知手段の一例であって、管理装置５０と通信
できる通信可能状態（オンライン状態）であるか通信できない通信不可能状態（オフライ
ン状態）であるかを検知するものである。具体的には、管理装置５０の後述する通信部５
１から各玉貸ユニット２０に対して定期的（例えば１０秒ごと）に送信されてくる通信確
認要求に基づいて、該通信確認要求の受信を定期的に検知している間はオンライン状態（
即ち管理装置５０と通信できる通信可能状態）であると判定し、該通信確認要求の受信を
一定期間（例えば１分間）検知しなくなるとオフライン状態（即ち管理装置５０と通信で
きない通信不可能状態）であると判定する。
【０１１０】
　また前記制御部２１は管理残額取得手段の一例であって、記録媒体（会員カード４，ビ
ジタコイン５）の管理残額を取得するものである。具体的には、前記通信可否検知手段に
よりオンライン状態を検知しているときに記録媒体を受け付けたことに基づいて、前記挿
入通知を管理装置５０に対して送信し、該挿入通知に応じて管理装置５０から送信されて
くる残額通知（図１０のＳ２２４）又は予定残額通知（同Ｓ２４１）を受信して、該残額
通知に含まれる管理残額又は該予定残額通知に含まれる合算額を制御部２１のＲＡＭで記
憶することにより、記録媒体の管理残額を取得する。
【０１１１】
　また前記制御部２１は、第１に、管理装置５０とオンライン状態で所定額以上の貨幣を
受け付けたときに入金処理を行う機能と、第２に、管理装置５０とオンライン状態で玉貸
操作を受け付けたときに使用額＋消費税額分の玉貸処理を行う機能と、第３に、管理装置
５０とオフライン状態で貨幣を受け付けたときにオフライン一発貸しを行う機能と、第４
に、該オフライン一発貸しにおいて記録媒体に記録されているオフライン端数額が零にな
ったときに管理残額が有る該記録媒体を返却する機能と、第５に、オフライン端数額が記
録されている記録媒体を受け付けたときに該オフライン端数額を消去する機能と、第６に
、オフライン状態からオンライン状態に復帰したときに記録媒体に記録されているオフラ
イン端数額を消去する機能とを有する。以下、制御部２１の各機能について説明する。
【０１１２】
　まず第１に、管理装置５０とオンライン状態で所定額以上の貨幣を受け付けたときに入
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金処理を行うために、制御部２１は、貸与可能処理手段，及び通番更新手段として機能す
る。即ち玉貸ユニット２０は、管理装置５０とオンライン状態で所定額以上の貨幣を受け
付けると（図７のＳ１０１）、前述の如く、記録媒体ＩＤと受付貨幣額とを含む入金要求
を管理装置５０に対して送信し（同Ｓ１０３）、該入金要求に応じて管理装置５０から予
定残額通知を受信する（同Ｓ１０６）。
【０１１３】
　ここで貸与可能処理手段として機能する制御部２１は、予定残額通知の受信に応じて、
該予定残額通知から特定される合算額の範囲内でパチンコ玉の貸与を可能とするための貸
与可能処理を特定処理として行うものであり、ここでは該貸与可能処理として、受付貨幣
を取り込む処理を行う（図７のＳ１０８）。また通番更新手段として機能する制御部２１
は、該特定処理である貸与可能処理に伴って、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５
）の通番を更新する第１の通番更新処理を行う（同Ｓ１０９）。ここで第１の通番更新処
理とは、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５，投入コイン保持部１２
０で保持しているビジタコイン５，又はカード保持部１９１で保持している会員カード４
に記録されている通番に１を加算して更新する旨を、制御部１０１を介して記録媒体Ｒ／
Ｗ１０２に対して指示する処理である。なお連携処理要求送信手段として機能する外部通
信部２１ｂは、前述の如く、該特定処理である貸与可能処理に伴って、該貸与可能処理を
行った旨を示す貸与可能情報（ここでは記録媒体ＩＤを含む貨幣取込通知）を前記連携処
理要求として管理装置５０に対して送信する（同Ｓ１１０）。
【０１１４】
　また第２に、管理装置５０とオンライン状態で玉貸操作を受け付けたときに使用額＋消
費税額分の玉貸処理を行うために、制御部２１は、貸与処理手段，通番更新手段，及び記
録媒体排出処理手段として機能する。
【０１１５】
　ここで貸与処理手段として機能する制御部２１は、遊技者の操作（玉貸ボタン１５の操
作）により、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録媒体ＩＤに対応付けて管
理装置５０にて管理されている管理残額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残
額）の範囲内でパチンコ玉を貸与するための第１の貸与処理（使用額＋消費税額分の玉貸
処理）を行うものである（図８のＳ１２２）。また通番更新手段として機能する制御部２
１は、該特定処理である第１の貸与処理に伴って、記録媒体（会員カード４，ビジタコイ
ン５）の通番を更新する第１の通番更新処理を行う（同Ｓ１２３）。なお連携処理要求送
信手段として機能する外部通信部２１ｂは、前述の如く、該特定処理である第１の貸与処
理に伴って、前記第１の減算要求を前記連携処理要求として管理装置５０に対して送信す
る（同Ｓ１２４）。
【０１１６】
　この貸与処理手段として機能する制御部２１は、前記管理残額（即ち制御部２１のＲＡ
Ｍで記憶している記憶残額）と予め定められた基準貸与額（例えば税込単位額の５度数分
である５２５円）とを比較して、該管理残額が基準貸与額以上であるときには、該基準貸
与額分のパチンコ玉を貸与するための第１の貸与処理を行い、該管理残額が基準貸与額未
満であるときには、該管理残額のうちの、前記税込単位額（ここでは１０５円）の整数倍
に相当する貸与対象額分のパチンコ玉を貸与するための第１の貸与処理を行う。ここでの
基準貸与額は、本例においては以下で示す玉貸設定金額であり、例えば各玉貸ユニット２
０毎に、管理装置５０から配信されて制御部２１に記憶されることで設定され、該設定額
が後述する図６（ａ）に示す管理装置５０の設定値ＤＢで管理されている。
【０１１７】
　具体的には、記憶残額≧玉貸設定金額であれば、該玉貸設定金額を使用額＋消費税額と
して、該玉貸設定金額分のパチンコ玉の払出を払出制御基板１２に対して指示する処理を
行い、記憶残額（例えば３００円）＜玉貸設定金額であれば、税込単位額の整数倍であっ
て記憶残額を超えない最大額である貸与対象額（ここでは２１０円）を使用額＋消費税額
として、該貸与対象額分のパチンコ玉の払出を払出制御基板１２に対して指示する処理を
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行う。なお記憶残額＜税込単位額である１０５円（即ち端数額）であれば、払出制御基板
１２に対してパチンコ玉の払出を指示する処理は行わない。該指示を受けたパチンコ機１
０側では、単位使用額である１００円（換言すれば税込単位額である１０５円）毎に２５
個のパチンコ玉が払い出される。
【０１１８】
　そして該使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われると、記憶残額≧玉貸設定金額であれ
ば、該玉貸設定金額（ここでは５２５円）を使用額＋消費税額として含み、記憶残額（例
えば３００円）＜玉貸設定金額であれば、税込単位額の整数倍であって記憶残額を超えな
い最大額である貸与対象額（ここでは２１０円）を使用額＋消費税額として含む前記第１
の減算要求が、管理装置５０に対して送信される（図８のＳ１２４）。この第１の減算要
求を受信した管理装置５０から減算完了通知が送信されてくることにより（同Ｓ１２８）
、制御部２１のＲＡＭに記憶されている記憶残額から使用額＋消費税額が減算更新され（
同Ｓ１２９）、該減算更新に応じて残度数表示器１４における残度数の表示及び残額表示
器２５における残額の表示が更新されて（図７のＳ１１１）、再び玉貸操作を受付可能と
なる（同Ｓ１１２）。
【０１１９】
　また記録媒体排出処理手段として機能する制御部２１は、該第１の貸与処理の対象とな
った記録媒体のうちのビジタコイン５の管理残額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶してい
る記憶残額）が零でないことを条件として、該管理残額が零でない旨を示す管理残額有り
情報であるオンライン残額有りフラグを記録したビジタコイン５を排出する処理を行うも
のであり（図１２のＳ１９０，Ｓ１９１、Ｓ１９５，Ｓ１９６）、ここでは遊技者から排
出操作（返却ボタン１６の操作）を受け付けたことに基づいて、ビジタコイン５にオンラ
イン残額有りフラグを記録して排出する。具体的には、管理装置５０とオンライン状態に
おいて、会員カード４又はビジタコイン５を受け付けていない状態で、貨幣を受け付けて
、玉貸操作の受付に基づいて使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われた後に、遊技者から
排出操作を受け付けた場合（貨幣受付後に一度も玉貸操作を受け付けることなく排出操作
を受け付けた場合も同様）には、制御部２１のＲＡＭで記憶している残額が零でないこと
を条件として、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５を排出する（図１
２のＳ１９１）前に、該ビジタコイン５にオンライン残額有りフラグを記録し（同Ｓ１９
０）、ビジタコイン５を受け付けている状態で、遊技者から排出操作を受け付けると、制
御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額が零でないことを条件として、投入コイン保持
部１２０で保持している該ビジタコイン５を排出する（図１２のＳ１９５）前に、該ビジ
タコイン５にオンライン残額有りフラグを記録する（同Ｓ１９５）。
【０１２０】
　また記録媒体排出処理手段として機能する制御部２１は、ビジタコイン５の受付後に前
記通信可否検知手段によりオフライン状態を検知したときに、前記管理残額有無管理手段
（制御部２１のＲＡＭ）でビジタコイン５の管理残額が零でない旨を管理していることを
条件として、オンライン残額有りフラグを記録したビジタコイン５を排出する処理を行う
ものである（図１７のＳ５４５，Ｓ５５２）。ここでは遊技者から排出操作（返却ボタン
１６の操作）を受け付けたことに基づいて、ビジタコイン５にオンライン残額有りフラグ
を記録して排出する。
【０１２１】
　なお会員カード４は、管理残額の有無に拘わらず常に排出（返却）すべきものであるた
め、該会員カード４にはオンライン残額有りフラグは記録されない。
【０１２２】
　また第３に、管理装置５０とオフライン状態で貨幣を受け付けたときにオフライン一発
貸しを行うために、制御部２１は、入金残額使用可能処理手段，端数額使用可能処理手段
，特定手段，合算額判定手段，貸与処理手段，及び記録媒体排出処理手段として機能する
。
【０１２３】
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　ここで入金残額使用可能処理手段及び端数額使用可能処理手段として機能する制御部２
１は、前記通信可否検知手段によりオフライン状態を検知しているときに記録媒体（会員
カード４，ビジタコイン５）を受け付けたことに基づいて、該受け付けた記録媒体に記録
されている後述する入金残額（ここではオフライン端数額）を遊技媒体の貸与に使用可能
とするための入金残額使用可能処理（ここでは端数額使用可能処理）を行うものであり、
ここでは次に述べる特定手段による処理が、当該端数額使用可能処理に相当する。なお前
記通信可否検知手段によりオンライン状態を検知しているときにオフライン端数額が記録
された記録媒体を受け付けたことに基づいて、該オフライン端数額を含む挿入通知を管理
装置５０に対して送信する処理も、入金残額使用可能処理（端数額使用可能処理）に相当
する。該挿入通知が管理装置５０に対して送信されることにより、該挿入通知に含まれる
オフライン端数額が管理残額に対して加算されて、遊技媒体の貸与に使用可能となるから
である。
【０１２４】
　特定手段として機能する制御部２１は、前記通信可否検知手段によりオフライン状態を
検知しているときに貨幣を受け付けたことに基づいて、ＲＡＭの記憶残額が受付貨幣額に
対応する対応消費税額（例えば、受付貨幣額が１０００円であれば５０円）未満であるこ
とを条件として、当該受付貨幣額から、前記税込単位額の整数倍に相当する貸与対象額と
、該貸与対象額未満の端数額とを特定する（図１５のＳ５２０）。具体的には、１０００
円を受け付け、記憶残額が５０円未満である場合には、受付貨幣額である１０００円から
、税込単位額である１０５円の９倍に相当する９４５円を貸与対象額として特定すると共
に、５５円を端数額として特定する。一方、ＲＡＭの記憶残額が対応消費税額以上である
ことを条件として、記憶残額と受付貨幣額とから、貸与対象額を特定する。例えば、１０
００円を受け付け、記憶残額が１００円であった場合には、ＲＡＭの記憶残額を５０円使
用して貸与対象額として１０５０円を特定し、ＲＡＭの記憶残額を５０円とする。
【０１２５】
　また特定手段として機能する制御部２１は、第２の貸与処理（オフライン一発貸し）を
行った後に（端数額の特定を行った後に）貨幣を受け付けたことに基づいて、端数額が前
記対応消費税額以上であることを条件として、前回の貨幣受付に基づいて特定した端数額
（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶端数額）と今回の受付貨幣額との合算額か
ら、前記貸与対象額を特定すると共に、前記端数額を新たに特定する処理を行う（図１５
のＳ５１３）。さらに特定手段として機能する制御部２１は、前記通信可否検知手段によ
りオフライン状態を検知しているときに記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）を受
け付けたことに基づいて、端数額が前記対応消費税額以上であることを条件として、該受
け付けた記録媒体に記録されているオフライン端数額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶し
ている記憶端数額）と今回の受付貨幣額との合算額から、前記貸与対象額を特定すると共
に、前記端数額を新たに特定する処理を前記端数額使用可能処理として行う（図１５のＳ
５１３）。
【０１２６】
　具体的には、記憶端数額が５５円である状態でさらに１０００円を受け付けた場合には
、記憶端数額と受付貨幣額との合算額である１０５５円から、税込単位額である１０５円
の１０倍に相当する１０５０円を貸与対象額として特定すると共に、５円を端数額として
新たに特定する。即ち制御部２１のＲＡＭで記憶される記憶端数額には、貨幣受付に基づ
いて特定された端数額，及び記録媒体に記録されていたオフライン端数額が含まれる。
【０１２７】
　さらに、特定手段として機能する制御部２１は、記憶残額および端数額の両方が存在す
る状態で貨幣を受付けたときに、記憶残額と記憶端数額との合算額が前記対応消費税額以
上であることを条件として、記憶残額と記憶端数額と今回の受付貨幣額とから貸与対象額
を特定する。例えば、１０００円を受け付け、記憶残額が３０円であり、記憶端数額が３
０円であった場合には、記憶残額を２０円使用し、記憶端数額を３０円使用して貸与対象
額として１０５０円を特定し、ＲＡＭの記憶残額を１０円とするとともに、記憶端数額を
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０円とする。なお、本実施の形態においては、記憶残額よりも記憶端数額を優先して使用
するため、上記のようになるが、記憶残額を優先して使用し、記憶残額を３０円使用し、
記憶端数額を２０円使用して貸与対象額として１０５０円を特定し、ＲＡＭの記憶残額を
０円とするとともに、記憶端数額を１０円としてもよい。
【０１２８】
　また合算額判定手段として機能する制御部２１は、前記通信可否検知手段によりオフラ
イン状態を検知しているときに貨幣を受け付けたことに基づいて、前回の貨幣受付に基づ
いて特定した端数額又は前記受け付けた記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記
録されているオフライン端数額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶端数額）が
対応消費税額以上であるか否かを判定する（図１５のＳ５１２）ことによって、記憶端数
額と今回の受付貨幣額との合算額が前記税込単位額以上であるか否かを判定し、記憶端数
額と記憶残額との合算額が対応消費税額以上であるか否かを判定する（図１５のＳ５１５
）ことによって、記憶端数額と記憶残額と今回の受付貨幣額との合算額が前記税込単位額
以上であるか否かを判定するものである。
【０１２９】
　ここで該合算額判定手段により税込単位額以上であると判定されたことを条件として、
前記受け付けた貨幣が回収され、前記特定手段による特定が行われる一方、該合算額判定
手段により税込単位額未満であると判定されたことを条件として、具体的には、受付貨幣
額が税込単位額未満であることをさらなる条件として（図１５のＳ５１９でＮＯ）、前記
受け付けた貨幣が返却され、前記特定手段による特定が行われない。例えば端数額、記憶
残額、あるいは端数額と記憶残額との合算額が４円の状態で１００円を受け付けた場合に
は、該受け付けた１００円が返却され、端数額、記憶残額、あるいは端数額と記憶残額と
の合算額が５円の状態で１００円を受け付けた場合には、該受け付けた１００円が回収さ
れて、貸与対象額１０５円（端数額０円）が特定される。
【０１３０】
　また貸与処理手段として機能する制御部２１は、前記通信可否検知手段によりオフライ
ン状態を検知しているときに貨幣を受け付けたことに基づいて、当該受付貨幣額の範囲内
でパチンコ玉を貸与するための第２の貸与処理を行うものであり、ここでは前記特定手段
により貸与対象額が特定されたことに基づいて、遊技者の操作によることなく、該特定さ
れた貸与対象額分の遊技媒体を貸与するための第２の貸与処理（オフライン一発貸し）を
行う（図１５のＳ５２２）。なお特定手段により特定された端数額は、制御部２１のＲＡ
Ｍで記憶される（同Ｓ５１４，Ｓ５１７，Ｓ５２１）。
【０１３１】
　また記録媒体排出処理手段として機能する制御部２１は、前記受付貨幣額から第２の貸
与処理に使用された使用額を減算した入金残額が零でないことを条件として、該入金残額
を記録した記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）を排出する処理を行うものであり
、ここでは前記特定手段により特定された端数額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶してい
る記憶端数額）をオフライン端数額として記録した記録媒体を排出する処理を行う。ここ
で記録媒体排出処理手段として機能する制御部２１は、遊技者から排出操作（返却ボタン
１６の操作）を受け付けたことに基づいて、前記端数額記憶手段（制御部２１のＲＡＭ）
で記憶している端数額をオフライン端数額として記録媒体に記録して排出する処理を行う
（図１７のＳ５５０，Ｓ５５２）。
【０１３２】
　また第４に、前記オフライン一発貸しにおいて記録媒体に記録されているオフライン端
数額が零になったときに管理残額が有る該記録媒体を返却するために、制御部２１は、管
理残額有り情報記録判定手段，及び記録媒体排出処理手段として機能する。
【０１３３】
　ここで管理残額有り情報記録判定手段として機能する制御部２１は、ビジタコイン５に
管理残額有り情報であるオンライン残額有りフラグが記録されているか否かを判定するも
のである（図１７のＳ５４７）。また記録媒体排出処理手段として機能する制御部２１は
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、該管理残額有り情報記録判定手段によりオンライン残額有りフラグが記録されている（
即ちフラグが１）と判定されたことを条件として、オフライン端数額が零のビジタコイン
５を排出する処理を行うものである（図１７のＳ５５２）。
【０１３４】
　また第５に、オフライン端数額が記録されている記録媒体を受け付けたときに、該オフ
ライン端数額を消去するために、制御部２１は、端数額消去処理手段，及び通番更新手段
として機能する。即ち玉貸ユニット２０は、前記通信可否検知手段によりオンライン状態
を検知しているときに記録媒体を受け付けると（図９のＳ２０１）、前述の如く、記録媒
体ＩＤとオフライン消費情報とオフライン端数額と通番と装置ＩＤを含む挿入通知を管理
装置５０に対して送信し（同Ｓ２０２）、該挿入通知に応じて管理装置５０から端数額消
去要求及び合算額特定情報である予定残額通知を受信する（図１０のＳ２４１）。
【０１３５】
　ここで端数額消去処理手段として機能する制御部２１は、該端数額消去要求である予定
残額通知の受信に基づいて、前記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）のオフライ
ン端数額を消去する端数額消去処理を特定処理として行うものである（図１０のＳ２４４
）。また通番更新手段として機能する制御部２１は、該特定処理である端数額消去処理に
伴って、記録媒体の通番を更新する第１の通番更新処理を行う（同Ｓ２４５）。また端数
額消去要求及び合算額特定情報である予定残額通知の受信に基づいて、オフライン端数額
を加算更新後の管理残額（即ち予定残額通知に含まれる合算額）の範囲内で前記第１の貸
与処理が可能とされる。なお連携処理要求送信手段として機能する外部通信部２１ｂは、
前述の如く、該特定処理である端数額消去処理に伴って、前記端数額消去通知を前記連携
処理要求として管理装置５０に対して送信する（同Ｓ２４６）。
【０１３６】
　さらに第６に、オフライン状態からオンライン状態に復帰したときに、記録媒体に記録
されているオフライン端数額を消去するために、制御部２１は、端数額消去処理手段，及
び通番更新手段として機能する。即ち玉貸ユニット２０は、オンライン状態への復帰を検
知（図２２のＳ６０１）した管理装置５０から開始要求が送信されてきたときに（同Ｓ６
０２）、記憶端数額をオフライン端数額として記録媒体に記録すると共に（同Ｓ６０３）
、該記憶端数額を消去し（同Ｓ６０４）、前記開始要求に応じた開始応答を管理装置５０
に対して返信した後に（同Ｓ６０５）、前述の如く、記録媒体ＩＤとオフライン端数額（
入金残額）と通番とを含むオンライン復帰通知を管理装置５０に対して送信し（同Ｓ６０
６）、該オンライン復帰通知に応じて管理装置５０から合算額特定情報である予定残額通
知を受信する（図１０のＳ２４１）。
【０１３７】
　ここで端数額消去処理手段として機能する制御部２１は、該合算額特定情報である予定
残額通知の受信に基づいて、前記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）のオフライ
ン端数額（入金残額）を消去する端数額消去処理（入金残額消去処理）を特定処理として
行うものである（図１０のＳ２４４）。また通番更新手段として機能する制御部２１は、
該特定処理である端数額消去処理に伴って、記録媒体の通番を更新する第１の通番更新処
理を行う（同Ｓ２４５）。また合算額特定情報である予定残額通知の受信に基づいて、オ
フライン端数額を加算更新後の管理残額（即ち予定残額通知に含まれる合算額）の範囲内
で前記第１の貸与処理が可能とされる。なお連携処理要求送信手段として機能する外部通
信部２１ｂは、前述の如く、該特定処理である端数額消去処理に伴って、前記端数額消去
通知（入金残額消去通知）を前記連携処理要求として管理装置５０に対して送信する（同
Ｓ２４６）。
【０１３８】
　なお制御部２１は、記録媒体の通番が上限値（例えば２５５）に達しているときに、該
記録媒体の通番を初期値に更新するものであり、収納コイン保持部１４０のビジタコイン
５，若しくはカード保持部１９１で保持されている会員カード４又は投入コイン保持部１
２０で保持されているビジタコイン５に記録されている通番を更新するにあたり、当該通
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番が上限値に達しているか否かを判定して、達していると判定したときには、該通番を初
期値（例えば０）に更新する。これにより、通番の記憶領域を極力小さくして、通番が上
限値に達した後でも記録媒体を継続して使用することができ、記録媒体のコストを低減さ
せることができる。また制御部２１で実行されるプログラムにおいて定義されている通番
の記憶領域（例えば記憶領域が８ビットであれば０～２５５）内で通番を繰り返し更新す
ることで、通番が上限値に達したことによるプログラムの停止やエラー発生を防止してい
る。
【０１３９】
　さらに、本実施例の玉貸ユニット２０は、オフライン状態の発生を検知したときに、既
に記録媒体（会員カード４またはビジタコイン５）を受付けており、対応する管理残額を
管理装置から取得して制御部２１のＲＡＭに記憶済みであり、かつ当該記憶残額が０でな
いことを条件として、当該記憶残額を使用して貸与処理を行う。そして、玉貸ユニット２
０の制御部２１は、消費情報特定手段、消費情報記録手段、記録媒体排出手段の一例であ
って、オフライン状態において、記憶残額を使用して貸与処理を行った後に、記録媒体を
返却するときには、前記記憶残額から貸与処理に使用された額であるオフライン消費額を
特定可能なオフライン消費情報を特定して、該特定したオフライン消費情報を記録媒体に
記録して、当該記録媒体を返却（排出）する。
【０１４０】
　具体的には、玉貸ユニット２０は、記憶残額を使用して貸与処理を行う毎に該記憶残額
から貸与処理に使用された額をオフライン消費額として加算することにより集計する。ま
た、玉貸ユニット２０は、管理装置５０から配信される当該玉貸ユニット２０に固有の基
準値（オフライン消費額に関する基準値）を記憶しており、当該基準値から前記集計した
オフライン消費額を減算更新した値をオフライン消費情報として特定し、記録媒体に記録
する。
【０１４１】
　そして、かかるオフライン消費情報が記録された記録媒体がオンライン状態の玉貸ユニ
ット２０において受付けられると、オフライン消費情報送信手段の一例である外部通信部
２１ｂを介して、該記録媒体の記録媒体ＩＤとオフライン消費情報とを含む挿入通知が管
理装置５０に送信され、管理残額の補正が行なわれる。
【０１４２】
　そして、後述する精算装置６０において、オフライン精算情報が記録された記録媒体が
オンライン状態の玉貸ユニット２０において受付けられると、オフライン精算情報送信手
段の一例である外部通信部２１ｂを介して、該記録媒体の記録媒体ＩＤとオフライン精算
情報とを含む挿入通知が管理装置５０に送信され、管理残額の補正が行われる。
【０１４３】
　また、本実施例の玉貸ユニット２０の制御部２１および記録媒体Ｒ／Ｗ１０２は、管理
残額特定情報記録手段、取引装置記録媒体排出手段の一例であって、（オンライン状態、
オフライン状態を問わず）記録媒体を返却（排出）するときに、当該記録媒体の管理残額
（すなわち、制御部２１のＲＡＭに記憶された記憶残額）を特定可能な管理残額特定情報
を記録媒体に記録して返却（排出）する。具体的には、演算方式を特定可能な演算方式フ
ラグと当該演算方式の演算により管理残額を算出するための元データ（基準データ、乗算
データ、除算データ、加算データ）を記録する。ここで、この管理残額特定情報の特定手
法について、具体例に基づいて説明する。
【０１４４】
　具体的には、記憶残額をａ、基準データをｘ、加算データをｙ、乗算データをｚ、除算
データをｗとして、所定の数式ａ＝ｙ＋ｘ×ｚ÷ｗにより記憶残額を算出するのであるが
、その際に本実施例の玉貸ユニット２０は、加算を優先した場合の加算優先演算方式と、
乗除算を優先した場合の乗除算優先方式とを選択する。つまり、加算優先演算方式の数式
は、ａ＝（ｙ＋ｘ）×ｚ÷ｗであり、乗除算優先演算方式の数式は、ａ＝ｙ＋（ｘ×ｚ÷
ｗ）である。
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【０１４５】
　ここで、乗算データ、除算データおよび加算データについては、管理装置５０から玉貸
ユニット２０に対して配信され、記憶されている。この場合、各玉貸ユニット２０ごとに
異なる乗算データ、除算データおよび加算データを配信してもよいし、同一の各データを
配信するようにしてもよい。そして、玉貸ユニット２０は、この予め記憶している乗算デ
ータ、除算データおよび加算データと、制御部２１のＲＡＭに記憶している記憶残額（管
理残額）とに基づいて、基準データを算出し、該算出した基準データ、乗算データ、除算
データおよび加算データを元データとして記録媒体に記録する。
【０１４６】
　ここで、乗算データｚ＝１００、除算データｗ＝２、加算データｙ＝９０が玉貸ユニッ
ト２０に予め設定されているとする。そして、演算方式が加算優先演算方式であり、ａ＝
５０００円であれば、５０００＝（９０＋ｘ）×１００÷２より、基準データｘ＝１０と
算出される。
【０１４７】
　また、乗算データｚ＝９０、除算データｗ＝１、加算データｙ＝５００が玉貸ユニット
２０に予め設定されているとする。そして、演算方式が乗除算優先演算方式であり、ａ＝
５０００円であれば、５０００＝５００＋（ｘ×９０÷１）より、基準データｘ＝５０と
算出される。
【０１４８】
　そして、図６（ｃ）の（例１）および（例２）に示すように、記録媒体に、基準データ
，乗算データ，除算データ，加算データからなる元データおよび演算方式フラグが記録さ
れる。演算方式フラグは、例えば、加算優先演算方式であれば「０」、乗除算優先方式で
あれば「１」として記録される。このように、残額を直接、記録媒体に記録するのではな
くて、残額を算出するための演算方式や元データを記録するので、記録媒体から残額を読
取ったり改ざんしたりする不正行為を防止することができる。
【０１４９】
　管理装置５０は、会員カード４又はビジタコイン５を個々に識別可能な記録媒体ＩＤに
対応付けて通番及びパチンコ玉の貸与に使用される残額を管理するものである。この管理
装置５０は、遊技場内の所定箇所（例えば管理事務所等）に設けられるものであり、図１
に示すように接続される通信部５１，制御部５２，ディスプレイ５３，入力装置５４，ハ
ードディスク５５，及び場外通信部５６等を備えている。
【０１５０】
　記憶手段であるハードディスク５５には、図６（ａ）に示す残額管理ＤＢ，設定値ＤＢ
を記憶する領域が設けられている。この残額管理ＤＢでは、記録媒体（会員カード４，ビ
ジタコイン５）の記録媒体ＩＤに対応付けて残額が記憶されており、制御部５２の制御に
より該残額が更新されて管理される。また残額管理ＤＢでは、記録媒体ＩＤに対応付けて
、後述する第２の通番更新処理により更新される通番が管理される。
【０１５１】
　また残額管理ＤＢは遊技用装置特定情報記憶手段の一例であって、各記録媒体ＩＤに対
応付けて、該記録媒体ＩＤの記録媒体を少なくとも前回受け付けていた玉貸ユニット２０
であって、管理装置５０と通信できるオンライン状態で該記録媒体を受け付けた後に管理
装置５０と通信できないオフライン状態になった当該玉貸ユニット２０を特定可能な装置
ＩＤを記憶するものである。ここでは当該記録媒体ＩＤの記録媒体を前回オンライン状態
で受け付けていた玉貸ユニット２０の装置ＩＤが記憶されている。
【０１５２】
　この装置ＩＤの記憶方法について説明する。まず管理装置５０とオンライン状態にある
玉貸ユニット２０が、所定額以上の貨幣を受け付けると、受付貨幣額を含む入金要求が管
理装置５０に対して送信される（図７のＳ１０３）。このとき送信される情報には、記録
媒体ＩＤと当該玉貸ユニット２０の装置ＩＤも含まれるので、該情報を受信した管理装置
５０では、残額管理ＤＢにおいて、受信した記録媒体ＩＤに対応付けて、受信した装置Ｉ
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Ｄを記憶する。
【０１５３】
　また管理装置５０とオンライン状態にある玉貸ユニット２０が、記録媒体を受け付ける
と、挿入通知が管理装置５０に対して送信される（図９のＳ２０２）。このとき送信され
る情報にも、記録媒体ＩＤと当該玉貸ユニット２０の装置ＩＤが含まれるので、該情報を
受信した管理装置５０では、残額管理ＤＢにおいて、予定残額通知又は残額通知の送信時
に、受信した記録媒体ＩＤに対応付けて、受信した装置ＩＤを記憶する（図１０のＳ２２
０，Ｓ２４０）。ここで予定残額通知又は残額通知の送信時に装置ＩＤを記憶をするのは
、以下の理由による。即ち後述する通番不一致時処理において、玉貸設定金額を減算する
にあたり（図１１のＳ２７２）、前回記録媒体を受け付けていた玉貸ユニット２０の装置
ＩＤを特定する処理を要するが（同Ｓ２６９）、挿入通知を受信した際に、該挿入通知に
含まれる装置ＩＤを記憶するようにすると、前回記録媒体を受け付けていた玉貸ユニット
２０の装置ＩＤに、今回受信した装置ＩＤが上書きされてしまい、前回記録媒体を受け付
けていた玉貸ユニット２０の装置ＩＤが特定不能となってしまう問題があるので、そのよ
うな事態を回避すべく、挿入通知に含まれる装置ＩＤを記憶するタイミングを、予定残額
通知又は残額通知の送信時（換言すれば図１１に示す通番不一致時処理の終了後）として
いるのである。
【０１５４】
　ここで管理装置５０は、返却操作に伴う返却通知（図１２のＳ１８４）を受信したとき
にも、該返却通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている装置ＩＤを消去せ
ずに記憶したままにしておく。そのため、残額管理ＤＢには、当該記録媒体ＩＤの記録媒
体を前回オンライン状態で受け付けていた玉貸ユニット２０の装置ＩＤが記憶される。即
ち、該記録媒体ＩＤの記録媒体を少なくとも前回受け付けていた玉貸ユニット２０であっ
て、オンライン状態で該記録媒体を受け付けた後にオフライン状態になった玉貸ユニット
２０の装置ＩＤも管理される。なお、残額管理ＤＢに装置ＩＤを記憶する際に、既に装置
ＩＤが記憶済みである場合には、該記憶済みの装置ＩＤを消去して、新たに装置ＩＤを記
憶する、いわゆる上書き処理を行う。
【０１５５】
　ここでオフライン状態にある玉貸ユニット２０が記録媒体を受け付けて、その後、該記
録媒体を受け付けている状態でオンライン状態に復帰した場合にも、オンライン状態で記
録媒体を受け付けたときと同様に、前記挿入通知に相当するオンライン復帰通知が管理装
置５０に対して送信され（図２２のＳ６０６）、記録媒体ＩＤと装置ＩＤが対応付けられ
て残額管理ＤＢに記憶される。
【０１５６】
　また本例では、管理装置５０とオンライン状態にある精算装置６０が、記録媒体を受け
付けたときに、精算要求が管理装置５０に対して送信される（図２４のＳ７０２）。この
とき送信される情報には、受け付けた記録媒体の記録媒体ＩＤと当該精算装置６０の装置
ＩＤが含まれるので、該情報を受信した管理装置５０では、残額管理ＤＢにおいて、前述
したのと同様の理由により、後述する精算許諾情報の送信時に、受信した記録媒体ＩＤに
対応付けて、受信した装置ＩＤを記憶する（図２５のＳ２２０，Ｓ２４０）。
【０１５７】
　また残額管理ＤＢでは、前記記録媒体ＩＤに対応付けて、当該記録媒体に関する処理状
態であるステータスが記憶されている。このステータスの記憶方法について説明する。ま
ず管理装置５０は、玉貸ユニット２０から入金要求を受信すると（図７のＳ１０３）、該
入金要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスとして入金処理中と記憶し（同Ｓ
１０４）、玉貸ユニット２０から貨幣取込通知を受信したことを条件として（同Ｓ１１０
）、該貨幣取込通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスを入金処理済に更新す
る（同Ｓ１１６）。ここで入金処理中とは、受付貨幣額が未加算の状態で記憶されている
旨を示すステータスであり、入金処理済とは、受付貨幣額について後述する加算済更新処
理が行われている旨を示すステータスである。
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【０１５８】
　また管理装置５０は、玉貸ユニット２０から減算要求を受信すると（図８のＳ１２４）
、該減算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスとして減算処理済と記憶する
（同Ｓ１２７）。
【０１５９】
　また管理装置５０は、玉貸ユニット２０から挿入通知、オンライン復帰通知又は供給通
知を受信すると（図９のＳ２０２，図２２のＳ６０６，図１２のＳ１９３）、該挿入通知
、オンライン復帰通知又は供給通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスとして
挿入処理中と記憶し（図９のＳ２０９，図１１のＳ２７４）、玉貸ユニット２０から残額
受信通知、端数額消去通知又は消費情報消去通知を受信したことを条件として（図１０の
Ｓ２２４，Ｓ２４６、図１３のＳ２４６ｂ、図２３のＳ２４６）、該残額受信通知又は端
数額消去通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入処理済に更新する（図
１０のＳ２２８、図１３のＳ２２９、図２３のＳ２２８）。
【０１６０】
　さらに管理装置５０は、精算装置６０から精算要求を受信すると（図２４のＳ７０２）
、前記挿入通知を受信した場合と同様に、該精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応する
ステータスとして挿入処理中と記憶し（図９のＳ２０９，図１１のＳ２７３）、精算装置
６０から精算許諾情報受信通知又は端数額消去通知を受信したことを条件として（図２５
のＳ２２４ａ，Ｓ２４６ａ）、該精算許諾情報受信通知又は端数額消去通知に含まれる記
録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入処理済に更新する（同Ｓ２２８）。ここでステー
タスとして挿入処理済のステータスを管理しており、使用装置ＩＤとして精算装置６０の
装置ＩＤを管理していることが、精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて該精算要
求を受信した旨を示す精算要求受信情報を管理していることに相当する。また挿入処理済
のステータスを精算処理済のステータスに更新することが、該記録媒体ＩＤに対応付けて
管理している精算要求受信情報を消去する精算要求消去処理に相当する。
【０１６１】
　さらに残額管理ＤＢでは、前記記録媒体ＩＤに対応付けて、前記入金要求に含まれる受
付貨幣額と、前記挿入通知、前記オンライン復帰通知、又は供給通知から特定されるオフ
ライン端数額、オフライン消費額およびオフライン精算額が記憶されている。即ち管理装
置５０は、前記入金要求の受信に応じて、該入金要求から特定される受付貨幣額（ここで
は該入金要求に含まれる受付貨幣額）を該入金要求から特定される記録媒体ＩＤ（ここで
は該入金要求に含まれる記録媒体ＩＤ）に対応付けて記憶する処理を行う。そして通信部
５１は、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と該受付貨幣額との合算額を
特定可能な残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信し、ここでは該合算額を含む予定残
額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（図７のＳ１０６）。
【０１６２】
　また管理装置５０は、前記挿入通知の受信に応じて、該挿入通知から特定されるオフラ
イン端数額、オフライン消費額およびオフライン精算額を該挿入通知から特定される記録
媒体ＩＤ（ここでは該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤ）に対応付けて記憶する処理を行
う。そして通信部５１は、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と該オフラ
イン端数額とを加算した額からオフライン消費額とオフライン精算額とを減算した合算額
を特定可能な残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信し、ここでは該合算額を含む予定
残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２４１）。
【０１６３】
　さらに管理装置５０は、前記オンライン復帰通知の受信に応じて、該オンライン復帰通
知から特定されるオフライン端数額、オフライン消費額およびオフライン精算額を該オン
ライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理を行う。そして通信部
５１は、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と該オフライン端数額とを加
算した額からオフライン消費額とオフライン精算額とを減算した合算額を特定可能な合算
額特定情報を玉貸ユニット２０に対して送信し、ここでは該合算額を含む予定残額通知を
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玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２４１）。
【０１６４】
　前記設定値ＤＢは、図６（ａ）に示すように、基準貸与額を管理するものであり、ここ
では各玉貸ユニット２０を個々に識別可能な装置ＩＤに対応付けて、当該玉貸ユニット２
０に対して設定されている貸与基準額である玉貸設定金額が各玉貸ユニット２０毎に管理
されている。本例における貸与基準額は消費税額を含む額であり、税込基準額の整数倍、
例えば５度数分の税込基準額である５２５円や、３度数分の税込基準額である３１５円と
される。
【０１６５】
　また、前記設定値ＤＢは、図６（ａ）に示すように、オフライン消費情報に関する基準
値を管理するものであり、ここでは各玉貸ユニット２０を個々に識別可能な装置ＩＤに対
応付けて、当該玉貸ユニット２０に対して設定されている基準値であるオフライン時基準
金額が各玉貸ユニット２０毎に管理されている。本例においてはオフライン時基準金額か
らオフライン消費額を減算することによってオフライン消費情報が算出される。なお、オ
フライン時基準金額は、遊技場の営業開始前に、センタ管理装置８０から管理装置５０に
配信されて、図６（ａ）に示す設定値ＤＢに記憶されるとともに、各玉貸ユニット２０に
も、管理装置５０から、該玉貸ユニット２０の装置ＩＤに対応するオフライン時基準金額
が送信される。
【０１６６】
　ディスプレイ５３は、各種の情報を表示するための表示デバイスであり、入力装置５４
は、各種の入力を受け付けるための入力デバイスである。制御部５２は、ＣＰＵ，ＲＡＭ
，ＲＯＭ等を備えており、ハードディスク５５に記憶されている処理プログラムがＲＡＭ
を作業領域としてＣＰＵで実行されることにより、管理装置５０に備えられる各構成要素
の動作を制御して各種の処理を行うものである。
【０１６７】
　ここで前記制御部５２は通信可否検知手段の一例であって、玉貸ユニット２０，及び精
算装置６０と通信できる通信可能状態（オンライン状態）であるか通信できない通信不可
能状態（オフライン状態）であるかを検知するものである。具体的には、通信部５１から
各玉貸ユニット２０，及び精算装置６０に対して定期的（例えば１０秒毎）に通信確認要
求を送信し、該通信確認要求に応じて玉貸ユニット２０，及び精算装置６０から通信部５
１に対して返信されてくる通信確認通知に基づいて、該通信確認通知の返信を定期的に検
知している間はオンライン状態（即ち玉貸ユニット２０，及び精算装置６０と通信できる
通信可能状態）であると判定し、該通信確認通知の返信を一定期間（例えば１分間）検知
しなくなるとオフライン状態（即ち玉貸ユニット２０，及び精算装置６０と通信できない
通信不可能状態）であると判定する。そして該オフライン状態が発生した旨をハードディ
スク５５で記憶する。
【０１６８】
　また制御部５２は減算処理手段の一例であって、前記第１の減算要求の受信に基づいて
（図８のＳ１２４）、前記使用額及び該使用額に対応する消費税額を前記管理残額から減
算する第１の減算処理を行う（同Ｓ１２５）。
【０１６９】
　また制御部５２は受付通知処理手段の一例であって、玉貸ユニット２０の受付通知送信
手段から送信されてきた記録媒体受付通知（ここでは挿入通知）に含まれる記録媒体ＩＤ
に対応付けて管理している管理残額に対して該記録媒体受付通知に含まれるオフライン端
数額を加算更新するための端数額加算更新処理を行うと共に、前記記録媒体（会員カード
４，ビジタコイン５）に記録されているオフライン端数額の消去を指示する端数額消去要
求を通信部５１により玉貸ユニット２０に対して送信するものである。ここで端数額加算
更新処理は、挿入通知に含まれるオフライン端数額を該挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤ
に対応付けて記憶する処理である（図９のＳ２１２，図１１のＳ２７７）。また端数額消
去要求は、該管理残額とオフライン端数額との合算額を特定可能な合算額特定情報であり
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、ここでは該合算額を含む予定残額通知である（図１０のＳ２４１）。
【０１７０】
　また受付通知処理手段として機能する制御部５２は、精算装置６０から送信されてきた
精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額に対して該精算要求
に含まれるオフライン端数額を加算更新するための端数額加算更新処理を行うと共に、前
記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されているオフライン端数額の消去
を指示する端数額消去要求を通信部５１により精算装置６０に対して送信するものである
。ここで端数額加算更新処理は、精算要求に含まれるオフライン端数額を該精算要求に含
まれる記録媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理である（図９のＳ２１２，図１１のＳ２７
７）。また端数額消去要求は、精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理してい
る管理残額とオフライン端数額との合算額を含む精算許諾情報である（図２５のＳ２４１
ａ）。
【０１７１】
　また制御部５２は復帰通知処理手段の一例であって、玉貸ユニット２０の復帰通知送信
手段から送信されてきたオンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理し
ている管理残額に対して該オンライン復帰通知に含まれるオフライン端数額（入金残額）
を加算更新するための端数額加算更新処理（入金残額加算更新処理）を行うと共に、前記
記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されているオフライン端数額の消去を
指示する端数額消去要求を通信部５１により玉貸ユニット２０に対して送信するものであ
る。ここで端数額加算更新処理は、オンライン復帰通知に含まれるオフライン端数額を該
オンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて記憶する処理である（図９のＳ
２１２，図１１のＳ２７７）。また端数額消去要求は、該管理残額とオフライン端数額と
の合算額を特定可能な合算額特定情報であり、ここでは該合算額を含む予定残額通知であ
る（図２３のＳ２４１）。
【０１７２】
　また制御部５２は連携処理手段の一例であって、前記連携処理要求の受信に応じて前記
連携処理を行い、該連携処理に伴って前記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の
記録媒体ＩＤに対応付けられた通番を更新する第２の通番更新処理を行うものである。こ
こで第２の通番更新処理とは、残額管理ＤＢにおいて該記録媒体ＩＤに対応付けて管理さ
れている通番に１を加算して更新する処理である。
【０１７３】
　この連携処理手段として機能する制御部５２は、玉貸ユニット２０から送信されてくる
連携処理要求である貸与可能情報（ここでは貨幣取込通知）の受信に応じて（図７のＳ１
１０）、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて記憶している受付貨幣額を当該記録媒
体の管理残額に対して加算する受付貨幣額加算処理と、該受付貨幣額が加算済であること
を特定可能な状態に更新する加算済更新処理とを連携処理として行うと共に（同Ｓ１１３
，Ｓ１１４）、前記第２の通番更新処理を行う（同Ｓ１１５）。ここでの加算済更新処理
は、該受付貨幣額を消去する処理である。
【０１７４】
　また連携処理手段として機能する制御部５２は、玉貸ユニット２０から送信されてくる
連携処理要求である第１の減算要求の受信に応じて（図８のＳ１２４）、前記基準貸与額
を管理残額から減算する前記第１の減算処理を連携処理として行うと共に（同Ｓ１２５）
、前記第２の通番更新処理を行う（同Ｓ１２６）。ここでの第１の減算処理は、消費税が
徴収されることから、基準貸与額及び該基準貸与額に対応する消費税額を管理残額から減
算する処理であり、具体的には、減算要求に含まれる使用額＋消費税額を管理残額から減
算する処理である。即ち、管理残額が当該玉貸ユニット２０の玉貸設定金額以上であれば
、減算される［使用額＋消費税額］は玉貸設定金額であり、管理残額が当該玉貸ユニット
２０の玉貸設定金額未満であれば、減算される［使用額＋消費税額］は税込単位額の整数
倍であって管理残額を超えない最大額である。そして通信部５１により、該減算処理を行
った旨を示す減算完了通知が玉貸ユニット２０に対して送信される（同Ｓ１２８）。
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【０１７５】
　また制御部５２は、玉貸ユニット２０から送信されてくる残額受信通知（図１０のＳ２
２４），又は精算装置６０から送信されてくる精算許諾情報受信通知（図２５のＳ２２４
ａ）の受信に応じて、前記第２の通番更新処理を行う（図１０又は図２５のＳ２２７）。
【０１７６】
　また連携処理手段として機能する制御部５２は、端数額消去通知（図１０のＳ２４６又
は図２５のＳ２４６ａ）の受信に応じて、当該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて記憶
している入金残額（ここではオフライン端数額）を当該記録媒体の管理残額に対して加算
する入金残額加算処理（オフライン端数額加算処理）と、該オフライン端数額が加算済で
あることを特定可能な状態に更新する加算済更新処理とを連携処理として行うと共に（図
１０又は図２５のＳ２４８）、前記第２の通番更新処理を行う（同Ｓ２２７）。ここでの
加算済更新処理は、オフライン端数額を消去する処理である。
【０１７７】
　また制御部５２は、後述する精算実行通知である精算完了通知（図２６のＳ７８３）の
受信に応じて、前記記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録媒体ＩＤに対応付
けられた通番を更新する第４の通番更新処理を行うと共に（同Ｓ７８５）、該記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けて管理している管理残額を零に更新する管理残額零更新処理（同Ｓ７８４）
と、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している精算要求受信情報を消去する精算要求消去
処理（同Ｓ７８６）とを行う。ここでの第４の通番更新処理は、残額管理ＤＢにおいて該
記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている通番に１を加算して更新する処理である。また
管理残額零更新処理は、管理残額を消去する処理である。さらに精算要求消去処理は、ス
テータスを挿入処理済から精算処理済に更新する処理である。そして通信部５１により、
これらの処理を行った旨を示す残額消去完了通知が精算装置６０に対して送信される（同
Ｓ７８７）。
【０１７８】
　また制御部５２は、前記記録媒体ＩＤに対応付けて管理している通番が上限値（例えば
２５５）に達しているときに、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している通番を初期値に
更新するものであり、ここでは受信した情報に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられた通
番を更新するにあたり、当該通番が上限値に達しているか否かを判定して、達していると
判定したときには、該通番を初期値（例えば０）に更新する。これにより、通番の記憶領
域を極力小さくして、通番が上限値に達した後でも記録媒体を継続して使用することがで
き、記録媒体のコストを低減させることができる。また制御部５２で実行されるプログラ
ムにおいて定義されている通番の記憶領域（例えば記憶領域が８ビットであれば０～２５
５）内で通番を繰り返し更新することで、通番が上限値に達したことによるプログラムの
停止やエラー発生を防止している。
【０１７９】
　また制御部５２は通番判定手段の一例であって、玉貸ユニット２０から記録媒体の記録
媒体ＩＤと通番とを受信し、該受信した通番が該受信した記録媒体ＩＤに対応付けられた
通番と一致するか否かを判定するものであり、具体的には、玉貸ユニット２０の受付通知
送信手段から送信されてきた記録媒体受付通知（ここでは挿入通知），精算装置６０から
送信されてきた精算要求，玉貸ユニット２０の復帰通知送信手段から送信されてきたオン
ライン復帰通知，又は玉貸ユニット２０から送信されてきた供給通知の受信に応じて、該
挿入通知，精算要求，オンライン復帰通知，又は供給通知に含まれる通番が、該挿入通知
，精算要求，又はオンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられた通番と一
致するか否かを判定する（図９又は図２４のＳ２０３）。そして制御部５２は、該通番判
定手段により通番が一致しないと判定されたことを条件として、予め定められた通番不一
致時処理を行い、また該通番判定手段により通番が一致すると判定されたことを条件とし
て、予め定められた通番一致時処理を行う。
【０１８０】
　具体的には、通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ前記受付貨幣額が
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未加算の状態で記憶されていること（即ち入金処理中であること）を条件として、通番不
一致時処理として、前記受付貨幣額加算処理と前記加算済更新処理を行う（図１１のＳ２
６２）。即ち通番が一致せず、かつ受付貨幣額が未加算の状態で記憶されている場合とは
、玉貸ユニット２０が予定残額通知（図７のＳ１０６）を受信してから管理装置５０が貨
幣取込通知（同Ｓ１１０）を受信する前にオフライン状態が発生した場合であり、この場
合には玉貸ユニット２０において受付貨幣の取込が行われているため、管理装置５０にお
いて受付貨幣額を管理残額に対して加算して該受付貨幣額を消去する処理を行うものであ
る。
【０１８１】
　一方、通番判定手段により通番が一致すると判定され、かつ前記受付貨幣額が未加算の
状態で記憶されていること（即ち入金処理中であること）を条件として、通番一致時処理
として、前記受付貨幣額加算処理を行うことなく、前記加算済更新処理を行う（図９のＳ
２０５）。即ち通番が一致し、かつ受付貨幣額が未加算の状態で記憶されている場合とは
、管理装置５０が入金要求（図７のＳ１０３）を受信してから玉貸ユニット２０が予定残
額通知（同Ｓ１１０）を受信する前にオフライン状態が発生した場合であり、この場合に
は玉貸ユニット２０において受付貨幣の返却が行われているため、管理装置５０において
も受付貨幣額を管理残額に対して加算せず、該受付貨幣額を消去する処理を行うものであ
る。
【０１８２】
　また通番が一致すると判定され、かつ挿入通知，又はオンライン復帰通知に含まれる入
金残額（ここではオフライン端数額）が零であるかあるいは入金残額が含まれないことを
条件として、挿入通知，又はオンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管
理している管理残額を含む残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（図１０のＳ２
２１）。一方、通番が一致すると判定され、かつ挿入通知，又はオンライン復帰通知に含
まれる入金残額（ここではオフライン端数額）が零でないことを条件として、該オフライ
ン端数額を記憶し、挿入通知，又はオンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付
けて管理している管理残額と該オフライン端数額との合算額を含む予定残額通知を玉貸ユ
ニット２０に対して送信する（同Ｓ２４１）。
【０１８３】
　また通番が一致すると判定され、かつ精算要求に含まれる入金残額（ここではオフライ
ン端数額）が零であるかあるいは入金残額が含まれないことを条件として、精算要求に含
まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額を含む精算許諾情報を精算装置６
０に対して送信する（図２５のＳ２２１ａ）。一方、通番が一致すると判定され、かつ精
算要求に含まれる入金残額（ここではオフライン端数額）が零でないことを条件として、
該オフライン端数額を記憶し、精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理してい
る管理残額と該オフライン端数額との合算額を含む精算許諾情報を精算装置６０に対して
送信する（同Ｓ２４１ａ）。
【０１８４】
　そして通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ前記入金残額（ここでは
オフライン端数額）が未加算の状態で記憶されていること（即ち挿入処理中であること）
を条件として、通番不一致時処理として、前記入金残額加算処理（ここでは端数額加算処
理）と前記加算済更新処理を行う（図１１のＳ２６５）。即ち通番が一致せず、かつオフ
ライン端数額が未加算の状態で記憶されている場合とは、玉貸ユニット２０が予定残額通
知（図１０のＳ２４１）を受信してから管理装置５０が端数額消去通知（同Ｓ２４６）を
受信する前，又は精算装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２４１ａ）を受信してから管
理装置５０が精算完了通知（同Ｓ２４６ａ）を受信する前にオフライン状態が発生した場
合であり、この場合には記録媒体に記録されているオフライン端数額の消去が行われてい
るため、管理装置５０においてオフライン端数額を管理残額に対して加算して該オフライ
ン端数額を消去する処理を行うものである。
【０１８５】
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　一方、通番判定手段により通番が一致すると判定され、かつ前記入金残額（ここではオ
フライン端数額）が未加算の状態で記憶されていること（即ち挿入処理中であること）を
条件として、通番一致時処理として、前記入金残額加算処理（ここでは端数額加算処理）
を行うことなく、前記加算済更新処理を行う（図９のＳ２０８）。即ち通番が一致し、か
つオフライン端数額が未加算の状態で記憶されている場合とは、管理装置５０が挿入通知
（図９のＳ２０２）を受信してから玉貸ユニット２０が予定残額通知（図１０のＳ２４１
）を受信する前，又は管理装置５０が精算要求（図２４のＳ７０２）を受信してから精算
装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２４１ａ）を受信する前にオフライン状態が発生し
た場合であり、この場合には記録媒体に記録されているオフライン端数額の消去が行われ
ていないため、管理装置５０においてもオフライン端数額を管理残額に対して加算せず、
該オフライン端数額を消去する処理を行うものである。
【０１８６】
　なお通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ前記記録媒体（会員カード
４，ビジタコイン５）の記録媒体ＩＤに対応付けて精算要求受信情報を管理していること
（即ちステータスが入金処理中又は挿入処理中でなく、使用装置ＩＤが精算装置６０の装
置ＩＤであること）を条件として、通番不一致時処理として、前記管理残額零更新処理と
、前記精算要求消去処理とを行う（図１１のＳ２６７）。即ち通番が一致せず、ステータ
スが入金処理中又は挿入処理中でなく、使用装置ＩＤが精算装置６０の装置ＩＤである場
合とは、管理装置５０が精算完了通知（図２６の同Ｓ７８３）を受信する前にオフライン
状態が発生した場合であり、この場合には精算装置６０において貨幣の払い出しが行われ
ているため、管理装置５０において管理残額を消去しステータスを精算処理済に更新する
処理を行うものである。
【０１８７】
　また通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ受付貨幣額について加算済
更新処理が行われていること（即ちステータスが入金処理中又は挿入処理中でなく、使用
装置ＩＤが玉貸ユニット２０の装置ＩＤであること）を条件として、通番不一致時処理と
して、前記第１の減算処理を行う。即ち通番が一致せず、ステータスが入金処理中又は挿
入処理中でなく、使用装置ＩＤが玉貸ユニット２０の装置ＩＤである場合とは、管理装置
５０が減算要求（図８のＳ１２４）を受信する前にオフライン状態が発生した場合であり
、この場合には玉貸ユニット２０において使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われている
ため、管理装置５０において第１の減算処理を行うものである。
【０１８８】
　具体的には、管理残額≧玉貸設定金額であれば、玉貸設定金額を、挿入通知又は精算要
求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額から減算する処理を行い
（図１１のＳ２７２）、管理残額＜玉貸設定金額であれば、税込単位額の整数倍であって
管理残額を超えない最大額（例えば管理残額が４７５円であれば、税込単位額の４倍であ
る４２０円）を、挿入通知又は精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されて
いる管理残額から減算する処理を行う（図１１のＳ２７３）。
【０１８９】
　ここで本例において、図１１のＳ２７２で減算されるべき玉貸設定金額は、各玉貸ユニ
ット２０毎に設定されており、必ずしも一定額とは限らない。そこで該玉貸設定金額を特
定して、残額を正確に補正すべく、本発明は以下の機能を備えている。
【０１９０】
　まず制御部５２は遊技用装置特定手段の一例であって、前記通番判定手段により通番が
一致しないと判定され、かつ前記受付貨幣額について加算済更新処理が行われている（即
ち該受付貨幣額が消去されている＝ステータスが入金処理中又は挿入処理中でなく、使用
装置ＩＤが玉貸ユニット２０の装置ＩＤである）ときに、前記記録媒体の記録媒体ＩＤに
対応付けて前記遊技用装置識別情報記憶手段（残額管理ＤＢ）で記憶している情報から当
該記録媒体ＩＤの記録媒体が前回受け付けられていた遊技用装置を特定するものであり、
ここでは前記挿入通知又は精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている
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装置ＩＤを、当該記録媒体を前回オンライン状態で受け付けていた遊技用装置の装置ＩＤ
として特定する（図１１のＳ２６９）。
【０１９１】
　また制御部５２は基準貸与額判定手段の一例であって、前記通番判定手段により通番が
一致しないと判定され、かつ前記受付貨幣額について加算済更新処理が行われている（即
ち該受付貨幣額が消去されている＝ステータスが入金処理中又は挿入処理中でなく、使用
装置ＩＤが玉貸ユニット２０の装置ＩＤである）ときに、前記記録媒体の記録媒体ＩＤに
対応付けて管理している管理残額が前記基準貸与額未満であるか否かを判定するものであ
り、ここでは前記挿入通知又は精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されて
いる残額が、前記遊技用装置特定手段により特定された装置ＩＤに対応付けて図６（ａ）
の設定値ＤＢで管理されている玉貸設定金額以上であるか否かを判定している（図１１の
Ｓ２７１）。そして制御部５２は、上述したように、玉貸設定金額以上であると判定され
たときには、挿入通知又は精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている
残額から、玉貸設定金額を減算する一方（同Ｓ２７２）、玉貸設定金額未満であると判定
されたときには、挿入通知又は精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されて
いる管理残額から税込単位額の整数倍（但し管理残額を超えない最大額）である貸与対象
額を減算する（同Ｓ２７３）。
【０１９２】
　つまり使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われて、玉貸ユニット２０から送信された減
算要求を管理装置５０が受信する前にオフライン状態となった玉貸ユニット２０から排出
された記録媒体であるため、前記使用額が管理残額から減算されていない状態となってい
る。従って、使用額＋消費税額（前記玉貸設定金額，又は税込単位額の倍数であって管理
残額を超えない最大額）を特定して、該特定した使用額＋消費税額を減算する補正を行っ
ている。
【０１９３】
　通信部５１は、前述の如く玉貸ユニット２０の外部通信部２１ｂと通信可能に接続され
ており、管理装置５０と玉貸ユニット２０との間における通信を司るものである。また通
信部５１は、精算装置６０の後述する通信部６１と通信可能に接続されており、管理装置
５０と精算装置６０との間における通信を司るものである。
【０１９４】
　この通信部５１は、通信可否検知手段（制御部５２）によりオフライン状態を検知して
いる状態からオンライン状態への復帰を検知したときに、当該玉貸ユニット２０に対して
、動作の開始を要求する開始要求を送信する（図２２のＳ６０２）。また通信部５１は、
該開始要求に応じて玉貸ユニット２０から送信されてくる開始応答を受信する（同Ｓ６０
５）。
【０１９５】
　また通信部５１は精算許諾情報送信手段の一例であって、後述する精算要求送信手段（
精算装置６０の通信部６１）から送信されてきた精算要求の受信に応じて、該精算要求に
含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額を含む精算許諾情報を精算装
置６０に対して送信するものであり、ここでは該管理残額又は該管理残額と前記記録媒体
に記録されているオフライン端数額との合算額を特定可能な合算額精算許諾情報を精算装
置６０に対して送信するものである。即ち、精算要求にオフライン端数額が含まれない場
合には、管理残額を含む精算許諾情報を精算装置６０に対して送信する（図２５のＳ２２
１ａ）。一方、精算要求にオフライン端数額が含まれる場合には、管理残額とオフライン
端数額との合算額である予定残額を含む精算許諾情報を精算装置６０に対して送信する（
同Ｓ２４１ａ）。また通信部５１は、該精算許諾情報に応じて精算装置６０から送信され
てくる精算許諾情報受信通知（同Ｓ２２４ａ），又は端数額消去通知（同Ｓ２４６ａ）を
受信する。
【０１９６】
　場外通信部５６は、図１に示すように、インターネットを介して、センタ管理装置８０
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の後述する通信部８１と通信可能に接続されており、管理装置５０とセンタ管理装置８０
との間における通信を司るものである。
【０１９７】
　精算装置６０は、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）を受け付けて、該受け付
けた記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて前記管理装置にて管理されている管理残額，及
び／又は該受け付けた記録媒体に記録されているオフライン端数額に相当する貨幣を払い
出す精算処理を行うものである。この精算装置６０は、遊技場内の所定箇所（例えば遊技
島の端部や景品交換カウンタの近傍等）に設けられ、図５（ａ）に示すように、キオスク
端末型の形状を呈するものであり、その前面にディスプレイ６３，紙幣払出口６４ａ，硬
貨払出口６５ａ，前記コイン投入口１１１，前記コイン排出口１１２，及び前記カード挿
入口１９０等を備え、図１に示すように、その内部に通信部６１，制御部６２，紙幣払出
機６４，硬貨払出機６５，コイン回収部６６，及び前記通路ユニット１００等を備えてお
り、これらの各構成要素は図１に示すように接続されている。なお、この精算装置６０は
、装置ＩＤによって個々に識別可能となっており、該装置ＩＤは制御部６２のＲＯＭに記
憶されている。
【０１９８】
　通信部６１は、管理装置５０の通信部５１と通信可能に接続されており、精算装置６０
と管理装置５０との間における通信を司るものである。この通信部６１から情報が送信さ
れるときには、制御部６２のＲＯＭに記憶されている装置ＩＤが該情報と共に送信される
。この通信部６１は精算要求送信手段の一例であって、記録媒体（会員カード４，ビジタ
コイン５）を受け付けたことに基づいて、該受け付けた記録媒体に記録されている記録媒
体ＩＤを少なくとも含む精算要求を管理装置５０に対して送信するものであり、ここでは
前記挿入通知と同様に記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン精算情報，オフラ
イン端数額，通番，及び当該精算装置の装置ＩＤを含む精算要求を管理装置５０に対して
送信する（図２４のＳ７０２）。
【０１９９】
　また通信部６１は精算実行通知送信手段の一例であって、前記精算処理が行われる旨を
示す精算実行通知を管理装置５０に対して送信するものであり、ここでは精算実行通知と
して、精算完了通知を送信する（図２６のＳ７８３）。なお「精算処理が行われる旨を示
す」とは、精算処理の前後を問わず、精算処理に伴う送信処理であるという意であり、本
例ではＳ７８１の貨幣の払い出し（即ち精算処理）の後に、精算完了に伴う精算完了通知
を送信している。また通信部６１は、該精算完了通知に応じて管理装置５０から送信され
てくる残額消去完了通知（同Ｓ７８７）を受信する。
【０２００】
　制御部６２は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備えており、ＲＯＭに記憶されている処理
プログラムがＲＡＭを作業領域としてＣＰＵで実行されることにより、精算装置６０に備
えられる各構成要素の動作を制御して各種の処理を行うものである。この制御部６２の機
能については後述する。
【０２０１】
　制御部６２のＲＡＭには、図６（ｂ）に示す精算ＤＢを記憶する領域が設けられている
。この精算ＤＢでは、精算装置６０がオフライン状態において精算が行われるごとに、精
算された管理残額（すなわち、カードの管理残額特定情報から特定された管理残額）およ
びオフライン端数額が、それぞれ、精算管理残額および精算オフライン端数額として、記
録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録媒体ＩＤに対応付けて記憶される。また
、制御部６２のＲＡＭには、精算装置６０でオフライン精算処理が可能な時間としてセン
タ管理装置８０から管理装置５０を経由して配信された精算可能時間が記憶される。
【０２０２】
　タッチパネル式のディスプレイ６３は、図５（ｂ）に示すように、各種の情報を表示す
るための表示デバイスであると共に、各種の入力を受け付けるための入力デバイスである
。このディスプレイ６３では、会員カード４又はビジタコイン５を受付可能なときに、Ｄ
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１に示すように、会員カード４又はビジタコイン５の挿入を促す旨が表示される。ここで
会員カード４又はビジタコイン５が挿入され、前記精算要求に応じた精算許諾情報が管理
装置５０から送信されてくると、Ｄ２に示すように、該精算許諾情報に含まれる管理残額
又は合算額が残額として表示されると共に、精算操作を受け付ける「精算」ボタン，及び
精算処理をキャンセルする「キャンセル」ボタンが表示される。このＤ２で「精算」ボタ
ンが操作されると、残額に相当する貨幣が払い出され、Ｄ３に示すように、該残額を返却
する旨，及び会員カード４の抜き取りを指示する旨又はビジタコイン５を回収する旨が表
示される。またＤ２で「キャンセル」ボタンが操作されると、Ｄ４に示すように、会員カ
ード４又はビジタコイン５が返却され、その旨が表示される。なおＤ１で受け付けた会員
カード４又はビジタコイン５に異常があるときには、Ｄ５に示すように、その旨が表示さ
れる。
【０２０３】
　紙幣払出機６４及び硬貨払出機６５は、貨幣を払い出すものであり、具体的には、紙幣
払出機６４の背後に設けられる紙幣収納部６４ｂから、所定の種類及び所定数の紙幣２を
取り出して、紙幣払出口６４ａから払い出すと共に、硬貨払出機６５の上部に設けられる
硬貨収納部６５ｂから、所定の種類及び所定数の硬貨３を取り出して、硬貨払出口６５ａ
から払い出す。この精算装置６０では、１円単位で貨幣の払い出しが可能である。コイン
回収部６６は、次に述べる通路ユニット１００の排出通路１３２から排出されたビジタコ
イン５を回収する部位であり、該排出通路１３２の下方に設けられている。
【０２０４】
　精算装置６０に備えられる通路ユニット１００は、玉貸ユニット２０に備えられる通路
ユニット１００と比較して、第１カバー部材１５０に代えて第２カバー部材１５０’が装
着され、第２誘導通路１３３が使用されずに排出通路１３２が使用される点と、制御部１
０１による各ストッパの制御のみが異なり、その他の点は同様であるため、以下において
は、該異なる点についてのみ説明し、同様の点については説明を省略する。
【０２０５】
　まず精算装置６０に備えられる通路ユニット１００では、第１カバー部材１５０に代え
て第２カバー部材１５０’が装着される。即ち通路ユニット１００の収納通路１３１には
、排出通路１３２を遮蔽する第１カバー部材１５０及び排出通路１３２を開放する第２カ
バー部材１５０’のいずれをも装着可能である。この第２カバー部材１５０’は、前記収
納溝被覆部１５１と、前記第２誘導溝１３３ａの部分を被覆する第２誘導溝被覆部１５２
と、収納溝１３１ａと排出溝１３２ａとの分岐部における収納溝１３１ａ側を遮蔽する収
納通路遮蔽板１５３’と、排出溝１３２ａを被覆する排出溝被覆部１５４’と、からなる
。なお第２カバー部材１５０’は、前記第１カバー部材１５０の如き排出通路遮蔽板１５
３を備えていないので、該第２カバー部材１５０’が装着されても排出通路１３２は遮蔽
されずに開放される。この第２カバー部材１５０’は、透明な部材で形成されると共に、
適宜の箇所に複数の長孔１５０ａが形成されており、ユニット本体１００ａに対して嵌め
込まれて装着される。なお第２誘導溝被覆部１５２には、ビジタコイン５が起立した状態
で通過可能な第１誘導溝が形成されている。この第２カバー部材１５０’が装着されたユ
ニット本体１００ａには、前記図５に示すのと同様にして下部カバー部材１７０が装着さ
れ、上部カバー部材１８０が装着される。
【０２０６】
　このように、第２カバー部材１５０’，下部カバー部材１７０，及び上部カバー部材１
８０（以下「各カバー部材」という。）がユニット本体１００ａに装着されることにより
、精算装置６０に備えられる通路ユニット１００が構成され、各カバー部材が被覆する各
溝との間にビジタコイン５が通過可能な空間が形成されて、該空間が各通路を構成する。
具体的には、収納溝１３１ａと上部カバー部材１８０及び第２カバー部材１５０’との間
で収納通路１３１が構成され、第２誘導溝１３３ａと第２カバー部材１５０’との間で第
２誘導通路１３３が構成され、これら収納通路１３１と第２誘導通路１３３とで収納排出
通路１３０が構成される。
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【０２０７】
　ただし精算装置６０に備えられる通路ユニット１００では、第２カバー部材１５０’が
装着されることにより、収納通路１３１と排出通路１３２との分岐部における収納通路１
３１側が収納通路遮蔽板１５３’で遮蔽されるので、該収納通路１３１に連設されている
第２誘導通路１３３は使用されない。一方、排出溝１３２ａと第２カバー部材１５０’と
の間で排出通路１３２が構成されて使用される。即ち収納通路１３１には、排出通路１３
２を遮蔽する第１カバー部材１５０及び排出通路１３２を開放する第２カバー部材１５０
’のいずれをも装着可能とされ、第１カバー部材１５０を装着することによりビジタコイ
ン５を収納コイン保持部１４０に供給し、第２カバー部材１５０’を装着することにより
ビジタコイン５を排出通路１３２に供給する。これによれば、第２カバー部材１５０’を
装着することにより、投入されたビジタコイン５を排出通路１３２を通じて回収可能とな
るため、例えば多量のビジタコイン５を回収する必要のある精算装置６０にも当該通路ユ
ニット１００を使用可能となるため、製造コストが削減される。
【０２０８】
　また連絡溝１６１ａと上部カバー部材１８０及び下部カバー部材１７０との間で傾斜通
路１６２が設けられた連絡通路１６１が構成され、第１誘導溝（第２誘導溝被覆部１５２
）と下部カバー部材１７０との間で第１誘導通路１６３が構成され、これら連絡通路１６
１と第１誘導通路１６３とで投入コイン排出通路１６０が構成される点は、玉貸ユニット
２０に備えられる通路ユニット１００と同様である。
【０２０９】
　制御部１０１には、当該通路ユニット１００が精算装置６０に備えられている旨が記憶
されており、該記憶に基づいた制御を行う。具体的には、投入コイン保持部１２０でビジ
タコイン５を保持している状態で返却操作を受け付けると、通常は閉鎖されている第１の
投入コインストッパ１２１を開放して当該ビジタコイン５を連絡通路１６１に落下させた
後、該第１の投入コインストッパ１２１を閉鎖する制御を行う。また投入コイン保持部１
２０で保持しているビジタコイン５についての精算処理が終了すると、通常は閉鎖されて
いる第２の投入コインストッパ１２２を開放して当該ビジタコイン５を収納通路１３１に
供給した後、該第２の投入コインストッパ１２２を閉鎖する制御を行う。ここで収納通路
１３１に供給されたビジタコイン５は、排出通路１３２を通ってコイン回収部６６に回収
される。なお収納通路遮蔽板１５３’の前方に位置する収納通路１３１は使用されないの
で、該収納通路１３１に設けられている第１の収納コインストッパ１４１の制御は行われ
ず、また第２誘導通路１３３は使用されないので、該第２誘導通路１３３に設けられてい
る第２の収納コインストッパ１４２の制御は行われない。
【０２１０】
　図１に戻り、前記制御部６２は通信可否検知手段の一例であって、管理装置５０と通信
できる通信可能状態（オンライン状態）であるか通信できない通信不可能状態（オフライ
ン状態）であるかを検知するものである。具体的には、管理装置５０の通信部５１から精
算装置６０に対して定期的（例えば１０秒ごと）に送信されてくる通信確認要求に基づい
て、該通信確認要求の受信を定期的に検知している間はオンライン状態（即ち管理装置５
０と通信できる通信可能状態）であると判定し、該通信確認要求の受信を一定期間（例え
ば１分間）検知しなくなるとオフライン状態（即ち管理装置５０と通信できない通信不可
能状態）であると判定する。
【０２１１】
　また、制御部６２は精算手段（精算処理手段）の一例であって、オンライン状態が検知
されているときには、受付けた記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０にて管
理されている管理残額に基づいて、精算を行うオンライン精算処理を行い、オフライン状
態が検知されているときには、受付けた記録媒体に記録されている管理残額特定情報から
管理残額を特定し、特定した管理残額の精算を行うオフライン精算処理を行う。オフライ
ン精算処理においては、受付けた記録媒体に記録された演算方式フラグから演算方式を特
定し、該特定した演算方式により記録媒体に記録された基準データ、乗算データ、除算デ
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ータおよび加算データを演算することにより管理残額を算出して特定する。またオンライ
ン精算処理においては、オフライン端数額が記録されていない記録媒体（会員カード４，
ビジタコイン５）を受け付けたときには、該受け付けた記録媒体の管理残額に相当する貨
幣を払い出す精算処理を行い、オフライン端数額が記録されている記録媒体（会員カード
４，ビジタコイン５）を受け付けたときには、該受け付けた記録媒体に記録されているオ
フライン端数額に相当する貨幣を払い出す精算処理を行う。ここで精算処理とは、貨幣の
払い出しを紙幣払出機６４及び／又は硬貨払出機６５に対して指示する処理である。そし
て該指示に応じた貨幣が、紙幣払出機６４及び／又は硬貨払出機６５から払い出される。
【０２１２】
　具体的には、精算処理手段として機能する制御部６２は、精算操作の受付に応じて（図
２６のＳ７８０）、管理装置５０から送信されてきた精算許諾情報（図２５のＳ２２１ａ
，Ｓ２４１ａ）に含まれる管理残額に相当する貨幣を払い出す精算処理を行うものであり
（図２６のＳ７８１）、ここでは前記精算許諾情報送信手段から送信されてきた合算額精
算許諾情報から特定される前記管理残額と前記オフライン端数額との合算額に相当する貨
幣を払い出す精算処理を行う。即ち管理装置５０から送信されてきた精算許諾情報に管理
残額のみが含まれる場合には、該管理残額に相当する貨幣の払出を指示する処理を行い、
管理残額とオフライン端数額の合算額が含まれる場合には、該合算額に相当する貨幣の払
出を指示する処理を行い、オフライン端数額のみが含まれる場合には、該オフライン端数
額に相当する貨幣の払出を指示する処理を行う。そして該指示に応じた貨幣が、紙幣払出
機６４及び／又は硬貨払出機６５から払い出される。
【０２１３】
　また制御部６２は、前記精算処理に伴って前記記録媒体に記録されている通番を更新す
る第３の通番更新処理を行うものである（図２６のＳ７８２）。ここで第３の通番更新処
理とは、受け付けている記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されている通
番に１を加算して更新する旨を、制御部１０１を介して記録媒体Ｒ／Ｗ１０２に対して指
示する処理である。
【０２１４】
　また制御部６２は端数額判定手段の一例であって、当該精算装置６０で受け付けた会員
カード４又はビジタコイン５に記録されているオフライン端数額が予め定められた所定の
金額未満であるか否かを判定するものであり、ここでは該オフライン端数額が税込単位額
未満であるか否かを判定する（図２４のＳａ７０１）。そして精算装置６０は、該端数額
判定手段によりオフライン端数額が所定の金額（ここでは税込単位額）未満であると判定
されたことを条件として、該オフライン端数額に相当する貨幣を払い出す。具体的には、
オフライン端数額が税込単位額未満であると判定されたことを条件として、精算要求が管
理装置５０に対して送信され、該精算要求に応じて管理装置５０から送信されてきた精算
許諾情報を受信し、精算操作を受け付けたことに基づいて、精算処理手段として機能する
制御部６２が、前述の如く、合算額又はオフライン端数額に相当する貨幣の払出を紙幣払
出機６４及び／又は硬貨払出機６５に対して指示する処理を行う。
【０２１５】
　さらに制御部６２のＲＡＭは、当該精算装置６０の処理状態を記憶する。具体的には、
記録媒体を受け付けたときには、処理状態が「記録媒体受付」である旨を記憶し、精算操
作を受け付けたときには、処理状態が「精算操作受付」である旨を記憶し、返却操作を受
け付けたときには、処理状態が「返却操作受付」である旨を記憶する。
【０２１６】
　制御部８２は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備えており、ハードディスク８３に記憶さ
れている処理プログラムがＲＡＭを作業領域としてＣＰＵで実行されることにより、セン
タ管理装置８０に備えられる各構成要素の動作を制御して各種の処理を行うものである。
【０２１７】
　通信部８１は、前述の如く管理装置５０の外部通信部５６と通信可能に接続されており
、センタ管理装置８０と管理装置５０との間における通信を司るものである。
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【０２１８】
　次に、図７～図２９を参照して、遊技用システム１の作用について説明する。なお各図
中においては、会員カード４を「カード」，ビジタコイン５を「コイン」，管理装置５０
で管理されている残額を「管理残額」，玉貸ユニット２０の制御部２１のＲＡＭで記憶さ
れている残額を「記憶残額」，及び制御部２１のＲＡＭで記憶されている端数額を「記憶
端数額」と表記する。また、以下では、玉貸ユニット２０の収納コイン保持部１４０のビ
ジタコイン５に記録されている通番，若しくは、カード保持部１９１で保持されている会
員カード４又は投入コイン保持部１２０で保持されているビジタコイン５に記録されてい
る通番を「記録通番」とも呼ぶ。そして、管理装置５０で記録媒体ＩＤに対応付けて管理
している通番を「管理通番」とも呼ぶ。
【０２１９】
　まず図７は、管理装置５０とオンライン状態である玉貸ユニット２０において貨幣を受
け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、貨幣受付を待機してい
る状態で、貨幣を受け付けると（Ｓ１０１）、記録媒体ＩＤと受付貨幣額とを含む入金要
求を管理装置５０に対して送信する（Ｓ１０３）。
【０２２０】
　Ｓ１０３の入金要求を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、該入金要
求に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスとして入金処理中と記憶し（Ｓ１０４）
、該入金要求に含まれる受付貨幣額を該記録媒体ＩＤに対応付けて記憶して（Ｓ１０５）
、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額と前記受付貨幣額との合算額を含む
予定残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ１０６）。
【０２２１】
　Ｓ１０６の予定残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、該予定残額通知に含まれる合
算額を残額として制御部２１のＲＡＭで記憶し（Ｓ１０７）、前記Ｓ１０１で受け付けた
受付貨幣を取り込み（Ｓ１０８）、記録媒体（即ち会員カード４又はビジタコイン５を受
け付けていない場合には収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５，会員カ
ード４を受け付けている場合にはカード保持部１９１で保持している会員カード４，ビジ
タコイン５を受け付けている場合には投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイ
ン５）の通番に１を加算して更新し（Ｓ１０９）、前記記録媒体ＩＤを含む貨幣取込通知
を管理装置５０に対して送信し（Ｓ１１０）、記憶残額を残額表示器２５に表示すると共
に、該記憶残額に基づく残度数を残度数表示器１４に表示して（Ｓ１１１）、玉貸操作，
貨幣受付，又は返却操作を待機する状態となる（Ｓ１１２）。
【０２２２】
　Ｓ１１０の貨幣取込通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、該貨
幣取込通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて記憶している受付貨幣額を当該記録媒体
の管理残額に対して加算し（Ｓ１１３）、該受付貨幣額を消去し（Ｓ１１４）、該記録媒
体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算して更新し（Ｓ１１５）、該記録媒体ＩＤに対応
するステータスを入金処理済に更新する（Ｓ１１６）。
【０２２３】
　次に図８は、管理装置５０とオンライン状態である玉貸ユニット２０において玉貸操作
を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、玉貸操作を待機し
ている状態で、玉貸ボタン１５が押下されて玉貸操作を受け付けると（Ｓ１２１）、使用
額＋消費税額分の玉貸処理を開始し（Ｓ１２２）、記録媒体（即ち会員カード４又はビジ
タコイン５を受け付けていない場合には収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコ
イン５，会員カード４を受け付けている場合にはカード保持部１９１で保持している会員
カード４，ビジタコイン５を受け付けている場合には投入コイン保持部１２０で保持して
いるビジタコイン５）の通番に１を加算して更新し（Ｓ１２３）、前記記録媒体ＩＤと使
用額＋消費税額とを含む減算要求を管理装置５０に対して送信する（Ｓ１２４）。
【０２２４】
　Ｓ１２４の減算要求を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、該減算要
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求に含まれる使用額＋消費税額を該減算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理し
ている管理残額から減算し（Ｓ１２５）、該記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加
算して更新し（Ｓ１２６）、該記録媒体ＩＤに対応するステータスとして減算処理済と記
憶し（Ｓ１２７）、減算完了通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ１２８）。
【０２２５】
　Ｓ１２８の減算完了通知を受信した玉貸ユニット２０は、使用額＋消費税額を記憶残額
から減算し（Ｓ１２９）、前記Ｓ１２２で開始された使用額＋消費税額分の玉貸処理の終
了を待機する（Ｓ１３０）。このＳ１３０で所定時間を経過しても該玉貸処理が終了しな
い場合には、多機能ランプ２４を点灯させる等により、その旨を遊技場の店員に報知する
。一方、Ｓ１３０で該玉貸処理が終了した（ＹＥＳ）と判断された場合には、記憶残額が
零であるか否かを判定する（Ｓ１３１）。このＳ１３１で記憶残額が零でない（ＮＯ）と
判定された場合には、前記Ｓ１１１に戻り、記憶残額≧税込単位額であれば、Ｓ１１２の
状態となり、記憶残額＜税込単位額であれば、貨幣受付，又は返却操作を待機する状態と
なる。
【０２２６】
　一方、Ｓ１３１で記憶残額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、記録媒体（会
員カード４又はビジタコイン５）を受付中であるか否かを判定する（Ｓ１３２）。このＳ
１３２で記録媒体を受付中でない（ＮＯ）と判定された場合には、貨幣受付，又は記録媒
体受付を待機する状態となる（Ｓ１３３）。一方、Ｓ１３２で記録媒体を受付中である（
ＹＥＳ）と判定された場合には、ビジタコイン５を受付中であるか否かを判定する（Ｓ１
３４）。このＳ１３４でビジタコイン５を受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合には
、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５に記録されているオンライン残
額有りフラグを消去し（Ｓ１３５）、第２の投入コインストッパ１２２を開放状態とする
ことにより、該投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５を収納通路１３１
に収納して（Ｓ１３６）、貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状態となる（Ｓ１３３
）。一方、Ｓ１３４でビジタコイン５を受付中でない（ＮＯ），即ち会員カード４を受付
中であると判定された場合には、貨幣受付，又は返却操作を待機する状態となる（Ｓ１３
７）。つまり、玉貸ユニット２０の制御部２１は、記録媒体回収手段の一例であって、オ
ンライン状態が検知されているときに、管理残額が０の記録媒体を回収する。具体的には
、ＲＡＭの記憶残額が０となったときに、ビジタコイン５を受付けていることに基づいて
当該ビジタコイン５を収納通路１３１に回収して収納する。
【０２２７】
　次に図９は、管理装置５０とオンライン状態である玉貸ユニット２０において記録媒体
を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、記録媒体受付を待
機している状態で、記録媒体（会員カード４又はビジタコイン５）を受け付けると（Ｓ２
０１）、該受け付けた記録媒体の記録情報を読み取り、該読み取った記録媒体ＩＤ，オフ
ライン消費情報，オフライン端数額，オフライン精算情報，通番，及び当該玉貸ユニット
２０の装置ＩＤを含む挿入通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ２０２）。
【０２２８】
　Ｓ２０２の挿入通知を受信した管理装置５０は、該挿入通知に含まれる通番が該挿入通
知に含まれる記録媒体ＩＤと対応付けられた通番と一致するか否かを判定する（Ｓ２０３
）。このＳ２０３で通番が一致しない（ＮＯ）と判定された場合には、後述するＳ２６０
以下の通番不一致時処理に進む。一方、Ｓ２０３で通番が一致する（ＹＥＳ）と判定され
た場合には、前記挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応するステータスが入金処理中で
あるか否かを判定する（Ｓ２０４）。このＳ２０４で入金処理中である（ＹＥＳ）と判定
された場合には、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されて
いる受付貨幣額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額に対して加算する
ことなく消去し（Ｓ２０５）、Ｓ２０９に進む。
【０２２９】
　即ち通番が一致しており、ステータスが入金処理中である（受付貨幣額が未加算の状態
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で記憶されている）場合とは、管理装置５０が入金要求（図７のＳ１０３）を受信してか
ら玉貸ユニット２０が予定残額通知（同Ｓ１０６）を受信する前にオフライン状態が発生
した場合であり、この場合には玉貸ユニット２０において受付貨幣の返却が行われている
にも拘わらず、受付貨幣額が未加算状態のままとなり、該未加算状態で放置されると、該
受付貨幣額が管理残額に加算されてしまった場合に遊技場が損害を被ることになるため、
管理装置５０において受付貨幣額を管理残額に対して加算することなく該受付貨幣額を消
去する処理を行うものである。
【０２３０】
　このように、通番が一致すると判定され、かつ受付貨幣額が未加算の状態で記憶されて
いることを条件として、受付貨幣額加算処理が行われることなく、加算済更新処理が行わ
れるので、管理装置５０が入金要求を受信してから玉貸ユニット２０が残額通知（予定残
額通知）を受信する前にオフライン状態となった場合にも、正確な残額を確定することが
できる。また当該記録媒体をオンライン状態にある別の玉貸ユニット２０に挿入すること
で、当該記録媒体の管理残額を使用して遊技を行うことが可能であり、遊技者に極力迷惑
をかけないようにすることができる。
【０２３１】
　前記Ｓ２０４で入金処理中でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記記録媒体ＩＤに
対応するステータスが挿入処理中であるか否かを判定する（Ｓ２０６）。このＳ２０６で
挿入処理中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記
録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対応付けて
管理されている管理残額から減算することなく消去し（Ｓ２０７）、前記記録媒体ＩＤに
対応付けて記憶されているオフライン端数額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されてい
る管理残額に対して加算することなく消去して（Ｓ２０８）、前記記録媒体ＩＤに対応付
けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理
残額に対して減算することなく消去して（Ｓ２０８ａ）、Ｓ２０９に進む。
【０２３２】
　即ち通番が一致しており、ステータスが挿入処理中であり、かつオフライン消費額若し
くはオフライン精算額が未減算の状態又はオフライン端数額が未加算の状態で記憶されて
いる場合とは、管理装置５０が挿入通知、オンライン復帰通知又は供給通知（図９のＳ２
０２，図２２のＳ６０６，図１２のＳ１９３）を受信してから玉貸ユニット２０が予定残
額通知（図１０のＳ２４１）を受信する前，又は管理装置５０が精算要求（図２４のＳ７
０２）を受信してから精算装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２４１ａ）を受信する前
にオフライン状態が発生した場合であり、この場合には管理装置５０で記憶されているオ
フライン消費額、オフライン精算額及び／又はオフライン端数額が消去されずに残存状態
のままとなり、該残存状態のオフライン消費額若しくはオフライン精算額が管理残額から
減算及び／又はオフライン端数額が管理残額に加算されると、遊技者（オフライン消費額
またはオフライン精算額が記憶されている場合）又は遊技場（オフライン端数額が記憶さ
れている場合）が損害を被ることになるため、管理装置５０においてオフライン消費額若
しくはオフライン精算額を管理残額から減算及び／又はオフライン端数額を管理残額に対
して加算せずに該オフライン消費額、オフライン精算額及び／又はオフライン端数額を消
去する処理を行うものである。
【０２３３】
　このように、通番が一致すると判定され、かつ入金残額（オフライン端数額）が未加算
の状態で記憶されていることを条件として、入金残額加算処理が行われることなく、加算
済更新処理が行われ、オフライン消費額およびオフライン精算額の減算を行わず消去が行
われるので、管理装置５０が記録媒体受付通知（挿入通知）を受信してから玉貸ユニット
２０が残額通知（予定残額通知）を受信する前，又は管理装置５０が精算要求を受信して
から精算装置６０が精算許諾情報を受信する前にオフライン状態となった場合にも、正確
な残額を確定することができる。また当該記録媒体をオンライン状態にある別の玉貸ユニ
ット２０に挿入することで、当該記録媒体の管理残額を使用して遊技を行うことが可能で
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あり、遊技者に極力迷惑をかけないようにすることができる。
【０２３４】
　前記Ｓ２０６で挿入処理中でない（ＮＯ）と判定された場合，又はＳ２０５若しくはＳ
２０８の処理が行われた場合には、管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記
録媒体ＩＤに対応するステータスとして挿入処理中と記憶し（Ｓ２０９）、前記挿入通知
に含まれるオフライン端数額が零であるか否かを判定する（Ｓ２１０）。このＳ２１０で
オフライン端数額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記挿入通知に含まれる
オフライン消費情報が無いか否かを判定する（Ｓ２１１）。このＳ２１１でオフライン消
費情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記挿入通知に含まれるオフライン精算
情報が無いか否かを判定する（Ｓ２３１）。このＳ２３１でオフライン精算情報が無い（
ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ２２０に進む。
【０２３５】
　即ち通番が一致しており、記録媒体のオフライン消費額およびオフライン精算額が無く
オフライン端数額が零である場合とは、第１にオフライン状態が発生していない場合，第
２にオフライン消費額、オフライン精算額及びオフライン端数額が記録されていない記録
媒体を受け付けた玉貸ユニット２０からの挿入通知を管理装置５０が受信してから玉貸ユ
ニット２０が残額通知（図１０のＳ２２１）を受信する前にオフライン状態が発生した場
合，又は第３にオフライン消費額、オフライン精算額及びオフライン端数額が記録されて
いない記録媒体を受け付けた精算装置６０からの精算要求を管理装置５０が受信してから
精算装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２２１ａ）を受信する前にオフライン状態が発
生した場合のいずれかであり、いずれの場合にも消去すべきオフライン消費額、オフライ
ン精算額及びオフライン端数額が記録媒体に記録されていないので、後述するＳ２２０に
進む。
【０２３６】
　一方、前記Ｓ２１０でオフライン端数額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、前
記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤと対応付けて該オフライン端数額を記憶して
（Ｓ２１２）、前記挿入通知に含まれるオフライン消費情報が無いか否かを判定する（Ｓ
２１３）。このＳ２１３でオフライン消費情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、
前記挿入通知に含まれるオフライン精算情報が無いか否かを判定する（Ｓ２３４）。この
Ｓ２３４でオフライン精算情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ２４０に進む
。
【０２３７】
　即ちオフライン端数額が零でない場合とは、オフライン状態の玉貸ユニット２０でオフ
ライン一発貸しが行われてオフライン端数額が記録された場合であり、この場合には消去
すべきオフライン端数額が記録媒体に記録されているので、後述するＳ２４０に進む。
【０２３８】
　前記Ｓ２１３でオフライン消費情報が有る（ＮＯ）と判定された場合，又は前記Ｓ２１
１でオフライン消費情報が有る（ＮＯ）と判定された場合には、挿入通知に含まれる記録
媒体ＩＤに対応して図６（ａ）の残額管理ＤＢに記憶されている使用装置ＩＤを特定し（
Ｓ２１４）、特定した装置ＩＤに対応して図６（ａ）の設定値ＤＢに記憶されているオフ
ライン時基準金額を特定し（Ｓ２１５）、特定したオフライン時基準金額から前記挿入通
知に含まれるオフライン消費情報を減算してオフライン消費額を算出し（Ｓ２１７）、前
記残額管理ＤＢにおいて、算出したオフライン消費額を前記記録媒体ＩＤに対応付けて記
憶し（Ｓ２１９）、前記挿入通知に含まれるオフライン精算情報が無いか否かを判定する
（Ｓ２３２）。このＳ２３２でオフライン精算情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合に
は、Ｓ２４０に進む。
【０２３９】
　ここで、残額管理ＤＢに記憶されている使用装置ＩＤは、前記記録媒体を前回受付けて
いた玉貸ユニット２０（または精算装置６０）の装置ＩＤである。したがって、前回受付
けていた玉貸ユニット２０がオフライン状態となり、当該記録媒体にオフライン消費情報
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を記録して排出している場合、当該玉貸ユニット２０の装置ＩＤが記憶されていることに
なる。つまり、Ｓ２１４において、（オフライン消費情報を含む）挿入通知に含まれる記
録媒体ＩＤの記録媒体を排出した玉貸ユニット２０の装置ＩＤを特定している。
【０２４０】
　前記Ｓ２３２でオフライン精算情報が有る（ＮＯ）と判定された場合には、管理残額か
らＳ２１９で記憶されたオフライン消費額を減算してオフライン精算額を算出する（Ｓ２
３３）。前記Ｓ２３４でオフライン精算情報が有る（ＮＯ）と判定された場合，又は前記
Ｓ２３１でオフライン精算情報が有る（ＮＯ）と判定された場合には、管理残額をオフラ
イン精算額とする（Ｓ２３６）。そして、前記残額管理ＤＢにおいて、算出したオフライ
ン精算額を前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶し（Ｓ２３７）、Ｓ２４０に進む。ここで
、本実施の形態においては、オフライン精算情報としてオフライン精算処理が行われたか
否かを示すフラグが送信されてくるが、本実施の形態の精算装置６０は管理残額（記録媒
体の管理残額特定情報から特定される管理残額）の一部精算は行わず、全額を精算するの
で、Ｓ２３３やＳ２３６の演算によりオフライン精算額を特定可能となる。
【０２４１】
　次に図１０は、図９に続く図である。管理装置５０は、前記Ｓ２１０でオフライン端数
額が零である（ＹＥＳ）と判定され、前記Ｓ２１１でオフライン消費情報が無し（ＹＥＳ
）と判定され、前記Ｓ２３１でオフライン精算情報が無し（ＹＥＳ）と判定された場合に
は、該記録媒体ＩＤに対応付けて前記挿入通知に含まれる装置ＩＤを記憶し（Ｓ２２０）
、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額を含む残額通知を玉貸ユニット２
０に対して送信する（Ｓ２２１）。
【０２４２】
　Ｓ２２１の残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、該残額通知に含まれる管理残額を
制御部２１のＲＡＭで記憶し（Ｓ２２２）、記録媒体（即ち会員カード４を受け付けてい
る場合にはカード保持部１９１で保持している会員カード４，ビジタコイン５を受け付け
ている場合には投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５）の通番に１を加
算して更新し（Ｓ２２３）、前記記録媒体ＩＤを含む残額受信通知を管理装置５０に対し
て送信し（Ｓ２２４）、記憶残額を残額表示器２５に表示すると共に、該記憶残額に基づ
く残度数を残度数表示器１４に表示して（Ｓ２２５）、玉貸操作，貨幣受付，又は返却操
作を待機する状態となる（Ｓ２２６）。Ｓ２２４の残額受信通知を受信した管理装置５０
は、前記残額管理ＤＢにおいて、該残額受信通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられ
た通番に１を加算して更新し（Ｓ２２７）、該記録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入
処理済に更新する（Ｓ２２８）。
【０２４３】
　また管理装置５０は、前記Ｓ２１０でオフライン端数額が零でない（ＮＯ）と判定され
た場合、即ちオフライン端数額が記録媒体に記録されているとき、または、前記Ｓ２１１
でオフライン消費情報が無い（ＹＥＳ）と判定され、前記Ｓ２３１でオフライン精算情報
が有る（ＮＯ）と判定された場合には、前記記録媒体ＩＤに対応付けて前記挿入通知に含
まれる装置ＩＤを記憶し（Ｓ２４０）、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理
残額と前記オフライン端数額とを加算した額からオフライン消費額とオフライン精算額と
を減算した合算額を含む予定残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ２４１）
。なお、オフライン精算額がある場合には、本実施の形態においては、一部精算ではなく
全額精算であるので、オフライン精算時には管理残額からオフライン消費額を減算した額
が精算される結果、管理残額からオフライン消費額およびオフライン精算額を減算した額
が０となるので、Ｓ２４１の合算額はオフライン端数額のみの額となる。
【０２４４】
　Ｓ２４１の予定残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、該予定残額通知に含まれる合
算額を残額として制御部２１のＲＡＭで記憶し（Ｓ２４２）、記録媒体（即ち会員カード
４を受け付けている場合にはカード保持部１９１で保持している会員カード４，ビジタコ
イン５を受け付けている場合には投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５
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）に記録されているオフライン消費情報を消去すると共に（Ｓ２４３）、該記録媒体に記
録されているオフライン精算情報を消去し（Ｓ２４３ａ）、該記録媒体に記録されている
オフライン端数額を消去し（Ｓ２４４）、該記録媒体の通番に１を加算して更新し（Ｓ２
４５）、前記記録媒体ＩＤを含む端数額消去通知を管理装置５０に対して送信して（Ｓ２
４６）、前記Ｓ２２５に進む。
【０２４５】
　Ｓ２４６の端数額消去通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、前
記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対応付
けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン消費額を消去して（Ｓ２４７）、
前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに対応
付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン精算額を消去して（Ｓ２４７ａ
）、Ｓ２４８に進む。
【０２４６】
　Ｓ２４７ａの処理を行った管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体
ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン端数額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理さ
れている管理残額に対して加算し、該オフライン端数額を消去して（Ｓ２４８）、前記Ｓ
２２７に進む。これにより、オンライン状態にある玉貸ユニット２０において、オフライ
ン状態にあった他の玉貸ユニット２０から排出された記録媒体が受け付けられると、該記
録媒体に記録されている記録媒体ＩＤとオフライン端数額とを含む挿入通知が管理装置５
０に対して送信され、該オフライン端数額と管理残額との合算額を特定可能な予定残額通
知が管理装置５０から送信されてきて、該合算額が玉貸処理に使用可能となるので、入金
残額を精算しなくても良く、遊技者の利便性が向上する。
【０２４７】
　また、オンライン状態にある玉貸ユニット２０において、オフライン状態にあった他の
玉貸ユニット２０で記憶残額を使用した貸与処理が行われて排出された記録媒体が受付け
られると、記録媒体ＩＤとオフライン消費情報とを含む挿入通知が管理装置５０に対して
送信され、管理装置５０において、当該記録媒体を排出した玉貸ユニット２０に対応する
オフライン時基準金額とオフライン消費情報とに基づいて、オフライン消費額が特定され
、管理残額からオフライン消費額を減算した残額が玉貸ユニット２０に通知されることで
、オフライン消費額分が減算補正された管理残額で貸与処理を可能とするとともに、管理
装置５０で管理されている管理残額も当該減算補正された値に更新される。
【０２４８】
　また、オンライン状態にある玉貸ユニット２０において、オフライン精算処理に供され
た記録媒体が受付けられると、記録媒体ＩＤとオフライン精算情報とを含む挿入通知が管
理装置５０に対して送信され、管理装置５０において、オフライン精算情報からオフライ
ン精算額が特定され、管理残額からオフライン精算額を減算した残額が玉貸ユニット２０
に通知されるとともに、管理装置５０で管理されている管理残額もオフライン精算額分減
算補正された値に更新される。
【０２４９】
　次に図１１は、図９に続く図であり、通番不一致時処理の一例を表す図である。管理装
置５０は、前記Ｓ２０３で通番が一致しない（ＮＯ）と判定された場合には、前記残額管
理ＤＢにおいて、前記挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算
して更新する（Ｓ２６０）。即ち、記録通番＝管理通番とする。そして該挿入通知に含ま
れる記録媒体ＩＤに対応するステータスが入金処理中であるか否かを判定する（Ｓ２６１
）。このＳ２６１で入金処理中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記残額管理Ｄ
Ｂにおいて、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されている受付貨幣額を該記録媒体ＩＤ
に対応付けて管理されている管理残額に対して加算し、該受付貨幣額を消去して（Ｓ２６
２）、Ｓ２７４に進む。
【０２５０】
　即ち通番が一致せず、ステータスが入金処理中である（受付貨幣額が未加算の状態で記
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憶されている）場合とは、玉貸ユニット２０が予定残額通知（図７のＳ１０６）を受信し
てから管理装置５０が貨幣取込通知（同Ｓ１１０）を受信する前にオフライン状態が発生
した場合であり、この場合には玉貸ユニット２０において受付貨幣の取込が行われている
にも拘わらず、受付貨幣額が未加算状態のままとなり、該未加算状態で放置されると遊技
者が損害を被ることになるため、管理装置５０において受付貨幣額を管理残額に対して加
算して該受付貨幣額を消去する処理を行うものである。
【０２５１】
　このように、通番が一致しないと判定され、かつ受付貨幣額が未加算の状態で記憶され
ていることを条件として、受付貨幣額加算処理と加算済更新処理とが行われるので、玉貸
ユニット２０が残額通知（予定残額通知）を受信してから管理装置５０が通番更新通知（
貨幣取込通知）を受信する前にオフライン状態となった場合にも、正確な残額を確定する
ことができる。また当該記録媒体をオンライン状態にある別の玉貸ユニット２０に挿入す
ることで、当該記録媒体の管理残額を使用して遊技を行うことが可能であり、遊技者に極
力迷惑をかけないようにすることができる。
【０２５２】
　ここで本発明のように、記録媒体に通番を記録している場合に生じる効果について、例
を挙げて説明する。本例のように、入金要求を受信した管理装置５０で、受付貨幣額を一
旦記憶して、予定残額通知を玉貸ユニット２０に対して返信し、該予定残額通知を受信し
た玉貸ユニット２０で、受付貨幣の取込を行った後に、貨幣取込通知を管理装置５０に対
して送信し、該貨幣取込通知を受信した管理装置５０で、受付貨幣額を管理残額に加算す
るように構成すると共に、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信する前にオフライン状
態が発生した場合には受付貨幣を返却するように構成した場合、予定残額通知の送信後に
オフライン状態が発生すると、従来技術（特開２０００－１４８６８３号公報）を使用し
ても、当該オフライン状態が発生した玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するまで
は、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信したか否か，即ち受付貨幣の取込が行われた
か否かを、管理装置５０側では特定不可能である。
【０２５３】
　そのため、当該オフライン状態の玉貸ユニット２０から排出された記録媒体が他のオン
ライン状態の玉貸ユニット２０で受け付けられ、挿入通知が送信されてきたときに、受付
貨幣の取込が行われたか否かを、管理装置５０側において特定できない。このときに、一
律に受付貨幣額を管理残額に加算すると、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信してお
らず、受付貨幣が返却されていた場合には、遊技場が損害を被る。一方、一律に入金予定
額を消去すると、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信しており、受付貨幣の取込が行
われていた場合に、遊技者が損害を被る。また前記オフライン状態の玉貸ユニット２０が
オンライン状態に復帰するまで一律に記録媒体の残額の使用を許可しない（例えば記録媒
体の返却禁止，又は返却は可能であるがオフライン状態の玉貸ユニット２０から排出され
た事を特定可能な情報（例えばオフライン時排出フラグ）を記録して、他の玉貸ユニット
２０や精算装置６０で使用不可能とする処理を行う）ようにすると、遊技者に迷惑がかか
る。
【０２５４】
　そこで本発明のように、記録媒体に通番を記録すると共に、管理装置５０で記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けられた通番を管理するようにしておき、玉貸ユニット２０で受付貨幣の取込
を行ったときに記録通番を更新し、管理装置５０で受付貨幣額の加算・消去を行ったとき
に管理通番を更新することで、通番が一致するときには、受付貨幣の取込が行われていな
いことを特定して、受付貨幣額を加算することなく消去し、通番が一致しないときには、
受付貨幣の取込が行われていることを特定して、受付貨幣額を加算して消去することで、
残額を確定することができる。そのため、遊技者又は遊技場が損害を被ることがなく、ま
たオフライン状態となった玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するのを待つことな
く、他の玉貸ユニット２０での使用や精算装置６０での精算を行うことができ、遊技者に
迷惑がかからない。
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【０２５５】
　前記Ｓ２６１で入金処理中でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記記録媒体ＩＤに
対応するステータスが挿入処理中であるか否かを判定する（Ｓ２６３）。このＳ２６３で
挿入処理中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記
録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対応付けて
管理されている管理残額から減算し、該オフライン消費額を消去すると共に（Ｓ２６４）
、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに対
応付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン精算額を消去して（Ｓ２６４
ａ）、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン端数額を該記録媒体ＩＤ
に対応付けて管理されている管理残額に対して加算し、該オフライン端数額を消去して（
Ｓ２６５）、Ｓ２７４に進む。
【０２５６】
　即ち通番が一致せず、ステータスが挿入処理中であり、オフライン消費額若しくはオフ
ライン精算額が未減算の状態及び／又はオフライン端数額が未加算の状態で記憶されてい
る場合とは、玉貸ユニット２０が予定残額通知（図１０のＳ２４１）を受信してから管理
装置５０が端数額消去通知（同Ｓ２４６）を受信する前，又は精算装置６０が精算許諾情
報（図２５のＳ２４１ａ）を受信してから管理装置５０が端数額消去通知（同Ｓ２４６ａ
）を受信する前にオフライン状態が発生した場合であり、この場合には記録媒体に記録さ
れているオフライン消費額、オフライン精算額及びオフライン端数額の消去が行われてい
るにも拘わらず、オフライン消費額若しくはオフライン精算額が未減算状態及びオフライ
ン端数額が未加算状態のままとなり、該未減算状態で放置されると遊技場が損害を被るこ
とになり、該未加算状態で放置されると遊技者が損害を被ることになるため、管理装置５
０において管理残額からオフライン消費額およびオフライン精算額を減算してオフライン
端数額を管理残額に対して加算して消去する処理を行うものである。
【０２５７】
　このように、通番が一致しないと判定され、かつオフライン消費額またはオフライン精
算額が未減算であることを条件として、管理残額からオフライン消費額またはオフライン
精算額を減算し、オフライン消費額またはオフライン精算額を消去する処理が行なわれ、
また、入金残額（オフライン端数額）が未加算の状態で記憶されていることを条件として
、入金残額加算処理と加算済更新処理とが行われるので、玉貸ユニット２０が残額通知（
予定残額通知）を受信してから管理装置５０が通番更新通知（端数額消去通知）を受信す
る前にオフライン状態となった場合にも、正確な残額を確定することができる。また当該
記録媒体をオンライン状態にある別の玉貸ユニット２０に挿入することで、当該記録媒体
の管理残額を使用して遊技を行うことが可能であり、遊技者に極力迷惑をかけないように
することができる。
【０２５８】
　前記Ｓ２６３で挿入処理中でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記記録媒体ＩＤに
対応付けて残額管理ＤＢに記憶されている使用装置ＩＤが、玉貸ユニット２０の装置ＩＤ
であるか否かを判定する（Ｓ２６６）。このＳ２６６で玉貸ユニット２０の装置ＩＤでな
い（ＮＯ）と判定された場合、即ち精算装置６０の装置ＩＤであると判定された場合には
、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されている管理残額を
消去してステータスを精算処理済に更新し（Ｓ２６７）、Ｓ２７４に進む。
【０２５９】
　即ち通番が一致せず、ステータスが入金処理中及び挿入処理中でなく、使用装置ＩＤが
精算装置６０の装置ＩＤである場合とは、精算装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２２
１ａ又はＳ２４１ａ）を受信してから、精算操作を受け付け（図２６のＳ７８０）、管理
装置５０が精算完了通知（同Ｓ７８３）を受信する前にオフライン状態が発生した場合で
あり、この場合には精算装置６０において許諾額分の貨幣の払い出しが行われているにも
拘わらず、管理残額が消去されずに残存状態のままとなり、該残存状態の管理残額に基づ
いて貨幣の払い出しが行われると遊技場が損害を被ることになるため、管理装置５０にお
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いて管理残額を消去する処理を行うものである。
【０２６０】
　このように、通番が一致しないと判定され、かつ精算要求受信情報が管理されている（
即ちステータスが入金処理中及び挿入処理中でなく、使用装置ＩＤが精算装置６０の装置
ＩＤである）ことを条件として、管理残額零更新処理と精算要求消去処理とが行われるの
で、精算装置６０が精算許諾情報を受信してから、精算操作を受け付け、管理装置５０が
精算完了通知を受信する前にオフライン状態となった場合、即ち遊技者に貨幣が払い出さ
れているにも拘わらず管理残額が零に更新されていない状況となっても、その後、記録媒
体の通番の受信によって管理残額を零に更新することができ、遊技場の損害を防止するこ
とができる。
【０２６１】
　前記Ｓ２６６で玉貸ユニット２０の装置ＩＤである（ＹＥＳ）と判定された場合には、
図６（ａ）に示す残額管理ＤＢを参照して、前記挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応
付けて記憶されている使用装置ＩＤを、当該記録媒体がオンライン状態で最後に使用され
た玉貸ユニット２０の装置ＩＤとして特定し（Ｓ２６９）、さらに図６（ａ）に示す設定
値ＤＢを参照して、該特定した装置ＩＤに対応する玉貸設定金額を特定し（Ｓ２７０）、
前記挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額が該特定した
玉貸設定金額以上であるか否かを判定する（Ｓ２７１）。
【０２６２】
　このＳ２７１で管理残額が玉貸設定金額以上である（ＹＥＳ）と判定された場合には、
前記残額管理ＤＢにおいて、該玉貸設定金額を管理残額から減算し（Ｓ２７２）、Ｓ２７
４に進む。一方、Ｓ２７１で管理残額が玉貸設定金額未満である（ＮＯ）と判定された場
合には、税込単位額の整数倍であって、管理残額を超えない最大額（例えば管理残額が４
７５円であれば、税込単位額の４倍である４２０円）を、管理残額から減算し（Ｓ２７３
）、Ｓ２７４に進む。
【０２６３】
　即ち通番が一致せず、ステータスが入金処理中及び挿入処理中でなく、使用装置ＩＤが
玉貸ユニット２０の装置ＩＤである場合とは、管理装置５０が減算要求（図８のＳ１２４
）を受信する前にオフライン状態が発生した場合であり、この場合には玉貸ユニット２０
において使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われているにも拘わらず、管理装置５０にお
いて管理残額から使用額＋消費税額の減算処理が行われていない状態となり、該状態で放
置されると遊技場が損害を被ることになるため、当該記録媒体がオンライン状態で最後に
使用されていた玉貸ユニット２０を特定すると共に、その玉貸設定金額を特定し、管理残
額が玉貸設定金額以上であれば、該玉貸設定金額，管理残額が玉貸設定金額未満であれば
、税込単位額の整数倍であって管理残額を超えない最大額を、使用額＋消費税額として特
定し、管理装置５０において減算処理を行うものである。
【０２６４】
　このように、玉貸ユニット２０で第１の貸与処理（使用額＋消費税額分の玉貸処理）が
行われたにも拘わらず、オフライン状態の発生により管理装置５０で管理残額の減算処理
が行われなかった場合に、当該記録媒体が他のオンライン状態の玉貸ユニット２０におい
て受け付けられることで、管理装置５０において、該記録媒体に記録されている通番と該
記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０で管理されている通番とが一致しない
と判定され、かつ受付貨幣額について加算済更新処理が行われていることを条件として、
減算処理が行われなかったことが特定され、該減算処理が行われて残額が確定するので、
オフライン状態が発生した玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するのを待つことな
く、管理残額を他の玉貸ユニット２０において使用することが可能となり、遊技者に迷惑
がかかることがなく、また遊技場が損をすることもない。また減算処理が行われない事態
を回避して、遊技場の損害を防止することができる。
【０２６５】
　ここで各玉貸ユニット２０について異なる玉貸設定金額が設定される場合にも、挿入通
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知に含まれる記録媒体ＩＤの記録媒体が前回受け付けられていた玉貸ユニット２０を特定
して、対応する玉貸設定金額を、管理残額から減算するので、正確な残額を確定すること
ができる。また管理残額が玉貸設定金額未満である場合にも、税込単位額の整数倍であっ
て、管理残額を超えない最大額を、管理残額から減算するので、正確な残額を確定するこ
とができる。
【０２６６】
　以上に説明した遊技用システム１によれば、玉貸ユニット２０での特定処理に伴って更
新される通番が記録媒体に記録されるので、オフライン状態が発生した玉貸ユニット２０
がオンライン状態に復帰するのを待つことなく、該玉貸ユニット２０から排出された記録
媒体が他のオンライン状態の玉貸ユニット２０において受け付けられることで、該記録媒
体に記録されている通番と該記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０で管理さ
れている通番から、オフライン状態の発生により玉貸ユニット２０で特定処理が行われた
にも拘わらず該特定処理に対応する連携処理が管理装置５０で行われていないことを特定
して、対処することができる。
【０２６７】
　ここで本発明のように、記録媒体に通番を記録している場合に生じる効果について、例
を挙げて説明する。本例のように、玉貸ユニット２０で使用額＋消費税額分の玉貸処理が
行われたときに、使用額＋消費税額を含む減算要求を管理装置５０に対して送信し、該減
算要求を受信した管理装置５０で、該減算要求に含まれる使用額＋消費税額を管理残額か
ら減算するように構成した場合、管理装置５０が減算要求を受信する前にオフライン状態
が発生すると、従来の技術（特開２０００－１４８６８３）を使用しても、当該オフライ
ン状態が発生した玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するまでは、管理装置５０側
で使用額＋消費税額の減算が行われたか否かを特定できない。
【０２６８】
　そのため、当該オフライン状態の玉貸ユニット２０から排出された記録媒体が他のオン
ライン状態の玉貸ユニット２０に受け付けられ、挿入通知が送信されてきたときに、使用
額＋消費税額の減算が行われたか否かを、管理装置５０側において特定できない。このと
きに、一律に記録媒体の管理残額を使用可能とすると、使用額＋消費税額が管理残額から
減算されていない場合には、オンライン状態の玉貸ユニット２０で該減算前の管理残額が
使用され、管理残額が使い切られてしまったときに、前記オフライン状態となった玉貸ユ
ニット２０がオンライン状態に復帰しても使用額＋消費税額の減算処理が行えないので、
遊技場が損害を被る。一方、使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われた玉貸ユニット２０
がオフライン状態となった場合に、前記オフライン状態の玉貸ユニット２０がオンライン
状態に復帰するまで一律に記録媒体の残額の使用を許可しない（例えば記録媒体の返却禁
止，又は返却は可能であるがオフライン状態の玉貸ユニット２０から排出された事を特定
可能な情報（例えばオフライン時排出フラグ）を記録して、他の玉貸ユニット２０や精算
装置６０で使用不可能とする処理を行う）ようにすると、遊技者に迷惑がかかる。
【０２６９】
　そこで本発明のように、記録媒体に通番を記録すると共に、管理装置５０で記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けられた通番を管理するようにしておき、玉貸ユニット２０で玉貸処理を行っ
たときに記録通番を更新し、管理装置５０で使用額＋消費税額の減算を行ったときに管理
通番を更新することで、通番が一致しないときには、減算が行われていないことを特定し
て、使用額＋消費税額を管理残額から減算し、通番が一致するときには、減算が完了して
いることを特定して、管理残額をそのままにしておくことで、残額を確定することができ
る。そのため、遊技者又は遊技場が損害を被ることがなく、またオフライン状態となった
玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するのを待つことなく、他の玉貸ユニット２０
での使用や精算装置６０での精算を行うことができ、遊技者に迷惑がかからない。
【０２７０】
　前記Ｓ２６２の処理後，前記Ｓ２６５の処理後，前記Ｓ２６７の処理後，前記Ｓ２７２
の処理後，及び前記Ｓ２７３の処理後は、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤ
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に対応するステータスとして挿入処理中と記憶し（Ｓ２７４）、前記挿入通知に含まれる
オフライン端数額が零であるか否かを判定する（Ｓ２７５）。このＳ２７５でオフライン
端数額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記挿入通知に含まれるオフライン
消費情報が無いか否かを判定する（Ｓ２７６）。このＳ２７６でオフライン消費情報が無
い（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記挿入通知に含まれるオフライン精算情報が無い
か否かを判定する（Ｓ２９１）。このＳ２９１でオフライン精算情報が無い（ＹＥＳ）と
判定された場合には、前記Ｓ２２０に進む。
【０２７１】
　即ち通番が一致せず、記録媒体のオフライン消費情報およびオフライン精算情報が無く
オフライン端数額が零である場合とは、第１に入金処理中において玉貸ユニット２０が予
定残額通知（図７のＳ１０６）を受信してから管理装置５０が貨幣取込通知（同Ｓ１１０
）を受信する前にオフライン状態が発生した場合，第２に使用額＋消費税額分の玉貸処理
が行われて管理装置５０が減算要求（図８のＳ１２４）を受信する前にオフライン状態が
発生した場合，第３に挿入処理中において玉貸ユニット２０が残額通知（図１０のＳ２２
１）又は予定残額通知（同Ｓ２４１）を受信してから管理装置５０が残額受信通知（同Ｓ
２２４）又は端数額消去通知（同Ｓ２４６）を受信する前にオフライン状態が発生した場
合，第４に挿入処理中において精算装置６０が精算許諾情報（図２５のＳ２２１ａ又はＳ
２４１ａ）を受信してから管理装置５０が精算許諾情報受信通知（同Ｓ２２４ａ）又は端
数額消去通知（同Ｓ２４６ａ）を受信する前にオフライン状態が発生した場合，第５に精
算処理が行われて管理装置５０が精算完了通知（図２６のＳ７８３）を受信する前にオフ
ライン状態が発生した場合のいずれかであり、いずれの場合にも消去すべきオフライン消
費情報、オフライン精算情報及びオフライン端数額が記録媒体に記録されていないので、
前記Ｓ２２０に進む。
【０２７２】
　一方、前記Ｓ２７５でオフライン端数額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、前
記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤと対応付けて該オフライン端数額を記憶して
（Ｓ２７７）、前記挿入通知に含まれるオフライン消費情報が無いか否かを判定する（Ｓ
２７８）。このＳ２７８でオフライン消費情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、
前記挿入通知に含まれるオフライン精算情報が無いか否かを判定する（Ｓ２９４）。この
Ｓ２９４でオフライン精算情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ２４０に進む
。
【０２７３】
　即ちオンライン状態にある玉貸ユニット２０で使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われ
、管理装置５０が減算要求（図８のＳ１２４）を受信する前にオフライン状態が発生し、
該オフライン状態にある玉貸ユニット２０でオフライン一発貸しが行われると、通番が一
致せず、オフライン端数額が記録された記録媒体が排出される。次にオンライン状態にあ
る別の玉貸ユニット２０で該記録媒体を受け付けると、Ｓ２０３でＮＯと判定されてＳ２
６０の処理が行われ（ここで通番が一致し）、Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３でＮＯ，Ｓ２６
６でＹＥＳと判定され、Ｓ２６９～Ｓ２７２又はＳ２６９～Ｓ２７３の処理が行われると
共に、Ｓ２７４，Ｓ２７５，Ｓ２７７の処理が行われ、オフライン端数額が記憶され、ス
テータスとして挿入処理中と記憶された状態になるが、玉貸ユニット２０が予定残額通知
（図１０のＳ２４１）を受信する前にオフライン状態が発生すると、通番が一致し、オフ
ライン端数額が記録された記録媒体が排出される。さらにオンライン状態にある別の玉貸
ユニット２０が該記録媒体を受け付けると、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ２０４でＮＯ，Ｓ２０
６でＹＥＳと判定されて、Ｓ２０８で前記記憶されているオフライン端数額が消去され、
Ｓ２１２で前記挿入通知に含まれるオフライン端数額が改めて記憶される。
【０２７４】
　前記Ｓ２７８でオフライン消費情報が有る（ＮＯ）と判定された場合，又は前記Ｓ２７
６でオフライン消費情報が有る（ＮＯ）と判定された場合には、挿入通知に含まれる記録
媒体ＩＤに対応して図６（ａ）の残額管理ＤＢに記憶されている使用装置ＩＤを特定し（
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Ｓ２７９）、特定した装置ＩＤに対応して図６（ａ）の設定値ＤＢに記憶されているオフ
ライン時基準金額を特定し（Ｓ２８０）、特定したオフライン時基準金額から前記挿入通
知に含まれるオフライン消費情報を減算してオフライン消費額を算出し（Ｓ２８２）、前
記残額管理ＤＢにおいて、算出したオフライン消費額を前記記録媒体ＩＤに対応付けて記
憶し（Ｓ２８４）、前記挿入通知に含まれるオフライン精算情報が無いか否かを判定する
（Ｓ２９２）。このＳ２９２でオフライン精算情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合に
は、Ｓ２４０に進む。
【０２７５】
　一方、Ｓ２９２でオフライン精算情報が有る（ＮＯ）と判定された場合には、管理残額
からオフライン消費額を減算してオフライン精算額を算出し（Ｓ２９３）、Ｓ２９７に進
む。
【０２７６】
　一方、Ｓ２９１またはＳ２９４でオフライン精算情報が有る（ＮＯ）と判定された場合
、管理残額をオフライン精算額として（Ｓ２９６）、Ｓ２９７に進む。Ｓ２９７では、前
記残額管理ＤＢにおいて、算出したオフライン精算額を前記記録媒体ＩＤに対応付けて記
憶し、Ｓ２４０に進む。Ｓ２２０およびＳ２４０以降の処理については、図１０で説明し
た通番一致時の処理と同様の処理を行う。
【０２７７】
　なお、挿入通知に関連する図９～図１１の説明（供給通知に関連する図１２および図１
３、オンライン復帰通知に関連する図２２および図２３、精算要求に関連する図２４およ
び図２５についても同様）においては、挿入通知にオフライン端数額、オフライン消費情
報およびオフライン精算情報が含まれる旨が説明されたが、これはオフライン端数額、オ
フライン消費情報およびオフライン精算情報のうち、玉貸ユニット２０にて受付けられた
記録媒体に記録されているものが含まれるという意味であり、常に３つ全ての情報が含ま
れることを意味するものではない。また、同様に管理装置側におけるＳ２０７、Ｓ２０８
、Ｓ２０８ａ、Ｓ２４７、Ｓ２４７ａ、Ｓ２４８、Ｓ２６４、Ｓ２６４ａおよびＳ２６５
についても、必ず全ての処理が行われる訳ではなく、オフライン端数額、オフライン消費
額およびオフライン精算額のうち、管理装置の残額管理ＤＢに記憶されているものがあれ
ば、その記憶されている情報に対して処理が行われるという意味である。また、玉貸ユニ
ット２０側におけるＳ２４３、Ｓ２４３ａおよびＳ２４４についても、全ての処理が必ず
行われる訳ではなく、オフライン端数額、オフライン消費情報およびオフライン精算情報
のうち、記録媒体に記録されているものについて、消去処理が行われるという意味である
。
【０２７８】
　次に図１２は、管理装置５０とオンライン状態にある玉貸ユニット２０において返却操
作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、返却操作を待機
している状態で、返却ボタン１６が押下されて返却操作を受け付けると（Ｓ１８１）、記
録媒体（会員カード４又はビジタコイン５）を受付中であるか否かを判定する（Ｓ１８２
）。
【０２７９】
　このＳ１８２で記録媒体を受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、カード保持
部１９１で保持している会員カード４の記録媒体ＩＤ，又は投入コイン保持部１２０で保
持しているビジタコイン５の記録媒体ＩＤを含む返却通知を管理装置５０に対して送信す
る（Ｓ１８４）。Ｓ１８４の返却通知を受信した管理装置５０は、返却許諾通知を玉貸ユ
ニット２０に対して送信する（Ｓ１８５）。
【０２８０】
　Ｓ１８５の返却許諾通知を受信した玉貸ユニット２０は、ビジタコイン５を受付中であ
るか否かを判定する（Ｓ１９４）。このＳ１９４でビジタコイン５を受付中である（ＹＥ
Ｓ）と判定された場合には、演算方式を決定し（Ｓ１９４ａ）、決定した演算方式で記憶
残額（すなわち管理残額）が演算されるような元データを前述した方法で算出する（Ｓ１
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９４ｂ）。Ｓ１９４ｃでは、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５に、
基準データ，乗算データ，除算データ，加算データからなる元データおよび演算方式フラ
グを記録し、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５にオンライン残額有
りフラグを記録し（Ｓ１９５）、制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額を消去し（
Ｓ１９５ａ）、第１の投入コインストッパ１２１を開放状態とすることにより、投入コイ
ン保持部１２０で保持しているビジタコイン５を投入コイン排出通路１６０を介してコイ
ン排出口１１２に排出して返却し（Ｓ１９６）、貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する
状態となる。
【０２８１】
　一方、Ｓ１９４でビジタコイン５を受付中でない（ＮＯ），即ち会員カード４を受付中
であると判定された場合には、演算方式を決定し（Ｓ１９７ａ）、決定した演算方式で記
憶残額が演算されるような元データを前述した方法で算出する（Ｓ１９７ｂ）。Ｓ１９７
ｃでは、カード保持部１９１で保持している会員カード４に、基準データ，乗算データ，
除算データ，加算データからなる元データおよび演算方式フラグを記録し、Ｓ１９７ｄで
は、制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額を消去し、該会員カード４を返却し（Ｓ
１９７）、貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状態となる。
【０２８２】
　前記Ｓ１８２で記録媒体を受付中でない（ＮＯ）と判定された場合には、記憶残額が零
であるか否かを判定する（Ｓ１８３）。このＳ１８３で記憶残額が零である（ＹＥＳ）と
判定された場合には、返却操作が無効とされ、貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状
態となる。一方、Ｓ１８３で記憶残額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、収納コ
イン保持部１４０で保持しているビジタコイン５の記録媒体ＩＤを含む返却通知を管理装
置５０に対して送信する（Ｓ１８４）。Ｓ１８４の返却通知を受信した管理装置５０は、
返却許諾通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ１８５）。
【０２８３】
　Ｓ１８５の返却許諾通知を受信した玉貸ユニット２０は、演算方式を決定する（Ｓ１８
７）。演算方式は、例えば、記録媒体の排出（返却）ごとに、前述した加算優先演算方式
または乗除算優先演算方式を交互に選択することによって決定する。決定した演算方式で
、記憶残額、つまりは管理残額が演算されるような元データを前述した方法で算出する（
Ｓ１８８）。Ｓ１８９では、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５に、
基準データ，乗算データ，除算データ，加算データからなる元データおよび演算方式フラ
グを記録する。
【０２８４】
　そして、Ｓ１８９ａでは、制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額を消去し、Ｓ１
９０では、前記ビジタコイン５にオンライン残額有りフラグを記録し、第２の収納コイン
ストッパ１４２を開放状態とすることにより、収納コイン保持部１４０で保持しているビ
ジタコイン５をコイン排出口１１２から排出し（Ｓ１９１）、第２の収納コインストッパ
１４２を閉鎖状態とし、第１の収納コインストッパ１４１を開放状態とすることにより、
収納通路１３１で保持している最下位のビジタコイン５を該収納通路１３１から排出して
収納コイン保持部１４０に供給する（Ｓ１９２）。
【０２８５】
　そして、収納コイン保持部１４０に供給したビジタコイン５の記録情報を読み取り（Ｓ
１９２ｃ）、記録情報にオフライン消費情報が無いか否かを判定する（Ｓ１９２ａ）。こ
のＳ１９２ａでオフライン消費情報が無い（ＹＥＳ）と判定された場合には、記録情報に
オフライン精算情報が無いか否かを判定する（Ｓ１９２ｂ）。前記Ｓ１９２ａでオフライ
ン消費情報が有る（ＮＯ）と判定された場合，又は前記Ｓ１９２ｂでオフライン精算情報
が有る（ＮＯ）と判定された場合には、該ビジタコイン５の記録媒体ＩＤ，オフライン消
費情報，オフライン精算情報，通番，及び当該玉貸ユニット２０の装置ＩＤを含む供給通
知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ１９３）。
【０２８６】



(56) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　以上のように、玉貸ユニット２０は、精算装置６０にて回収された後当該玉貸ユニット
に補充され収納通路１３１に収納されたビジタコイン５（記録媒体）や当該玉貸ユニット
において受け付けられ、管理残額（記憶残額）が０となり収納通路１３１に回収されて収
納されたビジタコイン５を発行する発行手段を構成するものである。具体的には、記録媒
体を受付けることなく入金が行われた場合に、収納コイン保持部１４０のビジタコイン５
のコインＩＤに対応付けて入金額が残額として管理装置で記憶され、当該管理残額（記憶
残額）が０となる前に返却操作がなされることにより、当該ビジタコイン５が発行（排出
）されるものである。
【０２８７】
　また、玉貸ユニット２０は、ビジタコイン５の発行（排出）に応じて、次のビジタコイ
ン５（収納通路１３１で保持している最下位のビジタコイン５）を収納コイン保持部１４
０に供給して、記録情報の読み出しを行い、読み出したビジタコインＩＤとオフライン消
費情報とオフライン精算情報と通番と装置ＩＤとを含む供給通知を、オフライン消費情報
送信手段およびオフライン精算情報送信手段を構成する外部通信部２１ｂを介して、管理
装置５０に送信する。その際、玉貸ユニット２０は、ビジタコイン５にオフライン消費情
報が記録されているか否かをオフライン消費情報判定手段を構成する制御部２１により判
定し、オフライン消費情報が記録されていると判定されたことを条件として、供給通知を
送信する。より具体的には、オフライン精算情報が記録されているか否かも判定し、オフ
ライン消費情報およびオフライン精算情報の少なくとも一方が記録されていると判定され
たことを条件に、供給通知を送信する。
【０２８８】
　Ｓ１９３の供給通知を受信した管理装置５０は、当該供給通知を挿入通知と同様に扱い
、図９～図１１で説明したＳ２０３以下と同様の処理を実施する。ただし、図１０に示し
たＳ２４０以下の処理は、図１３に示すＳ２４０以下の処理に置き換わるものとする。以
下、図１３について説明する。
【０２８９】
　Ｓ２４０では、供給通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて該供給通知に含まれる装
置ＩＤ、即ち玉貸ユニット２０の装置ＩＤを記憶し、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理さ
れている管理残額からオフライン消費額とオフライン精算額とを減算した額（この場合必
ず０となる）を含む供給残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ２４１ｂ）。
【０２９０】
　Ｓ２４１ｂの供給残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、収納コイン保持部１４０に
供給したビジタコイン５に記録されているオフライン消費情報を消去すると共に（Ｓ２４
３）、該ビジタコイン５に記録されているオフライン精算情報を消去し（Ｓ２４３ａ）、
該ビジタコイン５の通番に１を加算して更新し（Ｓ２４５）、該ビジタコイン５の記録媒
体ＩＤを含む消費情報消去通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ２４６ｂ）。
【０２９１】
　このように、玉貸ユニット２０は、オフライン消費情報あるいはオフライン精算情報を
含む供給通知の送信を条件として、具体的には、供給通知に応じて管理装置から送信され
てくる供給残額通知の受信に基づいて、オフライン消費情報消去手段およびオフライン精
算情報消去手段を構成する制御部２１により、ビジタコイン５に記録されたオフライン消
費情報およびオフライン精算情報を消去する。そして、その後入金および返却操作がなさ
れることにより、オフライン消費情報やオフライン精算情報の消去されたビジタコイン５
は発行（排出）されることとなる。
【０２９２】
　Ｓ２４６ｂの消費情報消去通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて
、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対
応付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン消費額を消去して（Ｓ２４７
）、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに
対応付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン精算額を消去する（Ｓ２４
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７ａ）。そして、前記記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算して更新し（Ｓ２２
７ａ）、該記録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入処理済に更新する（Ｓ２２９）。
【０２９３】
　このように、管理装置５０は、玉貸ユニット２０から受信した供給通知に含まれる記録
媒体ＩＤに対応する管理残額を、供給通知に含まれるオフライン消費情報から特定される
オフライン消費額分減算された額、あるいはオフライン精算情報から特定されるオフライ
ン精算額分減算された額に更新する処理を行うが、供給通知に応じて行う本処理において
は、いずれの場合にも管理残額は０に更新されることとなる。
【０２９４】
　次に図１４は、玉貸ユニット２０においてオフライン状態の発生を検出した場合の処理
の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、前記通信可否検知手段によりオフライン状
態の発生を検出すると（Ｓ３００）、該オフライン状態の発生を検出したのが前記Ｓ１０
１の貨幣受付後であるか否か，具体的には制御部２１のＲＡＭで記憶している処理状態が
「貨幣受付」であるか否かを判定する（Ｓ３０１）。
【０２９５】
　このＳ３０１で貨幣受付後である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記Ｓ１０６の予
定残額通知を受信済であるか否かを判定する（Ｓ３０３）。
【０２９６】
　このＳ３０３で予定残額通知を受信済でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ３０６
で前記Ｓ１０１で受け付けた貨幣を返却し、Ｓ３０７で記録媒体（会員カード４又はビジ
タコイン５）を受付中であるか否かを判定し、記録媒体を受付中であれば（ＹＥＳ）、Ｓ
３９３に進み、記録媒体を受付中でなければ（ＮＯ）、Ｓ３０８に進む。Ｓ３０８では記
憶残額が零であるか否かを判定し、記憶残額が零でなければ（ＮＯ）、Ｓ３９３に進み、
記憶残額が零であれば（ＹＥＳ）、同Ｓ３８３に進む。
【０２９７】
　また、Ｓ３９３では、記憶残額が税込単位額以上であるか否かを判断する。記憶残額が
税込単位額以上である（ＹＥＳ）と判断された場合には、Ｓ３７３に進む。税込単位額未
満である（ＮＯ）と判断された場合には、多機能ランプ２４によりオフライン状態を検出
した旨を報知して（Ｓ３９４）、記憶残額と記憶端数額とを加算した額を残額表示器２５
に表示して（Ｓ３９５）、オフライン状態において貨幣受付，又は返却操作を待機する状
態となる（Ｓ３９６）。
【０２９８】
　またＳ３８３では、多機能ランプ２４によりオフライン状態を検出した旨を報知して、
オフライン状態において貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状態となる（Ｓ３８４）
。
【０２９９】
　なお、前記予定残額通知を受信済でない場合には、管理装置５０が入金要求を受信する
前にオフライン状態が発生した場合と、該入金要求を受信した後にオフライン状態が発生
した場合とが含まれる。ここで後者の、入金要求を受信した後にオフライン状態が発生し
た場合には、通番が一致し、管理装置５０において受付貨幣額が未加算の状態で記憶され
ており（即ち入金処理中であり）、玉貸ユニット２０において受付貨幣の取込が行われて
いない状態となる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニット２０で当該記録媒体が受
け付けられると、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ２０４でＹＥＳと判定されて、Ｓ２０５以下の処
理が行われる。
【０３００】
　前記Ｓ３０３で予定残額通知を受信済である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ３０
４で前記Ｓ１０７～Ｓ１０９の各処理を実行済であるか否かを判定し、いずれかの処理を
実行済でなければ（ＮＯ）、Ｓ３０５で該未実行の処理を実行してＳ３７３に進み、すべ
ての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ３７３に進む。
【０３０１】
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　この予定残額通知を受信済である場合には、管理装置５０が貨幣取込通知（図７のＳ１
１０）を受信する前にオフライン状態が発生した場合と、該貨幣取込通知を受信した後に
オフライン状態が発生した場合とが含まれる。ここで前者の、貨幣取込通知を受信する前
にオフライン状態が発生した場合には、通番が一致せず、管理装置５０において受付貨幣
額が未加算の状態で記憶されており（即ち入金処理中であり）、玉貸ユニット２０におい
て受付貨幣の取込が行われている状態となる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニッ
ト２０で当該記録媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＮＯ，Ｓ２６１でＹＥＳと判定さ
れて、Ｓ２６２以下の処理が行われる。
【０３０２】
　Ｓ３７３では、多機能ランプ２４によりオフライン状態を検出した旨を報知して、記憶
残額と記憶端数額とを加算した額を残額表示器２５に表示して（Ｓ３７４）、オフライン
状態において玉貸操作，貨幣受付，又は返却操作を待機する状態となる（Ｓ３７５）。
【０３０３】
　前記Ｓ３０１で貨幣受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記オフライン状態
の発生を検出したのが前記Ｓ１２１の玉貸操作受付後であるか否か，具体的には制御部２
１のＲＡＭで記憶している処理状態が「玉貸操作受付」であるか否かを判定する（Ｓ３２
１）。このＳ３２１で玉貸操作受付後である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記Ｓ１
２８の減算完了通知を受信済であるか否かを判定する（Ｓ３２２）。
【０３０４】
　このＳ３２２で減算完了通知を受信済である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ３２
５で前記Ｓ１２９の記憶残額減算済であるか否かを判定し、記憶残額減算済でなければ（
ＮＯ）、Ｓ３２６で前記Ｓ１２９の処理を実行してＳ３２７に進み、記憶残額減算済であ
れば（ＹＥＳ）、Ｓ３２７に進む。Ｓ３２７では記憶残額が零であるか否かを判定し、記
憶残額が零でなければ（ＮＯ）、Ｓ３９３に進み、記憶残額が零であれば（ＹＥＳ）、Ｓ
３２８に進む。Ｓ３２８では記録媒体（会員カード４又はビジタコイン５）を受付中であ
るか否かを判定し、記録媒体を受付中でなければ（ＮＯ）、Ｓ３８３に進み、記録媒体を
受付中であれば（ＹＥＳ）、Ｓ３２９に進む。Ｓ３２９ではビジタコイン５を受付中であ
るか否かを判定し、ビジタコイン５を受付中でなければ（ＮＯ）、Ｓ３９４に進み、ビジ
タコイン５を受付中であれば（ＹＥＳ）、Ｓ３３０で投入コイン保持部１２０で保持して
いるビジタコイン５に記録されているオンライン残額有りフラグを消去し、Ｓ３３１で第
２の投入コインストッパ１２２を開放状態とすることにより、該投入コイン保持部１２０
で保持しているビジタコイン５を収納通路１３１に収納して、Ｓ３８３に進む。
【０３０５】
　前記Ｓ３２２で減算完了通知を受信済でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ３２３
で前記Ｓ１２２～Ｓ１２３の各処理を実行済であるか否かを判定し、いずれかの処理を実
行済でなければ（ＮＯ）、Ｓ３２４で該未実行の処理を実行して、Ｓ１２９の処理を実行
して（Ｓ３２６ａ）、前記Ｓ３２７に進み、すべての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、
Ｓ１２９の処理を実行して（Ｓ３２６ａ）、前記Ｓ３２７に進む。
【０３０６】
　この減算完了通知を受信済でない場合には、管理装置５０が減算要求を受信する前にオ
フライン状態が発生した場合と、該減算要求を受信した後にオフライン状態が発生した場
合とが含まれる。ここで前者の、減算要求を受信する前にオフライン状態が発生した場合
には、通番が一致せず、入金処理中，又は挿入処理中のいずれでもなく、玉貸ユニット２
０の装置ＩＤが記憶されている状態となる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニット
２０で当該記録媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＮＯ，Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３で
ＮＯ，Ｓ２６６でＹＥＳと判定されて、Ｓ２６９以下の処理が行われる。また後者の、減
算要求を受信した後にオフライン状態が発生した場合には、通番が一致し、減算処理済の
状態となる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニット２０で当該記録媒体が受け付け
られると、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ２０４でＮＯ，Ｓ２０６でＮＯ，Ｓ２１０でＹＥＳと判
定されて、Ｓ２２０以下の処理が行われる。
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【０３０７】
　前記Ｓ３２１で玉貸操作受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記オフライン
状態の発生を検出したのが前記Ｓ２０１の記録媒体受付後，又はＳ１９２の記録媒体供給
後であるか否か、具体的には制御部２１のＲＡＭで記憶している処理状態が「記録媒体受
付」，又は「記録媒体供給」であるか否かを判定する（Ｓ３４１）。このＳ３４１で記録
媒体受付又は供給後である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記Ｓ２２１の残額通知，
Ｓ２４１の予定残額通知，又はＳ２４１ｂの供給残額通知を受信済であるか否かを判定す
る（Ｓ３４２）。
【０３０８】
　このＳ３４２で残額通知を受信済である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記図１０
のＳ２２２～Ｓ２２３の各処理を実行済であるか否かを判定し（Ｓ３４３）、いずれかの
処理を実行済でなければ（ＮＯ）、該未実行の処理を実行して（Ｓ３４４）、Ｓ３９３に
進み、すべての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ３９３に進む。またＳ３４２で予定
残額通知を受信済である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記図１０のＳ２４２～Ｓ２
４５の各処理を実行済であるか否かを判定し（Ｓ３４３）、いずれかの処理を実行済でな
ければ（ＮＯ）、該未実行の処理を実行して（Ｓ３４４）、Ｓ３９３に進み、すべての処
理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ３９３に進む。またＳ３４２で供給残額通知を受信済
である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記図１３のＳ２４３～Ｓ２４５の各処理を実
行済であるか否かを判定し（Ｓ３４３）、いずれかの処理を実行済でなければ（ＮＯ）、
該未実行の処理を実行して（Ｓ３４４）、Ｓ３９３に進み、すべての処理を実行済であれ
ば（ＹＥＳ）、Ｓ３９３に進む。
【０３０９】
　この予定残額通知を受信済である場合には、管理装置５０が端数額消去通知を受信する
前にオフライン状態が発生した場合と、該端数額消去通知を受信した後にオフライン状態
が発生した場合とが含まれる。ここで前者の、端数額消去通知を受信する前にオフライン
状態が発生した場合には、通番が一致せず、管理装置５０においてオフライン端数額が未
加算の状態で記憶されており（即ち挿入処理中であり）、記録媒体のオフライン端数額が
消去されている状態になる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニット２０で当該記録
媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＮＯ，Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３でＹＥＳと判定さ
れて、Ｓ２６４以下の処理が行われる。
【０３１０】
　前記Ｓ３４２で残額通知，予定残額通知，又は供給残額通知を受信済でない（ＮＯ）と
判定された場合には、Ｓ３８３に進む。
【０３１１】
　この予定残額通知を受信済でない場合には、管理装置５０が挿入通知を受信する前にオ
フライン状態が発生した場合と、該挿入通知を受信した後にオフライン状態が発生した場
合とが含まれる。ここで後者の、挿入通知を受信した後にオフライン状態が発生した場合
には、通番が一致し、管理装置５０においてオフライン端数額が未加算の状態で記憶され
ており（即ち挿入処理中であり）、記録媒体にオフライン端数額が記録されている状態に
なる。従って、オンライン状態にある玉貸ユニット２０で当該記録媒体が受け付けられる
と、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ２０４でＮＯ，Ｓ２０６でＹＥＳと判定されて、Ｓ２０８以下
の処理が行われる。
【０３１２】
　前記Ｓ３４１で記録媒体受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ３８３に進み
、オフライン状態において貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状態となる。
【０３１３】
　次に図１５は、管理装置５０とオフライン状態である玉貸ユニット２０において記録媒
体を受け付けた場合，及び貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニ
ット２０は、オフライン状態において記録媒体受付を待機している状態で、記録媒体（会
員カード４又はビジタコイン５）を受け付けると（Ｓ５０１）、該受け付けた記録媒体の
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記録情報を読み取り、該読み取った記録情報にオフライン端数額が含まれるか否かを判定
する（Ｓ５０２）。このＳ５０２でオフライン端数額が含まれる（ＹＥＳ），即ちオフラ
イン端数額が記録されていると判定された場合には、該オフライン端数額を制御部２１の
ＲＡＭで記憶し（Ｓ５０３）、記憶残額と記憶端数額とを加算した額を残額表示器２５に
表示して（この場合には、記憶残額がないのでオフライン端数額が表示される）（Ｓ５０
４）、オフライン状態において玉貸操作，貨幣受付，又は返却操作を待機する状態となる
（Ｓ５０５）。一方、Ｓ５０２でオフライン端数額が含まれない（ＮＯ），即ちオフライ
ン端数額が記録されていないと判定された場合にも、前記Ｓ５０５に進む。
【０３１４】
　また玉貸ユニット２０は、オフライン状態において貨幣受付を待機している状態で、貨
幣を受け付けると（Ｓ５１０）、受付貨幣額がオフライン一発貸しで使用可能な１０００
円以下であるか否かを判定する（Ｓ５１１）。このＳ５１１で受付貨幣額が１０００円を
超えている（ＮＯ）と判定された場合には、受付貨幣を返却して（Ｓ５１１ａ）、記憶残
額と記憶端数額とを加算した額を表示した後（Ｓ５０４）、貨幣受付を待機する状態にな
ると共に、記録媒体を受け付けていない場合には記録媒体受付を待機する状態，記録媒体
を受け付けている場合には返却操作を待機する状態となる（Ｓ５０５）。一方、Ｓ５１１
で受付貨幣額が１０００円以下である（ＹＥＳ）と判定された場合には、記憶端数額が対
応消費税額以上であるか否かを判定する（Ｓ５１２）。ここで記憶端数額とは、前記Ｓ５
０１で受け付けた記録媒体に記録されていた端数額，又は前回の貨幣の受付に基づいて後
述するＳ５１３若しくはＳ５２０で特定された端数額であり、対応消費税額とは、受付貨
幣額に対応する消費税額である。
【０３１５】
　このＳ５１２で記憶端数額が対応消費税額未満である（ＮＯ）と判定された場合には、
記憶端数額と記憶残額とを加算した額が対応消費税額以上であるか否かを判定する（Ｓ５
１５）。このＳ５１５で記憶端数額と記憶残額とを加算した額が対応消費税額未満である
（ＮＯ）と判定された場合には、受付貨幣額が税込単位額（ここでは１０５円）以上であ
るか否かを判定する（Ｓ５１３）。このＳ５１３で受付貨幣額が税込単位額未満である（
ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ５１１ａに進み、受付貨幣を返却して（Ｓ５１１ａ）、
記憶残額と記憶端数額とを加算した額を表示した後（Ｓ５０４）、貨幣受付を待機する状
態になると共に、記録媒体を受け付けていない場合には記録媒体受付を待機する状態，記
録媒体を受け付けている場合には返却操作を待機する状態となる（Ｓ５０５）。
【０３１６】
　一方、Ｓ５１２で記憶端数額が対応消費税額以上である（ＹＥＳ）と判定された場合に
は、受付貨幣額（ここでは１０００円）と記憶端数額（たとえば５５円）とを加算した額
（１０５５円）から貸与対象額（１０５０円）と新たな端数額（５円）とを特定し（Ｓ５
１３）、記憶端数額を該特定した端数額に更新して（Ｓ５１４）、Ｓ５２２に進む。また
、Ｓ５１５で記憶端数額と記憶残額とを加算した額が対応消費税額以上である（ＹＥＳ）
と判定された場合には、受付貨幣額（ここでは１０００円）と記憶端数額（たとえば４５
円）と記憶残額（たとえば５円）とを加算した額（１０５０円）から貸与対象額（１０５
０円）と新たな記憶残額（０円）とを特定し（Ｓ５１６）、記憶残額を該特定した記憶残
額に更新して記憶端数額を０に更新して（Ｓ５１７）、オフライン消費額に記憶残額の使
用額分（ここでは４５円）を加算して（Ｓ５１８）、Ｓ５２２に進む。また、Ｓ５１３で
受付貨幣額が税込単位額以上である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前述した第１の特
定処理により、受付貨幣額（ここでは１０００円）から貸与対象額（９４５円）と端数額
（５５円）を特定し（Ｓ５２０）、記憶端数額に該特定した端数額を加算更新して（Ｓ５
２１）、Ｓ５２２に進む。
【０３１７】
　ここで、Ｓ５１５でＹＥＳと判定される場合としては、記憶端数額が０の場合と（対応
消費税額未満でかつ）０でない場合とがあり、記憶端数額が０の場合には、記憶残額のみ
が使用されるため、Ｓ５１７では対応消費税額を記憶残額から減算更新する処理のみが行
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われる。一方、記憶端数額が０でない場合には、上述したように本実施例においては記憶
端数額が記憶残額よりも優先して使用されるため、Ｓ５１７では記憶端数額は必ず０に更
新され、対応消費税額と記憶端数額の差額が記憶残額から減算更新される。そして、Ｓ５
１７で記憶残額から減算更新された額と同額がオフライン消費額に加算更新される。
【０３１８】
　そして、遊技者の操作によることなく、該特定した貸与対象額分の玉貸処理であるオフ
ライン一発貸しを行う（Ｓ５２２）。次に、記憶残額および記憶端数額が共に０となった
か否かを判定する（Ｓ５２３）。記憶残額および記憶端数額の少なくともいずれかが０で
ない（Ｓ５２３でＮＯ）と判定された場合、Ｓ５０４に進む。一方、記憶残額および記憶
端数額が共に０となった（Ｓ５２３でＹＥＳ）と判定された場合、ビジタコイン５を受付
中であるか否かを判定する（Ｓ５２４）。ビジタコイン５を受付中でない（Ｓ５２４でＮ
Ｏ）と判定された場合、Ｓ５０４に進む。一方、ビジタコイン５を受付中である（Ｓ５２
４でＹＥＳ）と判定された場合、オンライン残額有りフラグがビジタコイン５に記録され
ているか否かを判断する（Ｓ５２４ａ）。オンライン残額有りフラグが記録されている（
Ｓ５２４ａでＹＥＳ）と判定された場合、Ｓ５０４に進む。一方、オンライン残額有りフ
ラグが記録されていない（Ｓ５２４ａでＮＯ）と判定された場合、オフライン消費額が０
であるか否かを判定する（Ｓ５２５）。
【０３１９】
　ここで、オフライン状態において貨幣を受付けた玉貸しの結果、記憶残額および記憶端
数額が０となり（Ｓ５２３でＹＥＳ）、かつビジタコイン５を投入コイン保持部１２０に
受付中（Ｓ５２４でＹＥＳ）である場合としては、オンライン状態でビジタコイン５を受
付けた後にオフライン状態が発生し、制御部２１のＲＡＭに記憶された当該ビジタコイン
５の管理残額（記憶残額）が玉貸しに使用され、Ｓ５１７で減算更新された結果、０にな
った場合（第１の場合）と、オフライン発生後にビジタコイン５を受付け、当該ビジタコ
イン５の端数額（記憶端数額）が玉貸しに使用され、Ｓ５１４またはＳ５１７で減算更新
された結果、０になった場合（第２の場合）とがある。
【０３２０】
　第１の場合には、記憶残額、すなわち受付中のビジタコイン５の管理残額が０になって
いるため、図示は省略されているが当該ビジタコイン５のオンライン残額有りフラグが消
去されるため、Ｓ５２４ａでオンライン残額有りフラグが記録されていない（ＮＯ）と判
定され、さらにオフライン消費額も０ではないため（Ｓ５２５でＮＯ）、オフライン消費
情報が記録された後、ビジタコイン５が収納通路１３１に回収されて収納される（Ｓ５２
９）。
【０３２１】
　第２の場合には、受付けたビジタコイン５にオンライン残額有りフラグおよびオフライ
ン端数額の一方もしくは両方が記録されている場合があり、オフライン端数額のみが記録
されたビジタコイン５を受付けていた場合には、当該オフライン端数額が玉貸しの結果、
０になると、Ｓ５２４ａでオンライン残額有りフラグが記録されていない（ＮＯ）と判定
され、ビジタコイン５が収納通路１３１に回収されて収納される（Ｓ５２９）。一方、オ
ンライン残額有りフラグのみ、またはオンライン残額有りフラグおよびオフライン端数額
の両方が記録されたビジタコイン５を受付けていた場合には、当該ビジタコイン５は管理
残額を有するため、Ｓ５２４ａでオンライン残額有りフラグが記録されている（ＹＥＳ）
と判定され、収納通路１３１に回収されることなく、その後の返却操作に応じて返却され
る。
【０３２２】
　オフライン消費額が０でない（Ｓ５２５でＮＯ）と判定された場合、オフライン時基準
金額からオフライン消費額を減算してオフライン消費情報を算出し（Ｓ５２６）、投入コ
イン保持部１２０で保持しているビジタコイン５に、算出したオフライン消費情報を記録
し（Ｓ５２７）、制御部２１のＲＡＭで記憶しているオフライン消費額を消去し（Ｓ５２
８）、Ｓ５２９に進む。オフライン消費額が０である（Ｓ５２５でＹＥＳ）と判定された
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場合、Ｓ５２９に進む。そして、第２の投入コインストッパ１２２を開放状態とすること
により、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５を収納通路１３１に収納
して（Ｓ５２９）、前記Ｓ５０４に進む。つまり、玉貸ユニット２０は、ＲＡＭに記憶さ
れた記憶残額が０であることを条件として、具体的には記憶残額および記憶端数額がとも
に０であることを条件として、消費情報記録手段を構成する制御部２１および記録媒体Ｂ
／Ｗ１０２によりオフライン消費情報が記録されたビジタコイン５を、記録媒体回収手段
を構成する制御部２１により、収納通路１３１に回収して収納する。このように、玉貸ユ
ニット２０において、オフライン一発貸しによって発生する端数額が記憶され、後述する
Ｓ５４１で遊技者から排出操作を受け付けると、該記憶されている端数額をオフライン端
数額として記録した記録媒体が排出されるので、一発貸しを行う毎に端数額を記録媒体に
記録する場合に比べて、記録媒体の寿命を延ばすことができる。
【０３２３】
　このように、オフライン一発貸し後さらに貨幣が受け付けられると、Ｓ５１３で端数額
と受付貨幣額との合算額から貸与対象額と端数額が特定され、後述するＳ５４１で遊技者
から返却操作を受け付けると、端数額がオフライン端数額として記録された記録媒体が排
出されることにより、オフライン一発貸しを行う毎に記録媒体を排出する場合に比べて記
録媒体の節約になると共に、遊技者にとっても端数額の記録された記録媒体を複数扱う必
要がなくなって利便性が向上する。
【０３２４】
　次に、図１６は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおいて
玉貸操作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、オフライ
ン状態において玉貸操作を待機している状態で、玉貸操作を受付けると（Ｓ５３１）、記
憶残額が税込単位額以上であるか否かを判定する（Ｓ５３２）。このＳ５３２で記憶残額
が税込単位額以上でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ５０４に進む。。
【０３２５】
　一方、Ｓ５３２で記憶残額が税込単位額以上である（ＹＥＳ）と判定された場合には、
使用額＋消費税額分の玉貸処理を開始する（Ｓ５３３）。なお、使用額＋消費税額とは、
記憶残額が玉貸設定金額以上であれば、予め定められた基準貸与額である玉貸設定金額（
例えば税込単位額の５度数分である５２５円）、または、記憶残額が玉貸設定金額未満で
あれば、税込単位額の整数倍であって記憶残額を超えない最大値である貸与対象額である
。
【０３２６】
　次に、使用額＋消費税額を記憶残額から減算し（Ｓ５３４）、制御部２１のＲＡＭで記
憶しているオフライン消費額を使用額＋消費税額分加算し（Ｓ５３５）、前記Ｓ５３３で
開始された使用額＋消費税額分の玉貸処理の終了を待機する（Ｓ５３６）。Ｓ５３６で該
玉貸処理が終了した（ＹＥＳ）と判断された場合には、記憶残額が０であるか否かを判定
する（Ｓ５９１）。このＳ５９１で記憶残額が０でない（ＮＯ）と判定された場合には、
Ｓ５０４に進む。
【０３２７】
　一方、Ｓ５９１で記憶残額が０である（ＹＥＳ）と判定された場合には、ビジタコイン
５を受付中であるか否かを判定する（Ｓ５９２）。このＳ５９２でビジタコイン５を受付
中でない（ＮＯ）と判定された場合、Ｓ５０４に進む。一方、Ｓ５９２でビジタコイン５
を受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合、オフライン時基準金額からオフライン消費
額を減算してオフライン消費情報を算出し（Ｓ５９３）、投入コイン保持部１２０で保持
しているビジタコイン５に、算出したオフライン消費情報を記録し（Ｓ５９４）、制御部
２１のＲＡＭで記憶しているオフライン消費額を消去し（Ｓ５９５）、第２の投入コイン
ストッパ１２２を開放状態とすることにより、投入コイン保持部１２０で保持しているビ
ジタコイン５を収納通路１３１に収納して（Ｓ５９６）、前記Ｓ５０４に進む。ここで、
本実施例においては、記憶残額よりも記憶端数額が優先して使用されるため、オフライン
状態において玉貸操作に応じて記憶残額を使用した玉貸処理が行われた後に記憶残額０と
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なった場合には、記憶端数額は必ず０であり、またオフライン消費額も０ではないため、
図１５におけるＳ５２３やＳ５２５の判定ではなく、Ｓ５９１において記憶残額が０であ
るか否かの判定のみを行っている。
【０３２８】
　次に図１７、図１８および図１９は、図１５に続く図である。玉貸ユニット２０は、オ
フライン状態において返却操作を待機している状態で、返却ボタン１６が押下されて返却
操作を受け付けると（Ｓ５４１）、記録媒体（会員カード４又はビジタコイン５）を受付
中であるか否かを判定する（Ｓ５４２）。このＳ５４２で記録媒体を受け付けていない（
ＮＯ）と判定された場合には、記憶残額が零であるか否かを判定する（Ｓ５４３）。この
Ｓ５４３で記憶残額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、演算方式を決定し（Ｓ９
４１）、決定した演算方式で記憶残額が演算されるような元データを前述した方法で算出
する（Ｓ９４２）。そして、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５に、
算出した基準データ、乗算データ，除算データ，加算データからなる元データおよび演算
方式フラグを記録し（Ｓ９４３）、制御部２１のＲＡＭで記憶している記憶残額を消去し
（Ｓ５４４）、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５にオンライン残額
有りフラグを記録して（Ｓ５４５）、Ｓ９４５に進む。一方、Ｓ５４３で記憶残額が零で
ある（ＹＥＳ）と判定された場合にも、Ｓ９４５に進む。この場合の記憶残額は、管理残
額からオフライン消費額を減算した額となる。
【０３２９】
　Ｓ９４５では、制御部２１のＲＡＭに記憶されているオフライン消費額が零であるか否
かを判定する。このＳ９４５でオフライン消費額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合
には、Ｓ５４６に進む。一方、Ｓ９４５でオフライン消費額が零でない（ＮＯ）と判定さ
れた場合には、オフライン時基準金額からオフライン消費額を減算してオフライン消費情
報を算出し（Ｓ９４６）、収納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５に、算
出したオフライン消費情報を記録し（Ｓ９４７）、制御部２１のＲＡＭで記憶しているオ
フライン消費額を消去し（Ｓ９４８）、Ｓ５４６に進む。
【０３３０】
　Ｓ５４６では、記憶端数額が零であるか否かを判定する。このＳ５４６で記憶端数額が
零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記ビジタコイン５にオンライン残額有りフ
ラグが記録されているか否かを判定する（Ｓ５４７）。このＳ５４７でオンライン残額有
りフラグが記録されている（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ５５２に進む。一方、Ｓ
５４７でオンライン残額有りフラグが記録されていない（ＮＯ）と判定された場合には、
返却操作が無効とされ（Ｓ５４９）、オフライン状態において貨幣受付，又は記録媒体受
付を待機する状態となる（Ｓ５５４）。
【０３３１】
　なお、記憶残額および記憶端数額がともに零の場合（Ｓ５４３およびＳ５４６がともに
ＹＥＳ）には、Ｓ９４７においてオフライン消費情報が記録されていても、Ｓ５４９で返
却操作が無効とされ、ビジタコイン５は返却されない。この場合、当該玉貸ユニット２０
がオンライン状態に復帰したときに、ビジタコイン５の記録媒体ＩＤとオフライン消費情
報とを含む挿入通知が管理装置５０に送信され、管理残額の補正が行われる。また、オフ
ライン状態において、貨幣を受付けた結果、端数額が発生し、当該端数額が記録されて前
記ビジタコイン５が排出され、該ビジタコイン５がオンライン状態の玉貸ユニット２０で
受付けられることにより、記録媒体ＩＤとオフライン消費額とオフライン端数額とを含む
挿入通知が管理装置５０に送信され、管理残額の補正が行われる。
【０３３２】
　前記Ｓ５４６で記憶端数額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、収納コイン保持
部１４０で保持しているビジタコイン５に該記憶端数額をオフライン端数額として記録し
（Ｓ５５０）、制御部２１のＲＡＭで記憶している該記憶端数額を消去して（Ｓ５５１）
、Ｓ５５２に進む。
【０３３３】
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　Ｓ５５２では、第２の収納コインストッパ１４２を開放状態とすることにより、収納コ
イン保持部１４０で保持しているビジタコイン５を排出して返却する。即ちビジタコイン
５は、記憶端数額がある場合，及びオンライン残額有りフラグが記録されている場合にお
いて返却される。このように、オフライン状態にある玉貸ユニット２０で、貨幣が受け付
けられてオフライン一発貸しが行われた結果として端数額が発生し、該端数額を使用した
玉貸処理が行われた結果として当該端数額が零になった場合において、オンライン残額有
りフラグが該ビジタコイン５に記録されていることを条件として、当該ビジタコイン５が
排出されるので、管理残額があるビジタコイン５を遊技者に確実に返却できる一方で、管
理残額が無く本来返却する必要のないビジタコイン５の無駄な返却を防止できる。そして
第２の収納コインストッパ１４２を閉鎖状態とし、第１の収納コインストッパ１４１を開
放状態とすることにより、収納通路１３１で保持している最下位のビジタコイン５を該収
納通路１３１から排出して収納コイン保持部１４０に供給し（Ｓ５５３）、オフライン状
態において貨幣受付，又は記録媒体受付を待機する状態となる（Ｓ５５４）。
【０３３４】
　前記Ｓ５４２で記録媒体を受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、ビジタコイ
ン５を受付中であるか否かが判定される（Ｓ５６０）。このＳ５６０でビジタコイン５を
受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、記憶残額が零であるか否かを判定する（
Ｓ５６１）。このＳ５６１で記憶残額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、演算方
式を決定し（Ｓ９５１）、決定した演算方式で記憶残額が演算されるような元データを前
述した方法で算出する（Ｓ９５２）。そして、投入コイン保持部１２０で保持しているビ
ジタコイン５に、算出した基準データ、乗算データ、除算データ、加算データからなる元
データおよび演算方式フラグを記録し（Ｓ９５３）、制御部２１のＲＡＭで記憶している
記憶残額を消去し（Ｓ５６２）、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５
にオンライン残額有りフラグを記録して（Ｓ５６３）、Ｓ９５５に進む。一方、Ｓ５６１
で記憶残額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合にも、Ｓ９５５に進む。
【０３３５】
　Ｓ９５５では、オフライン消費額が零であるか否かを判定する。このＳ９５５でオフラ
イン消費額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ５６４に進む。一方、Ｓ９５
５でオフライン消費額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、オフライン時基準金額
からオフライン消費額を減算してオフライン消費情報を算出し（Ｓ９５６）、投入コイン
保持部１２０で保持しているビジタコイン５に、算出したオフライン消費情報を記録し（
Ｓ９５７）、制御部２１のＲＡＭで記憶しているオフライン消費額を消去し（Ｓ９５８）
、Ｓ５６４に進む。
【０３３６】
　Ｓ５６４では、記憶端数額が零であるか否かを判定する。このＳ５６４で記憶端数額が
零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記ビジタコイン５に記録されているオフラ
イン端数額を消去して（Ｓ５６５）、Ｓ５７１に進む。
【０３３７】
　前記Ｓ５６４で記憶端数額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、投入コイン保持
部１２０で保持しているビジタコイン５に該記憶端数額をオフライン端数額として記録し
（Ｓ５６９）、制御部２１のＲＡＭで記憶している該記憶端数額を消去して（Ｓ５７０）
、Ｓ５７１に進む。
【０３３８】
　Ｓ５７１では、第１の投入コインストッパ１２１を開放状態とすることにより、投入コ
イン保持部１２０で保持しているビジタコイン５を排出して返却し、Ｓ５５４に進む。即
ちビジタコイン５は、記憶端数額がある場合，オンライン残額有りフラグが記録されてい
る場合，及びが記録されている場合において返却される。
【０３３９】
　ここで、投入コイン保持部１２０で保持されているビジタコイン５は、オフライン状態
において貨幣を受付けて玉貸しを行った結果、記憶残額および記憶端数額がともに０とな
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り（図１５のＳ５２３でＹＥＳ）、オンライン残有りフラグが記録されていない場合や、
オフライン状態において玉貸操作に応じて玉貸しを行った結果、記憶残額が０となった場
合（この場合、記憶残額＝管理残額＝０なのでオンライン残有りフラグは記録されていな
い）に、収納通路１３１に回収される。したがって、返却操作を受付けた時点で投入コイ
ン保持部１２０にビジタコイン５が保持されていれば、記憶残額や記憶端数額が０であっ
ても、必ずオンライン残有りフラグが記録されているので、図１６においてはオンライン
残有りフラグが記録されているか否かの判定は行われることなく、必ずビジタコイン５が
排出される。
【０３４０】
　このように、オフライン状態にある玉貸ユニット２０で、貨幣が受け付けられてオフラ
イン一発貸しが行われた結果として端数額が発生し、該端数額を使用した玉貸処理が行わ
れた結果として当該端数額が零になった場合において、オンライン残額有りフラグが該ビ
ジタコイン５に記録されていることを条件として、当該ビジタコイン５が排出されるので
、管理残額があるビジタコイン５を遊技者に確実に返却できる一方で、管理残額が無く本
来返却する必要のないビジタコイン５の無駄な返却を防止できる。
【０３４１】
　以上のように、玉貸ユニット２０は、返却操作を受付けたときに、記憶残額が０でない
場合（図１７のＳ５４２でＮＯ、図１８のＳ５６１でＮＯ）には、収納コイン保持部１４
０または投入コイン保持部１２０で保持されている、オフライン消費情報が記録されたビ
ジタコイン５を、記録媒体排出手段を構成する制御部２１により排出する。
【０３４２】
　前記Ｓ５６０でビジタコイン５を受付中でない（ＮＯ），即ち会員カード４を受付中で
あると判定された場合には、記憶残額が０であるか否かを判断する（Ｓ９６０）。記憶残
額が０である（ＹＥＳ）の場合、Ｓ９６５に進む。一方、記憶残額が０でない（ＮＯ）の
場合、演算方式を決定し（Ｓ９６１）、決定した演算方式で記憶残額が演算されるような
元データを前述した方法で算出する（Ｓ９６２）。そして、カード保持部１９１で保持し
ている会員カード４に、算出した基準データ、乗算データ、除算データ、加算データから
なる元データおよび演算方式フラグを記録し（Ｓ９６３）、制御部２１のＲＡＭで記憶し
ている記憶残額を消去する（Ｓ５８１）。
【０３４３】
　Ｓ９６５では、オフライン消費額が零であるか否かを判定する。このＳ９６５でオフラ
イン消費額が零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ５８２に進む。一方、Ｓ９６
５でオフライン消費額が零でない（ＮＯ）と判定された場合には、オフライン時基準金額
からオフライン消費額を減算してオフライン消費情報を算出し（Ｓ９６６）、カード保持
部１９１で保持している会員カード４に、算出したオフライン消費情報を記録し（Ｓ９６
７）、制御部２１のＲＡＭで記憶しているオフライン消費額を消去し（Ｓ９６８）、Ｓ５
８２に進む。
【０３４４】
　Ｓ５８２では、記憶端数額が零であるか否かを判定する。このＳ５８２で記憶端数額が
零である（ＹＥＳ）と判定された場合には、カード保持部１９１で保持している会員カー
ド４に記録されているオフライン端数額を消去して（Ｓ５８３）、該会員カード４を返却
する（Ｓ５８６）。一方、Ｓ５８４で記憶端数額が零でない（ＮＯ）と判定された場合に
は、該会員カード４に該記憶端数額をオフライン端数額として記録し（Ｓ５８４）、制御
部２１のＲＡＭで記憶している該記憶端数額を消去して（Ｓ５８５）、該会員カード４を
返却し（Ｓ５８６）、Ｓ５５４に進む。即ち会員カード４は、返却操作を受け付けると、
常に返却される。
【０３４５】
　以上に説明した遊技用システム１によれば、貸与処理に使用された使用額に対応する消
費税額を徴収する場合に、オフライン状態の玉貸ユニット２０が貨幣を受け付けたときに
、受付貨幣額から、予め定められた単位使用額と該単位使用額に対応する間接税額との合
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算額である税込単位額の整数倍に相当する貸与対象額を特定し、該特定した貸与対象額分
の遊技媒体を貸与するための貨幣貸与処理（いわゆるオフライン一発貸し）を行うように
しても、該貨幣貸与処理によって発生する端数額が記録媒体に記録されて排出される（Ｓ
５５０，Ｓ５５２、Ｓ５８４，Ｓ５８６）。そして前記図９に示すように、該記録媒体が
オンライン状態の玉貸ユニット２０において受け付けられることで、管理装置５０におい
て該記録媒体の端数額が管理残額に加算されて遊技媒体の貸与に使用可能となることによ
り、該端数額を処理するための釣銭払出機能や追加入金機能を玉貸ユニット２０に設ける
必要がないので、玉貸ユニット２０のコストが上昇することがない。また、オフライン端
数額を精算することなく遊技に使用することができるので、遊技者の利便性が向上する。
【０３４６】
　次に図２０は、予定残額通知の受信前にオフライン状態となった玉貸ユニット２０にお
いて貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、オフライ
ン端数額（ここでは５５円）が記録されている記録媒体を受け付けると（Ｓ２０１）、前
述の如く、前記Ｓ２０２以下の処理を行い、管理装置５０は、当該記録媒体の記録媒体Ｉ
Ｄと対応付けて該オフライン端数額を記憶して（Ｓ２１２，又はＳ２７７）、該記録媒体
ＩＤに対応付けて管理されている管理残額と前記オフライン端数額との合算額を含む予定
残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ２４１）。
【０３４７】
　この予定残額通知を玉貸ユニット２０が受信する前にオフライン状態が発生すると、通
番が一致し、記録媒体にオフライン端数額が記録されており、管理装置５０においてオフ
ライン端数額が未加算の状態で記憶されている（即ち挿入処理中である）状態になる。
【０３４８】
　この状態で玉貸ユニット２０が貨幣（ここでは１０００円）を受け付けると、前述した
第２の貸与対象額特定処理により、記憶端数額（５５円）＋受付貨幣額（１０００円）か
ら貸与対象額（１０５０円）と端数額（５円）を特定し、遊技者の操作によることなく、
該特定した貸与対象額分の玉貸処理であるオフライン一発貸しを行い、制御部２１のＲＡ
Ｍで記憶している記憶端数額を該特定した端数額に更新する。即ち記録媒体に記録されて
いるオフライン端数額から５０円が消費されて、該オフライン端数額が５円になり、管理
装置５０で記憶されているオフライン端数額である５５円と異なることになる。
【０３４９】
　この場合には、オンライン状態にある玉貸ユニット２０において当該記録媒体が受け付
けられると、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ２０４でＮＯ，Ｓ２０６でＹＥＳと判定され、Ｓ２０
８で前記記憶されているオフライン端数額（５５円）が消去され、Ｓ２１２で前記挿入通
知に含まれるオフライン端数額（５円）が記憶される。そして該記憶されたオフライン端
数額（５円）は、Ｓ２４８で管理残額に対して加算される。従って、オフライン状態とな
った後に引き続き遊技を続けた場合であっても、オンライン状態の玉貸ユニット２０に当
該記録媒体を挿入することで、残額が確定される。
【０３５０】
　このように、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信する前にオフライン状態となった
場合であっても、その後、オフライン状態となった玉貸ユニット２０で継続して遊技を行
うことが可能であり、さらに、オンライン状態の玉貸ユニット２０に当該記録媒体を挿入
して遊技を行うことが可能であるため、遊技者に極力迷惑をかけないようにすることがで
きる。
【０３５１】
　次に図２１は、端数額消去通知の送信後にオフライン状態となった玉貸ユニット２０に
おいて貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。玉貸ユニット２０は、オフラ
イン端数額（ここでは５５円）が記録されている記録媒体を受け付けると（Ｓ２０１）、
前述の如く、前記Ｓ２０２以下の処理を行い、管理装置５０は、当該記録媒体の記録媒体
ＩＤと対応付けて該オフライン端数額を記憶して（Ｓ２１２，又はＳ２７７）、該記録媒
体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額と前記オフライン端数額との合算額を含む予
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定残額通知を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ２４１）。
【０３５２】
　この予定残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、前記記録媒体に記録されているオフ
ライン端数額を消去し（Ｓ２４４）、該記録媒体の通番に１を加算して更新し（Ｓ２４５
）、端数額消去通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ２４６）。この端数額消去通知
を玉貸ユニット２０が送信し管理装置５０が受信する前にオフライン状態が発生すると、
通番が一致せず、管理装置５０においてオフライン端数額が未加算の状態で記憶されてお
り（即ち挿入処理中であり）、記録媒体のオフライン端数額が消去されている状態になる
。
【０３５３】
　この状態で玉貸ユニット２０が貨幣（ここでは５００円）を受け付けると、前述した第
１の貸与対象額特定処理により、受付貨幣額（５００円）から貸与対象額（４２０円）と
端数額（８０円）を特定し、遊技者の操作によることなく、該特定した貸与対象額分の玉
貸処理であるオフライン一発貸しを行い、該特定した端数額を制御部２１のＲＡＭで記憶
する。ここで記憶されたオフライン端数額は、管理装置５０で記憶されているオフライン
端数額が管理残額に対して加算された後に、さらに加算されるべきものである。
【０３５４】
　この場合には、オンライン状態にある玉貸ユニット２０において当該記録媒体が受け付
けられると、Ｓ２０３でＮＯ，Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３でＹＥＳと判定され、Ｓ２６５
で前記記憶されているオフライン端数額（５５円）が管理残額に対して加算されて消去さ
れ、Ｓ２７７で前記挿入通知に含まれるオフライン端数額（８０円）が記憶される。そし
て該記憶されたオフライン端数額（８０円）は、Ｓ２４８で管理残額に対して加算される
。従って、オフライン状態となった後に引き続き遊技を続けた場合であっても、オンライ
ン状態の玉貸ユニット２０に当該記録媒体を挿入することで、残額が確定される。
【０３５５】
　このように、玉貸ユニット２０が端数額消去通知を送信した後、管理装置５０が該端数
額消去通知を受信する前にオフライン状態となった場合であっても、その後、オフライン
状態となった玉貸ユニット２０で継続して遊技を行うことが可能であり、さらに、オンラ
イン状態の玉貸ユニット２０に当該記録媒体を挿入して遊技を行うことが可能であるため
、遊技者に極力迷惑をかけないようにすることができる。
【０３５６】
　ここで、本発明のように、記録媒体に通番を記録している場合に生じる効果について、
例を挙げて説明する。本例のように、オフライン端数額を含む挿入通知を受信した管理装
置５０で、オフライン端数額を一旦記憶して、予定残額通知を玉貸ユニット２０に対して
返信し、該予定残額通知を受信した玉貸ユニット２０で、記録媒体に記録されているオフ
ライン端数額を消去した後に、端数額消去通知を管理装置５０に対して送信し、該端数額
消去通知を受信した管理装置５０で、オフライン端数額を管理残額に加算するように構成
した場合、予定残額通知の送信後にオフライン状態が発生すると、従来技術（特開２００
０－１４８６８３）を使用しても、当該オフライン状態が発生した玉貸ユニット２０がオ
ンライン状態に復帰するまでは、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信したか否か，即
ち記録媒体に記録されているオフライン端数額の消去が行われたか否かを、管理装置５０
側では特定不可能である。
【０３５７】
　そのため、当該オフライン状態の玉貸ユニット２０から排出された記録媒体が他のオン
ライン状態の玉貸ユニット２０に受け付けられ、該記録媒体に記録されているオフライン
端数額を含む挿入通知が送信されたときに、当該オフライン端数額が、前回の予定残額通
知に応じて一旦消去された後にオフライン一発貸しにより新たに発生したものか、一旦消
去されることなく残存しているもの（あるいは残存した端数額の一部がオフライン状態の
玉貸ユニット２０で使用された後の値）かを、管理装置５０側において特定できない。つ
まり、記憶しているオフライン端数額に加えて今回のオフライン端数額を管理残額に加算
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すべきか、記憶しているオフライン端数額を消去して今回のオフライン端数額のみを管理
残額に加算すべきかを特定することができない。このときに、一律にオフライン端数額を
消去したり管理残額に加算したりすると、遊技者あるいは遊技場が損をしてしまうし、ま
た、前記オフライン状態の玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するまで一律に記録
媒体の残額の使用を許可しない（例えば記録媒体の返却禁止，又は返却は可能であるがオ
フライン状態の玉貸ユニット２０から排出された事を特定可能な情報（例えばオフライン
時排出フラグ）を記録して、他の玉貸ユニット２０や精算装置６０で使用不可能とする処
理を行う）ようにすると、遊技者に迷惑がかかる。
【０３５８】
　そこで本発明のように、記録媒体に通番を記録すると共に、管理装置５０で記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けられた通番を管理するようにしておき、玉貸ユニット２０でオフライン端数
額の消去を行ったときに記録通番を更新し、管理装置５０でオフライン端数額の加算・消
去を行ったときに管理通番を更新することで、通番が一致しないときには、図２１に示し
たように、記録媒体に記録されているオフライン端数額の消去が行われたことを特定して
、記憶しているオフライン端数額を管理残額に加算し、通番が一致するときには、図２０
に示したように、記録媒体に記録されているオフライン端数額の消去が行われていないこ
とを特定して、記憶しているオフライン端数額を消去することで、残額を確定することが
できる。そのため、遊技者又は遊技場が損害を被ることがなく、またオフライン状態とな
った玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰するのを待つことなく、他の玉貸ユニット
２０での使用や精算装置６０での精算を行うことができ、遊技者に迷惑がかからない。
【０３５９】
　例えば図２０に示したように、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信する前にオフラ
イン状態となった後に、オフライン一発貸しが行われて、オフライン端数額が消費された
ときにも、通番が一致していることから、記録媒体に記録されているオフライン端数額が
消去されていない旨を特定して、記憶しているオフライン端数額を消去し、消費後のオフ
ライン端数額を新たに記憶するので、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信する前にオ
フライン状態となり、オフライン一発貸しが行われても、オンライン状態の玉貸ユニット
２０に当該記録媒体を挿入することで、残額が確定される。
【０３６０】
　さらに図２１に示したように、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信した後にオフラ
イン状態となった後に、オフライン一発貸しが行われて、オフライン端数額が生じたとき
にも、通番が不一致であることから、記録媒体に記録されているオフライン端数額が消去
されている旨を特定して、記憶しているオフライン端数額を管理残額に加算し、新たなオ
フライン端数額を記憶するので、玉貸ユニット２０が予定残額通知を受信した後にオフラ
イン状態となり、オフライン一発貸しが行われても、オンライン状態の玉貸ユニット２０
に当該記録媒体を挿入することで、残額が確定される。なお、以上のような効果は、オフ
ライン端数額だけでなく、挿入通知に含まれるオフライン消費情報に基づくオフライン消
費額の減算補正および挿入通知に含まれるオフライン精算情報に基づくオフライン精算額
の減算補正についても同様である。
【０３６１】
　次に図２２は、玉貸ユニット２０とのオンライン状態への復帰を検出した場合の処理の
一例を表す図である。管理装置５０は、前記通信可否検知手段によりオンライン状態への
復帰を検出すると（Ｓ６０１）、開始要求を玉貸ユニット２０に対して送信する（Ｓ６０
２）。該開始要求を受信した玉貸ユニット２０は、記憶端数額をオフライン端数額として
記録媒体（即ち会員カード４又はビジタコイン５を受け付けていない場合には収納コイン
保持部１４０で保持しているビジタコイン５，会員カード４を受け付けている場合にはカ
ード保持部１９１で保持している会員カード４，ビジタコイン５を受け付けている場合に
は投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５）に記録すると共に（Ｓ６０３
）、該記憶端数額を消去し（Ｓ６０４）、オフライン時基準金額からオフライン消費額を
減算してオフライン消費情報を算出し（Ｓ６１１）、算出したオフライン消費情報を前記
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記録媒体に記録し（Ｓ６１２）、制御部２１のＲＡＭで記憶しているオフライン消費額を
消去し、開始応答を管理装置５０に対して返信する（Ｓ６０５）。そして該記録媒体の記
録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン端数額，オフライン精算情報，通番，及び
装置ＩＤを含むオンライン復帰通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ６０６）。この
オンライン復帰通知は、前記挿入通知と同等のものであるため、該オンライン復帰通知を
受信した管理装置５０は、図９～図１１で説明したＳ２０３以下で前記挿入通知を受信し
た場合と同様の処理を行う。ただし、図１０に示したＳ２４０以下の処理は、図２３に示
すＳ２４０以下の処理に置き換わるものとする。また、当該オンライン復帰通知を挿入通
知と同様に扱い、図９～図１１の説明において、挿入通知をオンライン復帰通知と読み替
えるものとする。以下、図２２について説明する。
【０３６２】
　Ｓ２４０では、オンライン復帰通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応づけて該オンライン
復帰通知に含まれる装置ＩＤ、即ち玉貸ユニット２０の装置ＩＤを記憶し、該記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けて管理されている管理残額とオフライン端数額とを加算した額からオフライ
ン消費額とオフライン精算額とを減算した合算額を含む予定残額通知を玉貸ユニット２０
に対して送信する（Ｓ２４１）。
【０３６３】
　Ｓ２４１の予定残額通知を受信した玉貸ユニット２０は、該予定残額通知に含まれる合
算額を残額として制御部２１のＲＡＭで記憶し（Ｓ２４２）、記録媒体（即ち会員カード
４を受け付けている場合にはカード保持部１９１で保持している会員カード４，ビジタコ
イン５を受け付けている場合には投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５
、会員カード４もビジタコイン５も受付けていない場合には収納コイン保持部１４０で保
持しているビジタコイン５）に記録されているオフライン消費情報を消去すると共に（Ｓ
２４３）、該記録媒体に記録されているオフライン精算情報を消去し（Ｓ２４３ａ）、該
記録媒体に記録されているオフライン端数額を消去し（Ｓ２４４）、該記録媒体の通番に
１を加算して更新し（Ｓ２４５）、前記記録媒体ＩＤを含む端数額消去通知を管理装置５
０に対して送信して（Ｓ２４６）、Ｓ２４９に進む。
【０３６４】
　Ｓ２４６の端数額消去通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、前
記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対応付
けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン消費額を消去して（Ｓ２４７）、
前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに対応
付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン精算額を消去する（Ｓ２４７ａ
）。
【０３６５】
　そして、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオ
フライン端数額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額に対して加算し、
該オフライン端数額を消去して（Ｓ２４８）、前記残額管理ＤＢにおいて、該端数額消去
通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算して更新し（Ｓ２２７）、
該記録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入処理済に更新する（Ｓ２２８）。これにより
、オフライン状態であった玉貸ユニット２０がオンライン状態になると、受け付けられて
いる記録媒体に記録されている記録媒体ＩＤとオフライン状態中のオフライン端数額、オ
フライン消費情報およびオフライン精算情報（収納コイン保持部１４０のビジタコイン５
の場合）とを含む挿入通知が管理装置５０に対して送信され、該オフライン端数額と管理
残額との合算額を特定可能な予定残額通知が管理装置５０から送信されてきて、該合算額
が玉貸処理に使用可能となるので、入金残額を精算しなくても良く、遊技者の利便性が向
上する。
【０３６６】
　また、Ｓ２４６で端数額消去通知を送信した玉貸ユニット２０は、玉貸処理中であるか
否かを判定する（Ｓ２４９）。玉貸処理中である（ＹＥＳ）と判定された場合、玉貸処理
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が終了したか否かを判定する（Ｓ２４９ａ）。終了していなければＳ２４９ａの処理を繰
返す。一方、Ｓ２４９で玉貸処理中でない（ＮＯ）と判定した場合、または、Ｓ２４９ａ
で玉貸処理が終了した（ＹＥＳ）と判定した場合、記憶残額を残額表示器２５に表示する
と共に、該記憶残額に基づく残度数を残度数表示器１４に表示して（Ｓ２２５）、玉貸操
作，貨幣受付，又は返却操作を待機する状態となる（Ｓ２２６）。つまり、オンライン復
帰時に玉貸処理中であっても、オンライン復帰通知の送信等の処理は行い、玉貸処理終了
後に、記憶残額および残度数を表示し、玉貸操作などを受付可能な状態とされる。
【０３６７】
　これによれば、管理装置５０と通信できないオフライン状態で玉貸ユニット２０が貨幣
を受け付けてオフライン一発貸しまたは記憶残額で玉貸しを行った後にオンライン状態に
復帰すると、遊技者の操作によらずに、オフライン端数額とオフライン消費情報とオフラ
イン精算情報と記録媒体ＩＤとを含むオンライン復帰通知が管理装置５０に対して送信さ
れ、該オフライン端数額と管理残額とを加算した額からオフライン消費額とオフライン精
算額とを減算した合算額を特定可能な予定残額通知（図１０のＳ２４１）が管理装置５０
から送信されてきて、該合算額が玉貸処理に使用可能となるので（同Ｓ２２６）、遊技者
に手間をかけることなく、管理残額が使用可能となる。しかも、オフライン玉貸処理中に
も供給通知等を行うので、オフライン玉貸終了後にすぐ管理残額を使用可能となり、遊技
者を待たせることがない。
【０３６８】
　また管理装置５０におけるオンライン復帰通知の受信に基づいて、該オンライン復帰通
知に含まれるオフライン端数額、オフライン消費額およびオフライン精算額が記憶され（
図９のＳ２１２，Ｓ２１９，Ｓ２３７、図１１のＳ２７７，Ｓ２８４，Ｓ２９７）、玉貸
ユニット２０における予定残額通知の受信に基づいて（図２２のＳ２４１）、記録媒体に
記録されている通番が更新されると共に（同Ｓ２４５）、管理装置５０における端数額消
去通知の受信に基づいて（同Ｓ２４６）、記録媒体ＩＤに対応付けられた通番が更新され
（同Ｓ２２７）、オンライン復帰通知に含まれる記録媒体の通番と前記記録媒体ＩＤに対
応付けられた通番とが一致していなければ、管理残額に対してオフライン端数額が加算さ
れ（図１１のＳ２６５）、管理残額からオフライン消費額が減算され（図１１のＳ２６４
）、管理残額からオフライン精算額が減算される（図１１のＳ２６４ａ）のでオンライン
状態への復帰に伴う処理の途中にオフライン状態が再び発生した場合にも、正確な残額を
確定することができる。
【０３６９】
　次に図２４は、オンライン状態において精算装置６０において記録媒体を受け付けた場
合の処理の一例を表す図である。精算装置６０は、記録媒体（会員カード４又はビジタコ
イン５）を受け付けると（Ｓ７０１）、該受け付けた記録媒体の記録情報を読み取り、該
読み取った記録情報に含まれるオフライン端数額が税込単位額未満であるか否かを判定す
る（Ｓａ７０１）。このＳａ７０１でが税込単位額未満でない（ＮＯ）と判定された場合
には、エラー処理として、図５（ｂ）のＤ５に示す画面をディスプレイ６３に表示する。
このように、記録媒体に記録されているオフライン端数額が予め定められた所定の金額（
ここでは税込単位額）未満であることを条件としてオフライン端数額の精算が行われるこ
とにより、記録情報が改ざんされた記録媒体により不正に精算が行われたとしても前記所
定の金額未満の貨幣しか払い出されないので、不正による被害を最小限に抑えることがで
きる。一方、Ｓａ７０１でオフライン端数額が税込単位額未満である（ＹＥＳ）と判定さ
れた場合には、前記読み取った記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン端数額，
オフライン精算情報，通番，及び当該精算装置６０の装置ＩＤを含む精算要求を管理装置
５０に対して送信する（Ｓ７０２）。
【０３７０】
　Ｓ７０２の精算要求を受信した管理装置５０は、当該精算要求を挿入通知と同様に扱い
、図９～図１１で説明したＳ２０３以下と同様の処理を実施する。ただし、図１０に示し
たＳ２２０以下の処理，及びＳ２４０以下の処理は、図２５に示すＳ２２０以下の処理，
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及びＳ２４０以下の処理に、それぞれ置き換わるものとする。また図９～図１１の説明に
おいて、玉貸ユニット２０を精算装置６０，挿入通知を精算要求と、それぞれ読み替える
ものとする。以下、図２５について説明する。
【０３７１】
　Ｓ２２０では、精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて該精算要求に含まれる装
置ＩＤ、即ち精算装置６０の装置ＩＤを記憶し、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理されて
いる管理残額を含む精算許諾情報を精算装置６０に対して送信する（Ｓ２２１ａ）。
【０３７２】
　Ｓ２２１ａの精算許諾情報を受信した精算装置６０は、図５（ｂ）のＤ２に示す画面を
ディスプレイ６３に表示して、精算，又は返却操作を待機する状態となる（２２２ａ）。
そして、受け付けている記録媒体の通番に１を加算して更新し（Ｓ２２３）、該記録媒体
の記録媒体ＩＤを含む精算許諾情報受信通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ２２４
ａ）。
【０３７３】
　Ｓ２２４ａの精算許諾情報受信通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにお
いて、該精算許諾情報受信通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算
して更新し（Ｓ２２７）、該記録媒体ＩＤに対応するステータスを挿入処理済に更新する
（Ｓ２２８）。
【０３７４】
　またＳ２４０では、精算要求に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて該精算要求に含まれ
る装置ＩＤ、即ち精算装置６０の装置ＩＤを記憶し、該記録媒体ＩＤに対応付けて管理さ
れている管理残額と前記オフライン端数額とを加算した額からオフライン消費額とオフラ
イン精算額とを減算した合算額を含む精算許諾情報を精算装置６０に対して送信する（Ｓ
２４１ａ）。
【０３７５】
　Ｓ２４１ａの精算許諾情報を受信した精算装置６０は、図５（ｂ）のＤ２に示す画面を
ディスプレイ６３に表示して、精算，又は返却操作を待機する状態となる（２４２ａ）。
そして受け付けている記録媒体に記録されているオフライン消費情報を消去すると共に（
Ｓ２４３）、該記録媒体に記録されているオフライン精算情報を消去し（Ｓ２４３ａ）、
該記録媒体に記録されているオフライン端数額を消去し（Ｓ２４４）、該記録媒体の通番
に１を加算して更新し（Ｓ２４５）、該記録媒体の記録媒体ＩＤを含む端数額消去通知を
管理装置５０に対して送信する（Ｓ２４６ａ）。
【０３７６】
　Ｓ２４６ａの端数額消去通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、
前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン消費額を該記録媒体ＩＤに対応
付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン消費額を消去して（Ｓ２４７）
、前記記録媒体ＩＤに対応付けて記憶されているオフライン精算額を該記録媒体ＩＤに対
応付けて管理されている管理残額から減算し、該オフライン精算額を消去して（Ｓ２４７
ａ）、Ｓ２４８に進む。
【０３７７】
　Ｓ２４７の処理を行った管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、前記記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けて記憶されているオフライン端数額を該記録媒体ＩＤに対応付けて管理され
ている管理残額に対して加算し、該オフライン端数額を消去して（Ｓ２４８）、前記Ｓ２
２７に進む。これにより、オフライン状態にあった玉貸ユニット２０で発生したオフライ
ン端数額、オフライン消費情報およびオフライン精算情報が記録された記録媒体を、オン
ライン状態にある精算装置６０に挿入することで、該オフライン端数額が管理残額に加算
され、管理残額から該オフライン消費情報に基づくオフライン消費額および該オフライン
精算情報に基づくオフライン精算額が減算され、該オフライン端数額と管理残額とを加算
した額からオフライン消費額およびオフライン精算額を減算した合算値を１回で精算でき
るようになるので、遊技者の利便性が向上する。
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【０３７８】
　次に図２６は、精算操作又は返却操作の待機状態（図２５のＳ２２２ａ又はＳ２４２ａ
であり、図５（ｂ）のＤ５が表示されている状態）にある精算装置６０において精算操作
（「精算」ボタンの操作）又は返却操作（「キャンセル」ボタンの操作）を受け付けた場
合の処理の一例を表す図である。
【０３７９】
　精算装置６０が精算操作を受け付けると（Ｓ７８０）、受信した精算許諾情報に含まれ
る金額（管理残額又は合算額）である許諾額分の貨幣を払い出し（Ｓ７８１）、記録媒体
の通番に１を加算して更新し（Ｓ７８２）、受け付けている記録媒体の記録媒体ＩＤを含
む精算完了通知を管理装置５０に対して送信する（Ｓ７８３）。
【０３８０】
　Ｓ７８３の精算完了通知を受信した管理装置５０は、前記残額管理ＤＢにおいて、該精
算完了通知に含まれる記録媒体ＩＤに対応付けて管理されている管理残額を消去し（Ｓ７
８４）、該記録媒体ＩＤに対応付けられた通番に１を加算して更新し（Ｓ７８５）、該記
録媒体ＩＤに対応するステータスを精算処理済に更新し（Ｓ７８６）、残額消去完了通知
を精算装置６０に対して送信する（Ｓ７８７）。
【０３８１】
　Ｓ７８７の残額消去完了通知を受信した精算装置６０は、ビジタコイン５を受付中であ
るか否かを判定する（Ｓ７８９）。このＳ７８９でビジタコイン５を受付中でない（ＮＯ
）、即ち会員カード４を受付中であると判定された場合には、カード保持部１９１で保持
している該会員カード４を返却して、記録媒体の受付を待機する（Ｓ７９２）。一方、Ｓ
７８９でビジタコイン５を受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合には、投入コイン保
持部１２０で保持しているビジタコイン５に記録されているオンライン残額有りフラグを
消去し（Ｓ７９０）、第２の投入コインストッパ１２２を開放状態とすることにより、該
ビジタコイン５を収納通路１３１及び排出通路１３２を介してコイン回収部６６に回収し
て（Ｓ７９１）、記録媒体の受付を待機する（Ｓ７９２）。
【０３８２】
　なお精算装置６０が返却操作を受け付けると（Ｓ７９５）、会員カード４を受け付けて
いる場合には、カード保持部１９１で保持している該会員カード４を返却して（Ｓ７９６
）、記録媒体の受付を待機し（Ｓ７９２）、ビジタコイン５を受け付けている場合には、
第１の投入コインストッパ１２１を開放状態とすることにより、投入コイン保持部１２０
で保持している該ビジタコイン５を投入コイン排出通路１６０を介してコイン排出口１１
２に排出して返却し（Ｓ７９６）、記録媒体の受付を待機する（Ｓ７９２）。
【０３８３】
　次に図２７は、精算装置６０においてオフライン状態の発生を検出した場合の処理の一
例を表す図である。精算装置６０は、前記通信可否検知手段によりオフライン状態の発生
を検出すると（Ｓ８００）、前記オフライン状態の発生を検出したのが前記Ｓ７０１の記
録媒体受付後であるか否か，具体的には制御部６２のＲＡＭで記憶している処理状態が「
記録媒体受付」であるか否かを判定する（Ｓ８４１）。このＳ８４１で記録媒体受付後で
ある（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記Ｓ２２１ａ又はＳ２４１ａの精算許諾情報を
受信済であるか否かを判定する（Ｓ８４２）。
【０３８４】
　このＳ８４２でＳ２２１ａの精算許諾情報を受信済でない（ＮＯ）と判定された場合に
は、Ｓ８７１に進む。またＳ８４２でＳ２４１ａの精算許諾情報を受信済である（ＹＥＳ
）と判定された場合には、Ｓ８４３で前記Ｓ２４２ａ～Ｓ２４５の各処理を実行済である
か否かを判定し、いずれかの処理を実行済でなければ（ＮＯ）、Ｓ８４４で該未実行の処
理を実行してＳ８７１に進み、すべての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ８７１に進
む。Ｓ８７１においては、受け付けている記録媒体を返却し、多機能ランプ２４を赤色で
点滅させる等によりオフライン検出を遊技場の店員に報知し（Ｓ８７２）、Ｓ８７３で店
員によるオフライン移行操作がされたか否かを判定する。オフライン移行操作がされた（
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ＹＥＳ）と判定された場合、Ｓ８７４で記録媒体の受付を待機する状態となる。
【０３８５】
　なお、オフライン移行操作は、例えば、精算装置６０の前面扉を鍵で開放し、その扉の
裏側にある操作パネルで暗証番号を入力する操作であり、入力された暗証番号を照合して
一致した場合に、オフライン状態で精算ができる（オフライン精算処理を許容する）オフ
ラインモードに移行する。
【０３８６】
　なおＳ２４１ａの精算許諾情報を受信済である場合には、管理装置５０が端数額消去通
知を受信する前にオフライン状態が発生した場合と、該端数額消去通知を受信した後にオ
フライン状態が発生した場合とが含まれる。ここで前者の、端数額消去通知を受信する前
にオフライン状態が発生した場合には、通番が一致せず、管理装置５０においてオフライ
ン端数額が未加算でオフライン消費額およびオフライン精算額が未減算の状態で記憶され
ており（即ち挿入処理中であり）、記録媒体のオフライン端数額、オフライン消費情報お
よびオフライン精算情報が消去されている状態になる。従って、オンライン状態にある玉
貸ユニット２０又は精算装置６０で当該記録媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＮＯ，
Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３でＹＥＳと判定されて、Ｓ２６４以下の処理が行われる。
【０３８７】
　前記Ｓ８４２で精算許諾情報を受信済でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ８７１
に進む。
【０３８８】
　前記Ｓ８４１で記録媒体受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記オフライン
状態の発生を検出したのが前記Ｓ７８０の精算操作受付後であるか否か，具体的には制御
部６２のＲＡＭで記憶している処理状態が「精算操作受付」であるか否かを判定する（Ｓ
８５１）。このＳ８５１で精算操作受付後である（ＹＥＳ）と判定された場合には、前記
Ｓ７８７の残額消去完了通知を受信済であるか否かを判定する（Ｓ８５２）。
【０３８９】
　このＳ８５２で残額消去完了通知を受信済である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ
８５６で前記Ｓ７８９～Ｓ７９１の各処理を実行済であるか否かを判定し、いずれかの処
理を実行済でなければ（ＮＯ）、Ｓ８５７で該未実行の処理を実行してＳ８７２に進み、
すべての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ８７２に進む。
【０３９０】
　前記Ｓ８５２で残額消去完了通知を受信済でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ８
５３で前記Ｓ７８１～Ｓ７８２の各処理を実行済であるか否かを判定し、いずれかの処理
を実行済でなければ（ＮＯ）、Ｓ８５４で該未実行の処理を実行して、Ｓ８７１に進み、
すべての処理を実行済であれば（ＹＥＳ）、Ｓ８７１に進む。
【０３９１】
　この残額消去完了通知を受信済でない場合には、管理装置５０が精算完了通知を受信す
る前にオフライン状態が発生した場合と、該精算完了通知を受信した後にオフライン状態
が発生した場合とが含まれる。ここで前者の、精算完了通知を受信する前にオフライン状
態が発生した場合には、通番が一致せず、入金処理中，又は挿入処理中のいずれでもなく
、精算装置６０の装置ＩＤが記憶されている状態となる。従って、オンライン状態にある
玉貸ユニット２０又は精算装置６０で当該記録媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＮＯ
，Ｓ２６１でＮＯ，Ｓ２６３でＮＯ，Ｓ２６６でＮＯと判定されて、Ｓ２６７以下の処理
が行われる。また後者の、残額消去完了通知を受信した後にオフライン状態が発生した場
合には、通番が一致し、精算処理済の状態となる。従って、オンライン状態にある玉貸ユ
ニット２０又は精算装置６０で当該記録媒体が受け付けられると、Ｓ２０３でＹＥＳ，Ｓ
２０４でＮＯ，Ｓ２０６でＮＯ，Ｓ２１０でＹＥＳと判定されて、Ｓ２２０以下の処理が
行われる。
【０３９２】
　前記Ｓ８５１で精算操作受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、前記オフライン



(74) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

状態の発生を検出したのが前記Ｓ７９５の返却操作受付後であるか否か，具体的には制御
部６２のＲＡＭで記憶している処理状態が「返却操作受付」であるか否かを判定する（Ｓ
８６１）。このＳ８６１で返却操作受付後である（ＹＥＳ）と判定された場合には、Ｓ８
７１に進み、返却操作受付後でない（ＮＯ）と判定された場合には、Ｓ８７２に進む。
【０３９３】
　次に、図２８は、管理装置５０とオフライン状態である精算装置６０において記録媒体
を受け付けた場合，精算操作を受け付けた場合，及び返却操作を受け付けた場合の処理の
一例を表す図である。精算装置６０は、オフライン状態において記録媒体受付を待機して
いる状態で、記録媒体（会員カード４又はビジタコイン５）を受け付けると（Ｓ９０１）
、該受け付けた記録媒体の記録情報を読み取り、該読み取った記録媒体ＩＤが、図６（ｂ
）の精算ＤＢに記録されているか否かを判定する（Ｓ９０２）。つまり、受け付けた記録
媒体がオフライン精算済の記録媒体であるか否かを判定する。オフライン精算済の記録媒
体である（ＹＥＳ）と判定された場合、エラー処理を行う。
【０３９４】
　一方、受け付けた記録媒体がオフライン精算済の記録媒体でない（ＮＯ）と判定された
場合、Ｓ９０３で、オフライン端数額が税込単位額未満であるか否かを判定する。オフラ
イン端数額が税込単位額未満でない（ＮＯ）と判定された場合、エラー処理を行う。
【０３９５】
　一方、オフライン端数額が税込単位額未満である（ＹＥＳ）と判定された場合、Ｓ９０
４で、現在の時刻が精算可能時間帯に含まれるか否かを判定する。なお、精算可能時間は
、センタ管理装置８０において、設定されて（例えば、遊技場の営業時間が含まれる９：
００～２４：００という時間帯に設定される）、管理装置５０を経由して精算装置６０に
配信され、精算装置６０の制御部６２は、配信された精算可能時間帯の設定の入力を受付
けて、精算可能時間帯をＲＡＭに記憶する。現在の時刻が精算可能時間帯に含まれない（
ＮＯ）と判定された場合、エラー処理を行う。一方、現在の時刻が精算可能時間帯に含ま
れる（ＹＥＳ）と判定された場合、受け付けられた記録媒体（会員カード４，ビジタコイ
ン５）に記録された演算方式フラグから演算方式を特定し（Ｓ９０５）、特定した演算方
式に従って、前記記録媒体に記録された基準データ，乗算データ，除算データ，加算デー
タから管理残額を算出する（Ｓ９０６）。
【０３９６】
　具体的には、基準データ，乗算データ，除算データ，加算データとしてそれぞれ、ｘ，
ｙ，ｚ，ｗ、演算方式フラグとして「０」が記録されていれば、演算方式は加算優先演算
方式であるので、管理残額ａは、ａ＝（ｙ＋ｘ）×ｚ÷ｗで算出され、演算方式フラグと
して「１」が記録されていれば、演算方式は乗除算優先演算方式であるので、管理残額ａ
は、ａ＝ｙ＋（ｘ×ｚ÷ｗ）で算出される。
【０３９７】
　例えば、ｘ＝１０，ｙ＝９０，ｚ＝１００，ｗ＝２が記録されていて、演算方式が加算
優先演算方式であれば、管理残額ａ＝（９０＋１０）×１００÷２＝５０００円と算出さ
れる。また、ｘ＝５０，ｙ＝５００，ｚ＝９０，ｗ＝１が記録されていて、演算方式が乗
除算優先演算方式であれば、管理残額ａ＝５００＋（５０×９０÷１）＝５０００円と算
出される。
【０３９８】
　そして、算出された管理残額に、前記記録媒体に記録されたオフライン端数額を加算し
た額を表示し（Ｓ９０７）、精算操作，又は返却操作を待機する状態となる（Ｓ９０８）
。
【０３９９】
　また、精算装置６０は、オフライン状態において精算操作受付を待機している状態で、
精算操作を受け付けると（Ｓ９１１）、算出された管理残額に、前記記録媒体に記録され
たオフライン端数額を加算した額の貨幣を払い出し（Ｓ９１４）、オフライン状態におい
て精算が終了した記録媒体であるオフライン精算済記録媒体として、記録媒体ＩＤと、精
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算した管理残額と、精算したオフライン端数額とを対応付けて、図６（ｂ）に示す精算Ｄ
Ｂに記憶し（Ｓ９１５）、オフライン端数額を消去する（Ｓ９１６）。そして、前記記録
媒体にオフライン精算情報を記録する（Ｓ９１６ａ）。具体的には、オフライン精算情報
は、オフライン精算が行われたか否かを示すフラグであり、オフライン精算が行なわれた
場合は「１」とされ、行われていない場合は「０」とされる。このオフライン精算情報が
記録された記録媒体がオンライン状態の玉貸ユニット２０において受付けられると、該記
録媒体の記録媒体ＩＤとオフライン精算情報とを含む挿入通知が管理装置５０に送信され
、管理残額の補正が行われる。
【０４００】
　次に、Ｓ９１７で、ビジタコイン５を受付中であるか否かを判定する。ビジタコイン５
を受付中でない（ＮＯ）、すなわち会員カード４を受付中であると判定された場合には、
カード保持部１９１で保持している該会員カード４を返却して（Ｓ９１７ａ）、記録媒体
の受付を待機する（Ｓ９１９）。一方、ビジタコイン５を受付中である（ＹＥＳ）と判定
された場合には、投入コイン保持部１２０で保持しているビジタコイン５を回収して（Ｓ
９１８）、記録媒体の受付を待機する（Ｓ９１９）。
【０４０１】
　なお、精算装置６０が返却操作を受け付けると（Ｓ９２１）、会員カード４を受け付け
ている場合には、カード保持部１９１で保持している該会員カード４を返却して（Ｓ９２
２）、記録媒体の受付を待機し（Ｓ９１９）、ビジタコイン５を受け付けている場合には
、投入コイン保持部１２０で保持している該ビジタコイン５を排出して返却し（Ｓ９２２
）、記録媒体の受付を待機する（Ｓ９１９）。
【０４０２】
　以上のように、本実施例の精算装置６０は、オフライン精算処理を許容するためのオフ
ライン許容操作として、オフライン移行操作を係員から受付けたことを条件として、オフ
ライン精算処理を行う。また、オフライン精算処理に供された記録媒体の記録媒体ＩＤを
精算済記録媒体ＩＤとして精算済情報記憶手段を構成する精算ＤＢに記憶し、受付けた記
録媒体の記録媒体ＩＤが前記精算済み記録媒体ＩＤと一致するか否かを記録媒体判定手段
を構成する制御部６２により判定し、一致しないと判定したことを条件として、オフライ
ン精算処理を行う。さらに、オフライン精算処理を許容する精算可能時間帯の設定入力を
精算許容時間帯受付手段を構成する通信部６１により受付け、現在の時刻が精算可能時間
帯に属することを条件として、オフライン精算処理を行う。
【０４０３】
　精算装置６０は、オフライン精算処理で精算されたオフライン精算額（具体的には、オ
フラインで精算された額のうち、オフライン端数額を除く管理残額特定情報から特定され
た管理残額）を特定可能なオフライン精算情報として、オフライン精算処理を行った旨を
示すフラグを、オフライン精算情報記録手段を構成する制御部６２および記録媒体Ｒ／Ｗ
１０２により、オフライン精算処理に供された会員カード４またはビジタコイン５に記録
する。
【０４０４】
　ここで、本実施例においては、オフライン精算処理において、受付けた記録媒体の管理
残額特定情報から特定される管理残額の全額を精算するようにされているため、オフライ
ン精算情報として上記フラグを記録している。つまり、管理装置５０は、玉貸ユニット２
０からの挿入通知、供給通知、オンライン復帰通知や精算装置６０からの精算要求を受信
したときに、図９に示すＳ２３３やＳ２３６、図１１に示すＳ２９３やＳ２９６において
、残額管理ＤＢで管理している残額とオフライン消費情報から特定されるオフライン消費
額に基づいてオフライン精算額を特定することができる。具体的には前記各通知や要求に
オフライン精算情報とオフライン消費情報が含まれていれば、管理残額－オフライン消費
額でオフライン精算額が特定され、オフライン精算情報のみが含まれていれば、管理残額
がオフライン精算額として特定される。なお、オフライン精算処理に供された端数額につ
いては、管理装置で管理されることなく記録媒体に記録され、そのままオフライン精算処
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理に供されるので、オフライン精算額に影響を与えることなく無関係に処理される。
【０４０５】
　また、本実施例においては、オフライン消費情報の記録された記録媒体のオフライン精
算処理を行った場合に、記録媒体のオフライン消費情報を消去することなく、記録媒体の
回収や排出を行っているが、これに限らず、オフライン消費情報を消去するようにしても
よい。この場合には、記録媒体にオフライン精算情報が記録されている場合には、オフラ
イン消費情報は記録されていないこととなるので、管理装置において挿入通知、供給通知
、オンライン復帰通知や精算要求を受信したときには、管理残額＝オフライン精算額とし
て特定することとなる。つまり、オフライン状態の玉貸ユニットにおいて玉貸しに使用さ
れた管理残額（記憶残額）とオフライン精算処理に供された管理残額がともにオフライン
精算処理に供されたものとして扱われ、管理残額から減算更新される（結果、管理残額は
０になる）。
【０４０６】
　さらに、オフライン精算情報としては、オフライン精算処理に供されたオフライン精算
額自体を記録するようにしてもよく、この場合、管理装置５０は、挿入通知、供給通知、
オンライン復帰通知や精算要求に含まれるオフライン精算情報自体をオフライン精算額と
して特定する。また、オフライン消費情報の場合と同様に、基準値からオフライン精算額
を減算した額をオフライン精算情報として、管理装置において基準値からオフライン精算
情報を減算してオフライン精算額を特定するようにしてもよい。特に、精算装置６０にお
いて、管理残額特定情報から特定された管理残額の一部を精算させるような場合には、こ
のようにオフライン精算額に基づいたオフライン精算情報を記録する必要がある。また、
この場合にも、オフライン消費情報に対応するオフライン消費額を含めてオフライン精算
額とし、記録媒体のオフライン消費情報を消去するようにしてもよい。
【０４０７】
　また、精算装置６０は、オフライン精算情報が記録された会員カード４を、精算装置記
録媒体排出手段を構成する制御部６２により、排出するとともに、オフライン精算情報が
記録されたビジタコイン５を、記録媒体回収手段を構成する制御部６２により、回収して
収納する。
【０４０８】
　次に、図２９は、精算装置とのオンライン状態への復帰を検出した場合の処理の一例を
表す図である。管理装置５０は、精算装置６０とのオンライン状態への復帰を検出すると
（Ｓ９３１）、開始要求を精算装置６０に対して送信する（Ｓ９３２）。該開始要求を受
信した精算装置６０は、開始応答を管理装置５０に対して返信する（Ｓ９３３）。そして
、図６（ｂ）の精算ＤＢに記憶しているオフライン中に精算した記録媒体の記録媒体ＩＤ
，精算管理残額，及び精算オフライン端数額を含むオフライン中精算通知を管理装置５０
に対して送信する（Ｓ９３４）。
【０４０９】
　オフライン中精算通知を受信した管理装置５０は、オフライン中精算通知に含まれる精
算管理残額と、該精算管理残額と対応してオフライン中精算通知に含まれる記録媒体ＩＤ
と対応して残額管理ＤＢに記憶されている管理残額とが等しいか否かを判定する（Ｓ９３
６）。精算管理残額と管理残額とが等しくない（ＮＯ）と判定された場合、不一致の旨と
該記録媒体ＩＤとをセンタ管理装置８０に送信し（Ｓ９３７）、不一致の記録媒体ＩＤを
使用できない記録媒体ＩＤとして使用不可登録する（Ｓ９３７ａ）。
【０４１０】
　つまり、管理装置５０は、精算管理残額と管理残額とが一致しない旨をセンタ管理装置
８０に送信することにより報知する。なお、センタ管理装置８０に送信することなく、ま
たは送信することに加えて、管理装置５０の表示画面等において、両者が一致しない旨を
表示して報知を行ってもよい。
【０４１１】
　また、精算装置６０は、オフライン中精算通知を送信した後、記録媒体（会員カード４
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，ビジタコイン５）を受付中であるか否かを判定する（Ｓ９３８）。記録媒体を受付中で
ある（ＹＥＳ）と判定された場合、記録媒体ＩＤ，オフライン消費情報，オフライン端数
額，オフライン精算情報，及び通番を含むオンライン復帰通知を管理装置５０に対して送
信する（Ｓ９３９）。このオンライン復帰通知は、前記精算要求と同様のものであるため
、該オンライン復帰通知を受信した管理装置５０は、Ｓ２０３以下で前記精算要求を受信
した場合と同様の処理を行う。
【０４１２】
　次に、前述した実施の形態により得られる主な効果を説明する。
　（１－１）　図１で説明したように、遊技用システム１は、管理装置５０と玉貸ユニッ
ト２０とを含む。図６（ａ）の残額管理ＤＢ、図７のＳ１１３、図８のＳ１２５、図１０
のＳ２４７，Ｓ２４７ａ，Ｓ２４８、図１１のＳ２６２，Ｓ２６４，Ｓ２６４ａ，Ｓ２６
５，Ｓ２７３、図１３のＳ２４７，Ｓ２４７ａ、図２３のＳ２４７，Ｓ２４７ａ，Ｓ２４
８、図２５のＳ２４７，Ｓ２４７ａ，Ｓ２４８、および、図２６のＳ７８４で説明したよ
うに、管理装置５０によって、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）の記録媒体Ｉ
Ｄに対応付けて玉貸しに使用される残額が管理装置５０のハードディスク５５の残額管理
ＤＢにて管理される。
【０４１３】
　図１で説明したように、玉貸ユニット２０は、パチンコ機１０に対応して設けられる。
図８のＳ１２１～Ｓ１３０で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、
受け付けた記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０にて管理されている管理残
額を用いて玉貸処理が行われる。
【０４１４】
　図７のＳ１０１や図１５のＳ５１０で説明したように、紙幣識別機２２、硬貨識別機２
３および制御部２１によって、貨幣が受付けられて該貨幣の金額が識別される。図９のＳ
２０１，Ｓ２０２、および、図１０のＳ２２１，Ｓ２４１で説明したように、玉貸ユニッ
ト２０の制御部２１および外部通信部２１ｂによって、受け付けた記録媒体の記録媒体Ｉ
Ｄに対応する管理残額が管理装置５０から取得される。図１０のＳ２２２，Ｓ２４２で説
明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、取得された管理残額が記憶残額
として記憶される。
【０４１５】
　図８のＳ１２１～Ｓ１２４，Ｓ１２９で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２
１および外部通信部２１ｂによって、記憶された記憶残額が、玉貸処理に用いられる使用
額＋消費税額分減算された記憶残額に更新される。図１４のＳ３００で説明したように、
玉貸ユニット２０の制御部２１によって、管理装置５０と通信できるオンライン状態であ
るか、通信できないオフライン状態であるかが検出される。
【０４１６】
　図１６のＳ５３２～Ｓ５３４で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によっ
て、オフライン状態が検出されたときに、記憶残額が０でないこと（Ｓ５３２でＹＥＳで
あること）を条件として、記憶残額を使用して玉貸処理が行われる。
【０４１７】
　図１５のＳ５１０，Ｓ５１５，Ｓ５１６，Ｓ５２０，Ｓ５２２で説明したように、玉貸
ユニット２０の制御部２１によって、オフライン状態が検出され、かつ貨幣が受付けられ
たときに、記憶残額が、受付けられ識別された受付貨幣額に対応する対応消費税額未満で
あることを条件として、受付貨幣額から、税込単位額の整数倍の貸与対象額と、税込単位
額未満の端数額とが特定され、特定された貸与対象額の範囲内で玉貸処理が行なわれる一
方、記憶残額が対応消費税額以上あることを条件として、記憶残額と受付貨幣額とから、
貸与対象額が特定され、特定された貸与対象額の範囲内で玉貸処理が行なわれる。
【０４１８】
　このため、オフライン状態が発生しても、管理残額が玉貸ユニット２０に記憶残額とし
て記憶済であれば、記憶残額が玉貸処理に使用される。その結果、遊技者の利便性を向上
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させるとともに、遊技場の売上低下を防止することができる。また、玉貸処理に使用でき
ない端数額が生じる機会を減少させることができるので、遊技者の利便性をさらに向上さ
せることができる。
【０４１９】
　（１－２）　図１５のＳ５１０，Ｓ５１２，Ｓ５１３で説明したように、玉貸ユニット
２０の制御部２１によって、端数額の特定が行なわれた後に、貨幣が受付けられたときに
、端数額が対応消費税額以上であることを条件として、端数額と受付貨幣額とから、貸与
対象額が特定される。
【０４２０】
　このため、端数額が生じる都度、記録媒体に記録して返却する場合と比較して、端数額
が貸与対象額の一部として用いられて玉貸処理が行なわれるので、遊技者の利便性をさら
に向上させることができる。
【０４２１】
　（１－３）　図１５のＳ５１０，Ｓ５１５，Ｓ５１６で説明したように、玉貸ユニット
２０の制御部２１によって、端数額の特定が行なわれた後に、貨幣が受付けられたときに
、端数額と記憶残額との合算額が対応消費税額以上であることを条件として、記憶残額と
端数額と受付貨幣額とから、貸与対象額が特定される。
【０４２２】
　このため、玉貸処理に使用できない端数額が生じる機会がさらに減少するので、遊技者
の利便性をさらに向上させることができる。
【０４２３】
　（１－４）　図１６のＳ５３５、図１７のＳ９４６、図１８のＳ９５６、および、図１
９のＳ９６６で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、オフライン状
態において記憶残額から玉貸処理に使用された額であるオフライン消費額を特定可能なオ
フライン消費情報が特定される。図１７のＳ９４７、図１８のＳ９５７、および、図１９
のＳ９６７で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、特定されたオフ
ライン消費情報が記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録される。図１７のＳ
５５２、図１８のＳ５７１、および、図１９のＳ５８６で説明したように、玉貸ユニット
２０の制御部２１によって、オフライン消費情報が記録された記録媒体が排出される。
【０４２４】
　図９のＳ２０２、および、図２２のＳ６０６で説明したように、玉貸ユニット２０の制
御部２１によって、オンライン状態が検出されているときにオフライン消費情報が記録さ
れた記録媒体が受け付けられたことに基づいて、記録媒体の記録媒体ＩＤとオフライン消
費情報とが管理装置５０に送信される。
【０４２５】
　図９のＳ２０２，Ｓ２１４～Ｓ２１９、および、図１０のＳ２４７で説明したように、
管理装置５０の制御部５２および通信部５１によって、受信した記録媒体ＩＤに対応付け
て管理している管理残額が、受信したオフライン消費情報から特定されるオフライン消費
額分減算された管理残額に更新される。
【０４２６】
　このため、記録媒体がオンライン状態の玉貸ユニット２０に受け付けられることで、オ
フライン状態で玉貸処理に使用されたオフライン消費額を管理残額から減算し更新するこ
とができる。
【０４２７】
　（１－５）　図９のＳ２１５、および、図６（ａ）で説明したように、管理装置５０は
、オフライン消費額に関する基準値であるオフライン時基準金額を設定値ＤＢに記憶する
。また、玉貸ユニット２０は、管理装置５０から送信された該玉貸ユニット２０の装置Ｉ
Ｄに対応するオフライン時基準金額を記憶する。
【０４２８】
　図１７のＳ９４６，Ｓ９４７、図１８のＳ９５６，Ｓ９５７、および、図１９のＳ９６
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６，Ｓ９６７で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、オフライン時
基準金額からオフライン消費額を減算したオフライン消費情報が記録媒体に記録される。
【０４２９】
　図９のＳ２１４～Ｓ２１９、および、図１０のＳ２４７で説明したように、管理装置５
０の制御部５２によって、玉貸ユニット２０から受信したオフライン消費情報をオフライ
ン時基準金額から減算した減算値に基づいて、オフライン消費額が特定され、管理残額が
更新される。
【０４３０】
　このため、オフライン消費額を直接、記録媒体に記録するのではなくて，オフライン時
基準金額を用いて算出したオフライン消費情報が記録媒体に記録されるので、オフライン
時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報を０に書替えたとしても、オフライン消
費額を０とすることができない。その結果、オフライン状態において記憶残額を使用して
いるにも関わらず、オフライン消費額が０となるようにオフライン消費情報を書替えるよ
うな不正を行い難くすることができる。
【０４３１】
　（１－６）　図６（ａ）の設定値ＤＢで示すように、オフライン時基準金額は、玉貸ユ
ニット２０ごとに異なる値とされる。図９のＳ２１５、および、図６（ａ）で説明したよ
うに、管理装置５０は、玉貸ユニット２０の装置ＩＤに対応付けてオフライン時基準金額
を設定値ＤＢに記憶する。
【０４３２】
　図９のＳ２１４～Ｓ２１９で説明したように、管理装置５０の制御部５２によって、受
信した記録媒体ＩＤの記録媒体を排出した玉貸ユニット２０の装置ＩＤに対応付けて記憶
されたオフライン時基準金額に基づいてオフライン消費額が特定される。
【０４３３】
　このため、オフライン消費額を直接、記録媒体に記録するのではなくて，オフライン時
基準金額を用いて算出したオフライン消費情報が記録媒体に記録されるので、オフライン
時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報を０に書替えたとしても、オフライン消
費額を０とすることができない。また、オフライン時基準金額は、玉貸ユニット２０ごと
に異なるので、容易に知ることができない。その結果、オフライン状態において記憶残額
を使用しているにも関わらず、オフライン消費額が０となるようにオフライン消費情報を
書替えるような不正をさらに行い難くすることができる。
【０４３４】
　（２－１）　図１で説明したように、遊技用システム１は、（１－１）で説明した構成
に加えて、記録媒体であるビジタコイン５を発行する発行手段として玉貸ユニット２０を
備える。図１８のＳ５７１で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、
記憶残額が０でないことを条件として、オフライン消費情報が記録された記録媒体である
ビジタコイン５が排出される。図１５のＳ５２３，Ｓ５２９および図１６のＳ５９１，Ｓ
５９６で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、記憶残額が０である
ことを条件として、オフライン消費情報が記録された記録媒体であるビジタコイン５が回
収される。
【０４３５】
　図１２のＳ１９３で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、回収さ
れた記録媒体であるビジタコイン５に記録された記録媒体ＩＤおよびオフライン消費情報
が管理装置５０に送信される。図１３のＳ２４３で説明したように、玉貸ユニット２０の
制御部２１によって、オフライン消費情報の送信を条件として、記録媒体であるビジタコ
イン５に記録されたオフライン消費情報が消去される。図１２のＳ１９１および図１７の
Ｓ５５２で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、オフライン消費情
報が消去された記録媒体であるビジタコイン５が発行される。図１０，図１３，図２３，
図２５のＳ２４７で説明したように、管理装置５０の制御部５２によって、玉貸ユニット
２０から受信した記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額が、オフライン消費情
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報から特定されるオフライン消費額分減算された額に更新される。
【０４３６】
　このため、オフライン状態が発生しても、管理残額が玉貸ユニット２０に記憶残額とし
て記憶済であれば、当該記憶残額がパチンコ玉の貸与に使用される。その結果、遊技者の
利便性を向上させるとともに、遊技場の売上低下を防止することができる。また、記録媒
体がオンライン状態の玉貸ユニット２０に受付けられることで、オフライン状態でパチン
コ玉の貸与に使用された額を管理残額から減算更新し、管理残額を補正することができる
。さらに、記憶残額が０になったときに、店員や遊技者の手間を要することなく、当該記
録媒体の次回発行までに管理残額を確実に補正することができる。
【０４３７】
　このように、ビジタコイン５にオフライン消費情報を記録して管理残額を補正するので
はなく、玉貸ユニット２０でオフライン状態中の消費ログ（たとえば、記録媒体ＩＤおよ
びオフライン消費額）を記憶しておき、当該玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰し
たときに消費ログを管理装置に送信して管理残額を補正するようにすると、該玉貸ユニッ
ト２０の故障等により消費ログを管理装置に送信できなくなると、該玉貸ユニット２０に
収納されているビジタコイン５の扱いに不都合が生じてしまう。たとえば、消費ログが送
信されないままビジタコイン５が玉貸ユニット２０から発行されて遊技者の手に渡ってし
まうと、本来補正されるべき管理残額が補正されていない状態になっているので、遊技場
が損害を被ってしまう。
【０４３８】
　これに対して、本発明によれば、玉貸ユニット２０がオンライン状態に復帰することな
く故障等した場合であっても、該玉貸ユニット２０に収納されているビジタコイン５が、
遊技者の手に渡る前（他のオンライン状態の玉貸ユニットにビジタコイン５が収納され発
行されるような場合）、あるいは、遊技者の手に渡った後（遊技者が当該ビジタコイン５
をオンライン状態の玉貸ユニット２０に投入したような場合）に、ビジタコイン５に記録
されているオフライン消費情報に基づいて管理残額が補正するようにするので、上述した
ような不都合が生じないようにすることができる。
【０４３９】
　（２－２）　図８のＳ１３１，Ｓ１３２，Ｓ１３４，Ｓ１３６で説明したように、玉貸
ユニット２０の制御部２１によって、オンライン状態が検知されているときに、管理残額
が０の記録媒体が回収される。図１２のＳ１９２ａで説明したように、玉貸ユニット２０
の制御部２１によって、回収された記録媒体にオフライン消費情報が記録されているか否
かが判定される。図１２のＳ１９３で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１に
よって、オフライン消費情報が記録されていると判定されたことを条件として、記録媒体
ＩＤおよびオフライン消費情報が管理装置５０に送信される。
【０４４０】
　このため、玉貸ユニット２０と管理装置５０との間における無駄な通信処理を防止する
ことができる。
【０４４１】
　（２－３）　図１２のＳ１９２で説明したように、玉貸ユニット２０の通路ユニット１
００および制御部２１によって、記録媒体であるビジタコイン５の発行に応じて、ビジタ
コイン５の記録情報を読出す通路ユニット１００の収納コイン保持部１４０の下部アンテ
ナ１０４に次のビジタコイン５が供給される。図１２のＳ１９３で説明したように、玉貸
ユニット２０の制御部２１によって、次のビジタコイン５が下部アンテナ１０４に供給さ
れたときに、供給されたビジタコイン５に記録された記録媒体ＩＤおよびオフライン消費
情報が読出され管理装置５０に送信される。
【０４４２】
　このため、ビジタコイン５の発行時にオフライン消費情報を送信し管理残額を更新する
場合と比較して、迅速にビジタコイン５を発行することができる。
【０４４３】
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　（３－１）　図１で説明したように、遊技用システム１は、管理装置５０と玉貸ユニッ
ト２０と精算装置６０とを含む。管理装置５０および玉貸ユニット２０については、（１
－１）で記載したとおりである。図２６のＳ７８０～Ｓ７８７で説明したように、精算装
置の制御部６２によって、記録媒体の記録媒体ＩＤに対応する管理残額の精算が行われる
。
【０４４４】
　図１７のＳ９４１～Ｓ９４３、図１８のＳ９５１～Ｓ９５３、および、図１９のＳ９６
１～Ｓ９６３で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、受付けられた
記録媒体の記録媒体ＩＤに対応する管理残額を特定可能な元データおよび演算方式フラグ
が記録媒体に記録される。図１７のＳ５５２、図１８のＳ５７１、および、図１９のＳ５
８６で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、元データおよび演算方
式フラグが記録された記録媒体が排出される。
【０４４５】
　図２７のＳ８００で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって、管理装置５
０と通信できるオンライン状態であるか通信できないオフライン状態であるかが検出され
る。図２５のＳ２２１ａ，Ｓ２４１ａ、および、図２６のＳ７８１で説明したように、精
算装置６０の制御部６２によって、オンライン状態が検出されているときは、受付けられ
た記録媒体の記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置５０にて管理されている管理残額に基づ
いて、精算が行われる。図２８のＳ９０５，Ｓ９０６，Ｓ９１４で説明したように、精算
装置６０の制御部６２によって、オフライン状態が検出されているときは、受付けられた
記録媒体に記録されている元データおよび演算方式フラグから管理残額が特定され、特定
した管理残額の精算が行われる。
【０４４６】
　図２８のＳ９１６ａで説明したように、精算装置６０の制御部６２によって、Ｓ９１４
で精算されたオフライン精算額を特定可能なオフライン精算情報が、受付けられている記
録媒体に記録される。図２８のＳ９１７ａで説明したように、精算装置６０の制御部６２
によって、オフライン精算情報が記録された記録媒体である会員カード４が排出される。
【０４４７】
　図９のＳ２０２で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、受付けら
れた記録媒体に記録された記録媒体ＩＤおよびオフライン精算情報が管理装置５０に送信
される。図１０のＳ２４７ａで説明したように、管理装置５０の制御部５２によって、玉
貸ユニット２０から受信した記録媒体ＩＤに対応付けて管理している管理残額が、玉貸ユ
ニット２０から受信したオフライン精算情報で特定されるオフライン精算額分減算された
額に更新される。
【０４４８】
　このため、オフライン状態においても、管理残額を精算することができるため、遊技者
の利便性を向上させることができる。さらに、たとえば会員カード４のように精算後に記
録媒体を排出する必要がある場合にも、当該排出された会員カード４がオンライン状態に
ある玉貸ユニット２０で受付けられることにより、管理残額がオフライン精算額分減算さ
れた額に更新されるので、精算装置６０がオンライン状態に復帰するのを待つことなく当
該会員カード４を使用可能とすることができる。
【０４４９】
　（３－２）　図１で説明したように、遊技用システム１は、（３－１）で説明した構成
に加えて、記録媒体であるビジタコイン５を発行する発行手段として玉貸ユニット２０を
備える。図２８のＳ９１８で説明したように、精算装置６０の通路ユニット１００および
制御部６２によって、オフライン精算情報が記録された記録媒体であるビジタコイン５が
回収される。
【０４５０】
　図１２のＳ１９３で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、精算装
置６０で回収された記録媒体であるビジタコイン５に記録された記録媒体ＩＤおよびオフ



(82) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

ライン精算情報が管理装置５０に送信される。図１３のＳ２４３ａで説明したように、玉
貸ユニット２０の制御部２１によって、オフライン精算情報の送信を条件として、記録媒
体に記録されたオフライン精算情報が消去される。図１２のＳ１９１や図１７のＳ５５２
で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、オフライン精算情報が消去
された記録媒体であるビジタコイン５が発行される。図１０のＳ２４７ａで説明したよう
に、管理装置５０の制御部５２によって、玉貸ユニット２０から受信した記録媒体ＩＤに
対応付けて管理している管理残額が、玉貸ユニット２０から受信したオフライン精算情報
で特定されるオフライン精算額分減算された額に更新される。
【０４５１】
　このため、オフライン状態においても、管理残額を精算することができるため、遊技者
の利便性を向上させることができる。さらに、たとえばビジタコイン５のように精算後に
記録媒体が回収される場合にも、当該回収されたビジタコイン５が発行される前に、管理
残額がオフライン精算額分減算された額に更新されるので、精算装置６０がオンライン状
態に復帰するのを待つことなく当該ビジタコイン５を使用可能とすることができる。
【０４５２】
　（３－３）　図２７のＳ８７３で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって
、オフライン状態における精算を許容するためのオフライン移行操作が遊技場の店員から
受付けられ、オフライン状態が検出されているときは、オフライン移行操作が受付けられ
たことを条件として、オフライン状態における精算が行われる。
【０４５３】
　このため、遊技場の店員が状況を確認した上でオフライン状態における精算を許容する
ことができるので、故意にオフライン状態を発生させて不正な記録媒体による精算が行わ
れるおそれを低減させることができる。
【０４５４】
　（３－４）　図６（ａ）の精算ＤＢで説明したように、精算装置６０の制御部６２によ
って、オフライン状態における精算に供された精算済の記録媒体の記録媒体ＩＤが記憶さ
れる。図２８のＳ９０２で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって、オフラ
イン状態が検出されているときに、受付けた記録媒体の記録媒体ＩＤが、精算済の記録媒
体の識別情報ＩＤと一致するか否かが判定される。図２８のＳ９０２で説明したように、
精算装置６０の制御部６２によって、一致しないと判定されたことを条件としてオフライ
ン状態における精算が行われる。
【０４５５】
　このため、受付けられた記録媒体がオフライン状態において精算済の記録媒体でない場
合は、オフライン状態における精算を行うようにすることができる。その結果、不正のお
それのある記録媒体によるオフライン状態における精算を防止することができる。つまり
、ビジタコイン５は精算後精算装置６０によって回収されるにも関わらず、精算後に再度
、精算装置６０によって受付けられた場合には、不正の疑いがあり、会員カード４は精算
後精算装置６０から返却されるが、通常は遊技終了時に精算されるにも関わらず、精算後
に再び残額がある場合には、不正の疑いがあるので、このような不正の疑いがあるビジタ
コイン５または会員カード４による精算を防止することができる。
【０４５６】
　（３－５）　図２８のＳ９０４で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって
、オフライン状態における精算を許容する時間帯である精算可能時間の設定入力が受付け
られる。図２８のＳ９０４で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって、現在
の時刻が精算可能時間に含まれることを条件としてオフライン状態における精算が行われ
る。
【０４５７】
　このため、オフライン状態における精算が行われる時間帯を本来精算が行われるべき時
間帯（例えば、営業時間中）に限定することができる。その結果、不正の行われる可能性
を低減させることができる。
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【０４５８】
　（３－６）　図２８のＳ９１５で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって
、オフライン状態における精算に供された記録媒体の記録媒体ＩＤと精算された管理残額
とが対応付けられて記憶される。図２９のＳ９３４で説明したように、精算装置６０の制
御部６２および通信部６１によって、オフライン状態が検出されている状態からオンライ
ン状態への復帰が検出されたことに基づいて、記憶されている記録媒体ＩＤと精算管理残
額とが管理装置５０に送信される。
【０４５９】
　図２９のＳ９３６で説明したように、管理装置５０の制御部５２によって、受信された
記録媒体ＩＤに対応して管理装置５０にて管理されている管理残額と、精算装置６０から
受信された精算管理残額とが一致するか否かが判定される。図２９のＳ９３７で説明した
ように、管理装置５０の制御部５２によって、一致しないと判定されたことを条件として
、管理残額と精算管理残額とが一致しない旨が報知される。
【０４６０】
　このため、オフライン状態における精算において不正が行われた場合に、オンライン状
態への復帰後迅速にその事実を把握して対処することができる。
【０４６１】
　（３－７）　図１７のＳ９４１～Ｓ９４３、図１８のＳ９５１～Ｓ９５３、および、図
１９のＳ９６１～Ｓ９６３で説明したように、玉貸ユニット２０の制御部２１によって、
演算方式を特定可能な演算方式フラグと当該演算方式による演算により管理残額を算出す
るための元データとが、管理残額を特定するための情報として記録媒体に記録される。図
２８のＳ９０５，Ｓ９０６で説明したように、精算装置６０の制御部６２によって、受付
けられた記録媒体に記録されている演算方式フラグから演算方式が特定され、特定された
該演算方式により、受付けられた記録媒体に記録されている元データが演算されて、管理
残額が特定される。
【０４６２】
　このため、管理残額がそのまま記録媒体に記録される場合と比較して、記録媒体を改ざ
んするような不正を行い難くすることができる。
［２．変形例］
　最後に、本発明の変形例について説明する。
【０４６３】
　（１－１）　上記の実施形態では、玉貸ユニット２０において、オフライン状態におい
て記憶残額から玉貸に用いられたオフライン消費額と、管理装置５０から玉貸ユニット２
０ごとに送信されたオフライン時基準金額とに基づいて、オフライン消費情報が算出され
て記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されて、その記録媒体がオンライン
状態の玉貸ユニット２０で受け付けられて、その記録媒体に記録された記録媒体ＩＤとオ
フライン消費情報とが管理装置５０に送信され、管理装置５０において、受信された記録
媒体ＩＤと対応付けて記憶された装置ＩＤが特定され、その装置ＩＤと対応付けて記憶さ
れたオフライン時基準金額が特定され、特定されたオフライン時基準金額と受信されたオ
フライン消費情報とに基づいてオフライン消費額が特定され、前記記録媒体ＩＤに対応す
る管理残額からオフライン消費額が減算補正されるようにした。
【０４６４】
　以下において、オフライン状態の玉貸ユニット２０で記憶残額を使用した貸与処理が行
われたときに、当該オフライン状態における玉貸金額であるオフライン消費額を管理残額
から減算して、管理残額を補正するための手法を図３０～図３３を用いて説明する。なお
、以下の説明においては、玉貸処理や記録媒体挿入時処理における記録媒体の通番や管理
装置の通番を更新する処理や通番判定に関する処理等は省略し、オフライン消費額を管理
残額から減算補正するための構成のみを詳細に説明する。また、実施形態の記録媒体挿入
時処理（供給処理、オンライン復帰処理）においては、挿入通知（供給通知、オンライン
復帰通知、精算要求）ではなく、残額受信通知や端数額消去通知を管理装置５０が受信し
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たことに基づいて、オフライン消費額の管理残額からの減算が行われるが、以下において
は、説明を簡単にするために、管理装置５０が挿入通知を受信したことに基づいて、オフ
ライン消費額の管理残額からの減算を行う場合を例に採り説明する。なお、図３１から図
３３に示す変形例において、通番更新処理や通番判定処理等の実施形態で行っていた処理
を併せて行ってもよいし、挿入通知ではなく残額受信通知や端数額消去通知の受信に基づ
いて、オフライン消費額の管理残額からの減算を行うようにしてもよいことはもちろんで
ある。まず、図３０を用いて実施形態で採用した手法を説明する。
【０４６５】
　図３０は、玉貸ユニット２０において管理装置５０とのオフライン状態が発生したとき
に玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置５０で特定するための第１の方法を示す
図である。まず、管理装置５０には、図６（ａ）に示した設定値ＤＢに、各玉貸ユニット
２０の装置ＩＤと対応付けてオフライン時基準金額が記憶される。このオフライン時基準
金額は、決まった時間（例えば、遊技場の営業開始前）に、各玉貸ユニット２０に送信さ
れる。ここでは、装置ＩＤ「Ｕ０００１」の玉貸ユニット２０であるので、オフライン時
基準金額「１５０００」円が送信される。送信されたオフライン時基準金額は、玉貸ユニ
ット２０に記憶される。
【０４６６】
　そして、図９で説明したように、玉貸ユニット２０で、記録媒体ＩＤが「Ｖ０００４」
のビジタコイン５が受け付けられる（Ｓ２０１）。そして、ビジタコイン５の記録媒体Ｉ
Ｄ「Ｖ０００４」やビジタコイン５が受付けられた玉貸ユニット２０の装置ＩＤ「Ｕ００
０１」などを含む挿入通知が管理装置５０に送信される（Ｓ２０２）。管理装置５０にお
いて、受信された挿入通知に含まれる装置ＩＤ「Ｕ０００１」が図６（ａ）で示した残額
管理ＤＢに記憶され（Ｓ２２０）、受信された挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤ「Ｖ００
０４」に対応付けて記憶されている管理残額「１５２５」円を含む残額通知が、挿入通知
を送信してきた玉貸ユニット２０に送信される（Ｓ２２１）。玉貸ユニット２０において
、残額通知に含まれる管理残額「１５２５」円が記憶残額として記録媒体ＩＤ「Ｖ０００
４」と対応付けて記憶される（Ｓ２２２）。
【０４６７】
　また、図８で説明したように、玉貸ユニット２０において、玉貸操作が受付けられ（Ｓ
１２１）、玉貸処理が行われる（Ｓ１２２）ことによって、記憶残額が減算され（Ｓ１２
９）、管理装置５０において、管理残額が減算される（Ｓ１２５）。例えば、１回玉貸が
行われることによって、玉貸設定金額が５２５円であるので、１５２５円から５２５×１
＝５２５円減算され、管理残額および記憶残額が１０００円となる。
【０４６８】
　この時点で、玉貸ユニット２０と管理装置５０とのオフライン状態が発生することとす
る。図１６で説明したように、玉貸ユニット２０において、オフライン状態が発生してか
ら、玉貸操作が受け付けられ（Ｓ５３１）、記憶残額は、１０００円から５２５×１＝５
２５円減算され、４７５円となる（Ｓ５３４）。また、記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」と対
応付けて、オフライン状態が発生してからの玉貸が行われた金額であるオフライン消費額
が５２５円と記憶される（Ｓ５３５）。なお、オフライン状態であるので、管理装置５０
で記憶されている管理残額は減算されず、１０００円のままとなる。次に、玉貸操作が受
け付けられ（Ｓ５３１）、記憶残額が玉貸設定金額未満であるので税込単位額の整数倍で
あって記憶残額を超えない最大額である（１０５×４＝）４２０円が記憶残額から減算さ
れて５５円となる。また、オフライン消費額が（５２５＋４２０＝）９４５円と記憶され
る（Ｓ５３５）。
【０４６９】
　ここで、１０００円の貨幣の入金が受け付けられ（Ｓ５１０）、記憶端数額は０円であ
り受付貨幣額の１０００円の対応消費税額である５０円未満（Ｓ５１２でＮＯ）であり、
記憶端数額＋記憶残額は（０＋５５＝）５５円であり対応消費税額である５０円以上（Ｓ
５１５でＹＥＳ）であるので、受付貨幣額＋記憶端数額＋記憶残額である（１０００＋０
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＋５５＝）１０５５円から貸与対象額１０５０円と新たな記憶残額５円とが特定され（Ｓ
５１６）、記憶残額が５円に更新され（Ｓ５１７）、オフライン消費額が加算され（９４
５＋（５５－５）＝）９９５円となり（Ｓ５１８）、貸与対象額１０５０円分の玉貸処理
が行われる（Ｓ５２２）。なお、記憶端数額は変更されない。
【０４７０】
　次に、１０００円の貨幣の入金が受け付けられ（Ｓ５１０）、記憶端数額は０円であり
対応消費税額の５０円未満（Ｓ５１２でＮＯ）であり、記憶端数額＋記憶残額は（０＋５
＝）５円であり対応消費税額の５０円未満（Ｓ５１５でＮＯ）であり、受付貨幣額１００
０円は税込単位額１０５円以上（Ｓ５１９でＹＥＳ）であるので、受付貨幣額１０００円
から貸与対象額９４５円と端数額５５円とが特定され（Ｓ５２０）、記憶端数額が５５円
に更新され（Ｓ５２１）、貸与対象額９４５円分の玉貸処理が行われる（Ｓ５２２）。な
お、記憶残額およびオフライン消費額は変更されない。
【０４７１】
　次に、１０００円の貨幣の入金が受け付けられ（Ｓ５１０）、記憶端数額は５５円であ
り対応消費税額の５０円以上（Ｓ５１２でＹＥＳ）であるので、受付貨幣額＋記憶端数額
である（１０００＋５５＝）１０５５円から貸与対象額１０５０円と新たな端数額５円と
が特定され（Ｓ５１３）、記憶端数額が５円に更新され（Ｓ５１４）、貸与対象額１０５
０円分の玉貸処理が行われる（Ｓ５２２）。なお、記憶残額およびオフライン消費額は変
更されない。
【０４７２】
　そして、記憶残額が５円、オフライン消費額が９９５円、オフライン端数額が４５円に
なったときに、図１７で説明したように、玉貸ユニット２０において、オフライン状態の
ままで返却操作が受け付けられ（Ｓ５４１）、図１８で説明したように、記憶されている
オフライン時基準金額「１５０００」円とオフライン消費額「９９５」回とからオフライ
ン消費情報「１４００５」が算出され（Ｓ９５６）、オフライン消費情報「１４００５」
が記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とともにビジタコイン５に記録されて（Ｓ９５７）排出さ
れる（Ｓ５７１）。
【０４７３】
　なお、記憶残額が５円、オフライン消費額が９９５円、オフライン端数額が４５円にな
ったときに、上述したように返却操作が受け付けられるのではなく、１０００円の貨幣の
入金が受け付けられると（Ｓ５１０）、記憶端数額は４５円であり対応消費税額の５０円
未満（Ｓ５１２でＮＯ）であり、記憶端数額＋記憶残額は（４５＋５＝）５０円であり対
応消費税額５０円以上（Ｓ５１５でＹＥＳ）であるので、受付貨幣額＋記憶端数額＋記憶
残額である（１０００＋４５＋５＝）１０５０円から貸与対象額１０５０円と新たな記憶
残額０円とが特定され（Ｓ５１６）、記憶残額が０円に更新され、記憶端数額が０円に更
新され（Ｓ５１７）、オフライン消費額が加算され（９９５＋（５－０）＝）１０００円
となり（Ｓ５１８）、貸与対象額１０５０円分の玉貸処理が行われる（Ｓ５２２）。そし
て、記憶残額および記憶端数額がともに０であり（Ｓ５２３でＹＥＳ）、ビジタコイン５
を受付中であり（Ｓ５２４でＹＥＳ）、オンライン残額有りフラグの記録が無く（Ｓ５２
４ａでＮＯ）、オフライン消費額が１０００円であり０でない（Ｓ５２５でＮＯ）である
ので、オフライン消費情報（１５０００－１０００＝）１４０００を算出し（Ｓ５２６）
算出されたオフライン消費情報がビジタコイン５に記録されて（Ｓ５２７）玉貸ユニット
２０に収納される（Ｓ５２９）。
【０４７４】
　次いで、図９で説明したように、管理装置５０とオンライン状態の玉貸ユニット２０に
おいて、ビジタコイン５が受け付けられ（Ｓ２０１）、ビジタコイン５に記録されていた
記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とオフライン消費情報「１４００５」とオフライン端数額「
４５」円とを含む挿入通知が管理装置５０に送信される（Ｓ２０２）。管理装置５０にお
いて、受信されたオフライン端数額「４５」円が記憶され（Ｓ２１２）、受信された挿入
通知に含まれる記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」に対応付けて図６（ａ）の残額管理ＤＢに記
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憶されている装置ＩＤ「Ｕ０００１」が特定され（Ｓ２１４）、特定された装置ＩＤ「Ｕ
０００１」に対応付けて図６（ａ）の設定値ＤＢに記憶されているオフライン時基準金額
「１５０００」円が特定され（Ｓ２１５）、特定されたオフライン時基準金額「１５００
０」円と受信したオフライン消費情報「１４００５」とからオフライン消費額「９９５」
円が算出され（Ｓ２１７）、記憶される（Ｓ２１９）。
【０４７５】
　最後に、図１０で説明したように、記憶されたオフライン消費額「９９５」円が管理残
額「１０００」円から減算されて管理残額が「５」円とされ、記憶されたオフライン消費
額「９９５」円が消去され（Ｓ２４７）、記憶されたオフライン端数額「４５」円が管理
残額「５」円に加算されて管理残額が「５０」円とされ、記憶されたオフライン端数額「
４５」円が消去される（Ｓ２４８）。
【０４７６】
　（１－２）　しかし、これに限定されず、玉貸ユニット２０において、オフライン状態
における記憶残額を使用して玉貸の行われた回数であるオフライン消費回数と、管理装置
５０から玉貸ユニット２０ごとに送信されたオフライン時基準回数とに基づいて、オフラ
イン消費情報が算出されて記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されて、そ
の記録媒体がオンライン状態の玉貸ユニット２０で受け付けられて、その記録媒体に記録
された記録媒体ＩＤとオフライン消費情報とが管理装置５０に送信され、管理装置５０に
おいて、受信した記録媒体ＩＤと対応付けて記憶された装置ＩＤが特定され、その装置Ｉ
Ｄと対応付けて記憶されたオフライン時基準回数と玉貸設定金額とが特定され、特定され
たオフライン時基準回数と玉貸設定金額と受信されたオフライン消費情報とに基づいてオ
フライン消費額が特定されるようにしてもよい。
【０４７７】
　この場合について、図を用いて説明する。なお、この場合は、オフライン状態において
貨幣を受け付けた場合は記憶残額の使用が不可であることとする。また、オフライン状態
においては、玉貸設定金額分の玉貸処理を行い、記憶残額が玉貸設定金額未満である場合
には玉貸処理は行わないこととする。図３１は、玉貸ユニット２０において管理装置５０
とのオフライン状態が発生したときに玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置５０
で特定するための第２の方法を示す図である。図３０と比較して主に異なる点は、オフラ
イン時基準金額に替えて、オフライン時基準回数を用い、オフライン消費額に替えて、オ
フライン消費回数を用いることである。
【０４７８】
　具体的には、管理装置５０には、前述したオフライン時基準金額に替えて、玉貸設定金
額とオフライン時基準回数とが各玉貸ユニット２０の装置ＩＤと対応付けて記憶される。
また、玉貸ユニット２０には、前述したオフライン時基準金額に替えて、各ユニットに対
応するオフライン時基準回数（装置ＩＤが「Ｕ０００１」の玉貸ユニット２０の場合は「
３０」回）が管理装置５０から送信され記憶される。そして、第２の方法においては、オ
フライン状態で記憶残額を使用して貸与処理が行われたときに、前述した図１６のＳ５３
５に替えて、すなわちオフライン消費額に替えて、オフライン消費回数が累積記憶される
。つまり、オフライン状態が発生し、その後２回玉貸処理が行われると、玉貸ユニット２
０で記憶されるオフライン消費回数が２回に累積される。
【０４７９】
　そして、玉貸ユニット２０において、図１７のＳ５４１で示すように、オフライン状態
のままで返却操作が受け付けられ、前述した図１８のＳ９５６に替えて、記憶されている
オフライン時基準回数「３０」開とオフライン消費回数「２」回とからオフライン消費情
報「２８」が算出され、Ｓ９５７に替えて、オフライン消費情報「２」が記録媒体ＩＤ「
Ｖ０００４」とともにビジタコイン５に記録されて、図１８のＳ５７１で示すように、ビ
ジタコイン５が排出される。
【０４８０】
　次いで、図９のＳ２０１で示したように、管理装置５０とオンライン状態の玉貸ユニッ
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ト２０において、ビジタコイン５が受け付けられ、前述した図９のＳ２０２に替えて、ビ
ジタコイン５に記録されていた記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とオフライン消費情報「２８
」とを含む挿入通知が管理装置５０に送信される。管理装置５０において、図９のＳ２１
４で示したように、受信された挿入通知に含まれる記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」に対応付
けて残額管理ＤＢに記憶されている装置ＩＤ「Ｕ０００１」が特定される。また、Ｓ２１
５に替えて、特定された装置ＩＤ「Ｕ０００１」に対応付けて記憶されているオフライン
時基準回数「３０」回および玉貸設定金額「５２５」円が特定される。また、Ｓ２１７に
替えて、特定されたオフライン時基準回数「３０」円と受信したオフライン消費情報「２
８」とからオフライン消費回数「２」が算出され、オフライン消費回数「２」回に玉貸設
定金額「５２５」円を掛けることによって、オフライン消費額「１０５０」円が算出され
る。そして、図９のＳ２１９で示すように、算出されたオフライン消費額「１０５０」円
が記憶される。
【０４８１】
　最後に、管理装置５０において、図１０のＳ２４７で示したように、記憶されたオフラ
イン消費額「１０５０」円が管理残額「７９００」円から減算されて管理残額が「６８５
０」円とされ、記憶されたオフライン消費額「１０５０」円が消去される。
【０４８２】
　（１－３）　また、管理装置５０において、玉貸ユニット２０とのオフライン状態が発
生した時刻がその玉貸ユニット２０の装置ＩＤと対応付けて記憶され、玉貸ユニット２０
において、オフライン状態において玉貸に用いられたオフライン消費額と、時間帯ごとに
異なる（各時刻に応じて異なる）オフライン時基準金額とに基づいて、オフライン消費情
報が算出されて記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）に記録されて、その記録媒体
がオンライン状態の玉貸ユニット２０で受け付けられて、その記録媒体に記録された記録
媒体ＩＤとオフライン消費情報とが管理装置５０に送信され、管理装置５０において、受
信した記録媒体ＩＤと対応付けて記憶された装置ＩＤが特定され、その装置ＩＤと対応付
けて記憶されたオフライン発生時刻からオフライン時基準金額が特定され、特定されたオ
フライン時基準金額と受信されたオフライン消費情報とに基づいてオフライン消費額が特
定されるようにしてもよい。
【０４８３】
　この場合について、図を用いて説明する。図３２は、玉貸ユニット２０において管理装
置５０とのオフライン状態が発生したときに玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装
置５０で特定するための第３の方法を示す図である。図３０と比較して異なる点は、装置
ＩＤに対応するオフライン時基準金額に替えて、オフラインが発生する時間帯に対応する
オフライン時基準金額を用いることである。
【０４８４】
　具体的には、管理装置５０には、前述したようにオフライン時基準金額を玉貸ユニット
２０の装置ＩＤと対応付けて記憶することに替えて、オフライン基準金額をオフライン状
態が発生する時間帯と対応付けて記憶する。また、玉貸ユニット２０には、前述したオフ
ライン時基準金額に替えて、管理装置５０から送信された時間帯ごとのオフライン時基準
金額が記憶される。
【０４８５】
　そして、玉貸ユニット２０において、図１７のＳ５４１で示すように、オフライン状態
のままで返却操作が受け付けられ、前述した図１８のＳ９５６に替えて、オフライン状態
が発生した時間「１１：２２」が含まれる時間帯「１１～１２」に対応するオフライン時
基準金額「１６５００」円とオフライン消費額「９９５」円とからオフライン消費情報「
１５５０５」が算出され、Ｓ９５７で示すように、オフライン消費情報「１５５０５」円
が記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とともにビジタコイン５に記録されて、図１８のＳ５７１
で示すように、ビジタコイン５が排出される。また、管理装置５０において、オフライン
状態が発生した時間「１１：２２」がオフライン状態となった玉貸ユニット２０の装置Ｉ
Ｄと対応付けて記憶される。
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【０４８６】
　次いで、図９のＳ２０１で示したように、管理装置５０とオンライン状態の玉貸ユニッ
ト２０において、ビジタコイン５が受け付けられ、前述した図９のＳ２０２で示すように
、ビジタコイン５に記録されていた記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とオフライン消費情報「
１５５０５」とオフライン端数額「４５」とを含む挿入通知が管理装置５０に送信される
。管理装置５０において、図９のＳ２１２で示したように、受信されたオフライン端数額
「４５」円が記憶され、図９のＳ２１４で示したように、受信された挿入通知に含まれる
記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」に対応付けて残額管理ＤＢに記憶されている装置ＩＤ「Ｕ０
００１」が特定される。また、Ｓ２１５に替えて、特定された装置ＩＤ「Ｕ０００１」に
対応付けて記憶されているオフライン状態が発生した時間「１１：２２」が特定され、オ
フライン状態が発生した時間を含む時間帯に対応付けて記憶されているオフライン時基準
金額「１６５００」円が特定される。また、Ｓ２１７で示すように、特定されたオフライ
ン時基準金額「１６５００」円と受信したオフライン消費情報「１５５０５」とからオフ
ライン消費額「９９５」円が算出される。そして、図９のＳ２１９で示すように、算出さ
れたオフライン消費額「９９５」円が記憶される。
【０４８７】
　最後に、管理装置５０において、図１０のＳ２４７で示したように、記憶されたオフラ
イン消費額「９９５」円が管理残額「１０００」円から減算されて管理残額が「５」円と
され、記憶されたオフライン消費額「９９５」円が消去され、Ｓ２４８で示したように、
記憶されたオフライン端数額「４５」円が管理残額「５」円に加算されて管理残額が「５
０」円とされ、記憶されたオフライン端数額「４５」円が消去される。
【０４８８】
　つまり、前述した「実施の形態により得られる主な効果」の（１－５）において、管理
装置５０および玉貸ユニット２０は、各時刻に応じて異なるオフライン時基準金額を記憶
し、管理している管理残額に対応する記録媒体ＩＤに対応付けて、該記録媒体ＩＤの記録
媒体が受付けられている玉貸ユニット２０の装置ＩＤを記憶する。玉貸ユニット２０は、
オフライン状態であると検出された時刻に応じたオフライン時基準金額に基づいたオフラ
イン消費情報を記録媒体に記録する。
【０４８９】
　管理装置５０は、玉貸ユニット２０とのオフライン状態を検出し、オフライン状態であ
ることが検出された時刻とオフライン状態の玉貸ユニット２０の装置ＩＤとを対応させて
記憶し、玉貸ユニット２０から受信した記録媒体ＩＤに対応して記憶されている装置ＩＤ
と対応して記憶された時刻を特定し、特定した時刻に応じたオフライン時基準金額に基づ
いてオフライン消費額を特定する。
【０４９０】
　これにより、オフライン消費額を直接、記録媒体に記録するのではなくて，オフライン
時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報が記録媒体に記録されるので、オフライ
ン時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報を０に書替えたとしても、オフライン
消費額を０とすることができない。また、オフライン時基準金額は、オフライン状態が検
出された時刻に応じて異なるので、容易に知ることができない。その結果、オフライン状
態において記憶残額を使用しているにも関わらず、オフライン消費額が０となるようにオ
フライン消費情報を書替えるような不正をさらに行い難くすることができる。なお、オフ
ライン消費額およびオフライン時基準金額に替えてオフライン消費回数およびオフライン
時基準回数を用いるようにしてもよい。
【０４９１】
　（１－４）　また、管理装置５０において、玉貸ユニット２０とのオフライン状態が発
生した時刻がその玉貸ユニット２０の装置ＩＤと対応付けて記憶され、玉貸ユニット２０
において、オフライン状態において玉貸に用いられたオフライン消費額と、管理装置５０
から時間帯ごとに送信されたオフライン時基準金額とに基づいて、オフライン消費情報が
算出されてオフライン状態が発生した時刻とともに記録媒体（会員カード４，ビジタコイ
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ン５）に記録されて、その記録媒体がオンライン状態の玉貸ユニット２０で受け付けられ
て、その記録媒体に記録された記録媒体ＩＤとオフライン消費情報とオフライン発生時刻
とが管理装置５０に送信され、管理装置５０において、受信したオフライン発生時刻から
オフライン時基準金額が特定され、特定されたオフライン時基準金額と受信されたオフラ
イン消費情報とに基づいてオフライン消費額が特定されるようにしてもよい。
【０４９２】
　この場合について、図を用いて説明する。図３３は、玉貸ユニット２０において管理装
置５０とのオフライン状態が発生したときに玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装
置５０で特定するための第４の方法を示す図である。図３０と比較して異なる点は、装置
ＩＤに対応するオフライン時基準金額に替えて、オフラインが発生する時間帯に対応する
オフライン時基準金額を用いることである。
【０４９３】
　具体的には、管理装置５０には、前述したようにオフライン時基準金額を玉貸ユニット
２０の装置ＩＤと対応付けて記憶することに替えて、オフライン基準金額をオフライン状
態が発生する時間帯と対応付けて記憶する。また、玉貸ユニット２０には、前述したオフ
ライン時基準金額に替えて、時間帯ごとのオフライン時基準金額が管理装置５０から送信
され記憶される。
【０４９４】
　そして、玉貸ユニット２０において、図１７のＳ５４１で示すように、オフライン状態
のままで返却操作が受け付けられ、前述した図１８のＳ９５６に替えて、オフライン状態
が発生した時間「１１：２２」が含まれる時間帯「１１～１２」に対応するオフライン時
基準金額「１６５００」円とオフライン消費額「９９５」円とからオフライン消費情報「
１５５０５」円が算出され、Ｓ９５７に替えて、オフライン消費情報「１５５０５」円お
よびオフライン状態が発生した時間を示す情報「１１２２」が記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４
」とともにビジタコイン５に記録されて、図１８のＳ５７１で示すように、ビジタコイン
５が排出される。
【０４９５】
　次いで、図９のＳ２０１で示したように、管理装置５０とオンライン状態の玉貸ユニッ
ト２０において、ビジタコイン５が受け付けられ、前述した図９のＳ２０２に替えて、ビ
ジタコイン５に記録されていた記録媒体ＩＤ「Ｖ０００４」とオフライン消費情報「１５
５０５」とオフライン端数額「４５」とオフライン状態が発生した時間を示す情報「１１
２２」とを含む挿入通知が管理装置５０に送信される。管理装置５０において、Ｓ２１４
、Ｓ２１５に替えて、受信したオフライン状態が発生した時間を示す情報で示される時間
「１１：２２」を含む時間帯に対応付けて記憶されているオフライン時基準金額「１６５
００」円が特定される。また、Ｓ２１７で示すように、特定されたオフライン時基準金額
「１６５００」円と受信したオフライン消費情報「１５００５」とからオフライン消費額
「９９５」円が算出される。そして、図９のＳ２１９で示すように、算出されたオフライ
ン消費額「９９５」円が記憶される。
【０４９６】
　最後に、管理装置５０において、図１０のＳ２４７で示したように、記憶されたオフラ
イン消費額「９９５」円が管理残額「１０００」円から減算されて管理残額が「５」円と
され、記憶されたオフライン消費額「９９５」円が消去され、Ｓ２４８で示したように、
記憶されたオフライン端数額「４５」円が管理残額「５」円に加算されて管理残額が「５
０」円とされ、記憶されたオフライン端数額「４５」円が消去される。
【０４９７】
　なお、記録媒体に記録する時間を示す情報は、オフライン状態が発生した時間やその時
間を示す情報に限定されず、オフライン状態が発生した時間帯であってもよいし、その時
間帯を示す番号であってもよい。また、オフライン状態が発生した時刻に限定されず、オ
フライン状態が発生した時刻から記録媒体が排出されるまでの任意の時刻であってもよい
。例えば、記録媒体の排出時刻を記録媒体に記録するようにしてもよい。
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【０４９８】
　つまり、前述した「実施の形態により得られる主な効果」の（１－５）において、次の
ようにしてもよい。管理装置５０および玉貸ユニット２０は、各時刻に応じて異なるオフ
ライン時基準金額を記憶する。玉貸ユニット２０は、時刻を特定可能な時刻特定情報と、
当該時刻に応じたオフライン時基準金額に基づいたオフライン消費情報とを記録媒体に記
録する。
【０４９９】
　玉貸ユニット２０は、受付けた記録媒体に記録された時刻特定情報を管理装置５０にさ
らに送信する。管理装置５０は、受信した時刻特定情報から特定される時刻に応じたオフ
ライン時基準金額に基づいてオフライン消費額を特定する。
【０５００】
　これにより、オフライン消費額を直接、記録媒体に記録するのではなくて，オフライン
時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報が記録媒体に記録されるので、オフライ
ン時基準金額を用いて算出したオフライン消費情報を０に書替えたとしても、オフライン
消費額を０とすることができない。また、オフライン時基準金額は、時刻に応じて異なる
ので、容易に知ることができない。その結果、オフライン状態において記憶残額を使用し
ているにも関わらず、オフライン消費額が０になるようにオフライン消費情報を書替える
ような不正をさらに行い難くすることができる。なお、オフライン消費額およびオフライ
ン時基準金額に替えてオフライン消費回数およびオフライン時基準回数を用いるようにし
てもよい。
【０５０１】
　（２）　上記の実施形態では、Ｓ１２９で説明したように、玉貸しの使用額＋消費税額
を記憶残額から減算するようにした。しかし、これに限定されず、Ｓ１２８で、管理装置
５０から減算完了通知とともに管理残額を受信するようにして、玉貸し後の記憶残額を、
管理装置５０から取得した管理残額と同じ額に更新するようにしてもよい。
【０５０２】
　（３）　上記の実施の形態では、Ｓ７０１、Ｓ２２１ａおよびＳ２４１ａ、Ｓ７８１で
説明したように、精算装置６０は、カード又はコインを受付けたときに、管理装置５０か
ら管理残額を取得して、管理残額を精算するようにした。しかし、これに限定されず、カ
ード又はコインに記憶残額を記録するようにして、精算装置６０は、カード又はコインを
受付けたときに、カード又はコインに記録された残額を読出して、その残額を管理装置５
０に送信して、管理装置５０によって照合されて一致すれば、読出した残額を精算するよ
うにしてもよい。
【０５０３】
　（４）　実施例の会員カード４およびビジタコイン５には、記録媒体ＩＤが記録され、
残額は記録されていなかったが、記録媒体ＩＤに加えて残額も記録するようにしてもよい
。
【０５０４】
　（５）　実施例においては、玉貸額に対して消費税を徴収するようにされていたが、消
費税を徴収しないようにしてもよい。つまり、貸与処理に用いられる貸与使用額とは、消
費税の徴収が行われる場合には、玉貸額＋消費税額であり、消費税額の徴収が行われない
場合には、玉貸額自体となる。
【０５０５】
　（６）　実施例の玉貸ユニット２０は、オフライン状態において貨幣を受付けたときに
、遊技者の操作によることなく貸与対象額を特定し、貸与対象額分の玉貸処理を行うこと
とされていたが、オフライン状態で受付けた貨幣額を一旦記憶し、遊技者からの玉貸操作
に基づいて玉貸設定金額分の玉貸しを行うようにしてもよい。この場合には、受付貨幣額
のうち玉貸しに使用されていない残額を入金残額（実施例における端数額に相当）として
記録媒体に記録するようにすればよい。
【０５０６】
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　（７）　実施例においては、取引装置として、遊技場に設置され、受付けた記録媒体の
記録媒体ＩＤに対応付けて管理装置で管理されている残額（管理残額）を使用して遊技媒
体（玉）を貸与する処理を行う玉貸ユニット２０を説明したが、これに限定されず、管理
残額を使用して取引処理を行う装置であればよい。例えば、遊技場に限らず、各店舗に設
置され、受付けた記録媒体の管理残額を使用して物品を払出す処理を行う自動販売機や、
商品の購入代金を入力し、当該入力された購入代金を管理残額から減算することで決済す
る処理を行うＰＯＳ端末であってもよい。
【０５０７】
　（８）　図３１の変形例においては、オフライン消費情報として、オフライン時基準回
数からオフライン消費回数を減算した値を用いたが、オフライン消費回数自体をオフライ
ン消費情報としてもよく、この場合には、管理装置５０は、受信した挿入通知（供給通知
、オンライン復帰通知、精算要求）に含まれるオフライン消費情報に玉貸設定金額を乗算
することでオフライン消費額を特定し、該オフライン消費額を管理残額から減算補正する
。
【０５０８】
　また、玉貸ユニット２０において、オフライン状態で記憶残額を使用した玉貸処理が行
われる毎に、当該玉貸処理に使用されたオフライン消費額を集計し、当該集計したオフラ
イン消費額自体をオフライン消費情報としてもよく、この場合には、管理装置５０は、受
信した挿入通知（供給通知、オンライン復帰通知、精算要求）に含まれるオフライン消費
情報をオフライン消費額と特定し、該オフライン消費額を管理残額から減算補正する。
【０５０９】
　（９）　実施例においては、管理残額を特定可能な管理残額特定情報として、演算方式
と、元データとして、基準データ、乗算データ、除算データおよび加算データとを記録し
ているが、演算方式は１種類に固定し、演算方式を記録しなくてもよいし、基準データ、
乗算データ、除算データおよび加算データ全てではなく、いずれか１つまたは複数であっ
てもよい。また、実施例においては、乗算データ、除算データおよび加算データは玉貸ユ
ニット２０に予め設定されており、これら各データと管理残額（記憶残額）とに基づいて
基準データを算出するようにしていたが、基準データとして、例えば記録媒体ＩＤの特定
の桁の数値（例えば下２桁）を使用し、該基準データと管理残額とに基づいて、乗算デー
タ、除算データおよび加算データを元データとして算出し記録するようにしてもよい。
【０５１０】
　また、管理残額特定情報としては、管理残額自体、すなわち記憶残額自体を記録するよ
うにしてもよい。また、記録媒体に総入金額を記録する領域と総消費金額を記録する領域
とを設け、当該記録媒体について入金処理が行なわれる毎に、当該入金額を総入金領域に
加算し、玉貸処理が行われる毎に玉貸使用金額を総消費金額の領域に加算する。つまり、
管理残額特定情報として、当該記録媒体についての総入金額と総消費額とを記録し、総入
金額から総消費額を減算することで管理残額が特定できるようにしてもよい。
【０５１１】
　この場合、総入金額および総消費額は、記録媒体が遊技場に納入されて以降のものを集
計して記録するようにしてもよいし、精算装置６０における精算毎にリセットし、精算以
降のものを集計して記録するようにしてもよいし、玉貸ユニット２０における玉貸処理に
より記憶残額が０になる毎にリセットし、記憶残額が０になって以降のものを集計して記
録するようにしてもよい。
【０５１２】
　（１０）　実施例においては、オフライン消費情報や管理残額特定情報を、記録媒体を
排出するタイミングで算出して記録しているが、これに限らず、玉貸処理や入金処理の都
度、オフライン消費額や管理残額特定情報を算出して、記録媒体に記録するようにしても
よい。
【０５１３】
　（１１）　実施例においては、記録媒体の挿入処理時に、管理装置５０において記録媒
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体ＩＤに対応付けて装置ＩＤを記憶しておくことで、オフライン消費情報を記録して当該
記録媒体を排出した玉貸ユニット２０の装置ＩＤを特定するようにしたが、これに限らず
、オフライン消費情報を記録して返却するときに、当該返却を行う玉貸ユニット２０の装
置ＩＤを記録媒体に記録しておき、該記録媒体に記録された装置ＩＤを挿入通知に含めて
管理装置５０に送信することで、管理装置５０が当該記録媒体を排出した玉貸ユニットの
装置ＩＤを特定するようにしてもよい。また、この場合には、図３２に示した手法におい
ても、当該装置ＩＤから直接オフライン発生時刻を特定すればよい。
【０５１４】
　（１２）　実施例においては、精算装置６０がオフライン状態からオンライン状態に復
帰したときに、図６（ｂ）に示す精算ＤＢの内容をオフライン中精算通知として管理装置
５０に送信するようにしたが、精算装置６０がオンライン復帰することなく閉店し、電源
ＯＦＦ後に修理を行い、次営業日の営業開始時に電源ＯＮしたときにオンライン状態とな
ったときには、その時点で精算ＤＢの内容を管理装置５０に送信するようにすればよい。
【０５１５】
　（１３）　上記の実施形態では、精算装置６０において貨幣で精算を行うようにした。
しかし、これに限定されず、電子マネーを記憶して用いることが可能な携帯電話やカード
に対して電子マネーを加算することで精算を行うようにしてもよい。
【０５１６】
　（１４）　上記の実施形態では、通番不一致時処理が、記憶している受付貨幣額の加算
や消去，記憶しているオフライン端数額の加算や消去，及び使用額＋消費税額の減算等、
管理残額を対象とした処理である例について説明したが、これに限らず、該通番不一致時
処理は、管理装置５０において、挿入通知の送信元である玉貸ユニット２０や精算要求の
送信元である精算装置６０を特定可能に表示（報知）する処理であっても良い。これによ
れば、例えば遊技場の店員が、該報知された玉貸ユニット２０や精算装置６０からカード
あるいはコインを一旦回収し、当該カード等の残額を特定して遊技者に保証を行うといっ
た対処が可能となる。また通番不一致時処理は、管理装置５０から、挿入通知の送信元で
ある玉貸ユニット２０や精算要求の送信元である精算装置６０に対して報知指示を送信す
る処理であっても良い。これによれば、玉貸ユニット２０や精算装置６０において報知が
行われるので、上記と同様の対処が可能となる。このように、通番不一致時処理とは、管
理残額を対象とした処理には限られない。
【０５１７】
　（１５）　上記の実施形態では、基準貸与額（玉貸設定金額）が、管理装置５０から各
玉貸ユニット２０に配信されることで設定され、該設定額が設定値ＤＢで管理される例に
ついて説明したが、これに限らず、基準貸与額が各玉貸ユニット２０で設定されるように
しても良く、例えば、各玉貸ユニット２０が備える玉貸設定金額設定ボタンの操作によっ
て当該玉貸ユニット２０の玉貸設定金額が設定されることで、該設定額が管理装置５０に
対して送信され、設定値ＤＢで当該玉貸ユニット２０の装置ＩＤに対応付けて管理される
ようにしても良い。
【０５１８】
　（１６）　上記の実施形態では、図７に示すように、管理装置５０において、入金要求
の受信に応じて、まずステータスの記憶（Ｓ１０４）が行われ、次に受付貨幣額の記憶（
Ｓ１０５）が行われ、最後に予定残額通知の送信（Ｓ１０６）が行われる例について説明
したが、これら３つの処理が行われる順序は限定されない。また玉貸ユニット２０におい
て、予定残額通知の受信に応じて、まず特定処理である受付貨幣の取込（Ｓ１０８）が行
われ、次に第１の通番更新処理（Ｓ１０９）が行われ、最後に連携処理要求である貨幣取
込通知の送信（Ｓ１１０）が行われる例について説明したが、これら３つの処理が行われ
る順序も限定されない。さらに管理装置５０において、連携処理要求である貨幣取込通知
の受信に応じて、まず受付貨幣額の加算（Ｓ１１３）が行われ、次に該受付貨幣額の消去
（Ｓ１１４）が行われ、次に第２の通番更新処理（Ｓ１１５）が行われ、最後にステータ
スの更新（Ｓ１０６）が行われる例について説明したが、これら４つの処理が行われる順
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序は限定されない。
【０５１９】
　（１７）　上記の実施形態では、図８に示すように、玉貸ユニット２０において、玉貸
操作を受け付けると、まず使用額＋消費税額分の玉貸処理が開始され（Ｓ１２２）、次に
第１の通番更新処理（Ｓ１２３）が行われ、最後に減算要求の送信（Ｓ１２４）が行われ
る例について説明したが、これら３つの処理が行われる順序は限定されない。また管理装
置５０において、減算要求の受信に応じて、まず使用額＋消費税額の減算（Ｓ１２５）が
行われ、次に第２の通番更新処理（Ｓ１２６）が行われ、次にステータスの記憶（Ｓ１２
７）が行われ、最後に減算完了通知の送信（Ｓ１２８）が行われる例について説明したが
、これら４つの処理が行われる順序は限定されない。
【０５２０】
　（１８）　上記の実施形態では、図１０に示すように、玉貸ユニット２０において、予
定残額通知の受信に応じて、まずオフライン消費情報の消去（Ｓ２４３）、オフライン精
算情報の消去（Ｓ２４３ａ）、および、端数額の消去（Ｓ２４４）が行われ、次に第１の
通番更新処理（Ｓ２４５）が行われ、最後に端数額消去通知の送信（Ｓ２４６）が行われ
る例について説明したが、これら５つの処理が行われる順序も限定されない。また管理装
置５０において、端数額消去通知の受信に応じて、まずオフライン消費額の減算・消去（
Ｓ２４７）、オフライン精算額の減算・消去（Ｓ２４７ａ）、および、端数額の加算・消
去（Ｓ２４８）が行われ、次に第２の通番更新処理（Ｓ２２７）が行われ、最後にステー
タスの更新（Ｓ２２８）が行われる例について説明したが、これら５つの処理が行われる
順序も限定されない。
【０５２１】
　（１９）　上記の実施形態では、図２５に示すように、精算装置６０において、精算許
諾情報の受信に応じて、まずオフライン消費情報の消去（Ｓ２４３）、オフライン精算情
報の消去（Ｓ２４３ａ）、端数額の消去（Ｓ２４４）が行われ、次に第１の通番更新処理
（Ｓ２４５）が行われ、最後に端数額消去通知の送信（Ｓ２４６ａ）が行われる例につい
て説明したが、これら５つの処理が行われる順序も限定されない。また管理装置５０にお
いて、端数額消去通知の受信に応じて、まずオフライン消費額の減算・消去（Ｓ２４７）
、オフライン精算額の減算・消去（Ｓ２４７ａ）、および、端数額の加算・消去（Ｓ２４
８）が行われ、次に第２の通番更新処理（Ｓ２２７）が行われ、最後にステータスの更新
（Ｓ２２８）が行われる例について説明したが、これら５つの処理が行われる順序も限定
されない。
【０５２２】
　（２０）　上記の実施形態では、図２６に示すように、精算装置６０において、精算操
作を受け付けると、まず許諾額分の貨幣の払い出しが行われ（Ｓ７８１）、次に第３の通
番更新処理（Ｓ７８２）が行われ、最後に精算完了通知の送信（Ｓ７８３）が行われる例
について説明したが、これら３つの処理が行われる順序は限定されない。また管理装置５
０において、精算完了通知の受信に応じて、まず管理残額の消去（Ｓ７８４）が行われ、
次に第４の通番更新処理（Ｓ７８５）が行われ、次にステータスの更新（Ｓ７８６）が行
われ、最後に残額消去完了通知の送信（Ｓ７８７）が行われる例について説明したが、こ
れら４つの処理が行われる順序は限定されない。
【０５２３】
　（２１）　上記の実施形態では、図１７、図１８および図１９に示すように、記録媒体
が排出されるときにオフライン端数額が記録される例について説明したが、これに限らず
、前記特定手段により端数額が特定される毎に、該端数額をオフライン端数額として記録
媒体に記録し、記録媒体が排出されるときには、該オフライン端数額が記録されている記
録媒体をそのまま排出するようにしても良い。即ち、記録媒体にオフライン端数額を記録
するタイミングは、特に限定されない。
【０５２４】
　（２２）　上記の実施形態では、図１０及び図２５に示すように、端数額消去要求であ
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る予定残額通知（Ｓ２４１），精算許諾情報（Ｓ２４１ａ）を受信したときに、端数額消
去処理（Ｓ２４４）が行われる例について説明したが、これに限らず、例えば記録媒体を
受け付けたときに端数額消去処理を行うと共に該消去した端数額を記憶しておき、端数額
消去要求を受信した旨を記憶しておき、記録媒体が排出されるときに該端数額消去要求を
受信した旨を記憶しているか否かを判定し、記憶していると判定された場合には、端数額
が消去されている記録媒体をそのまま排出し、記憶していないと判定された場合には、前
記記憶していた端数額を記録媒体に記録してから排出するようにしても良い。即ち、端数
額消去要求の受信に基づいて、記録媒体が排出されるまでの間に、端数額消去処理が行わ
れれば良い。
【０５２５】
　（２３）　上記の実施形態では、玉貸ユニット２０において、記録媒体の通番が上限値
（ここでは２５５）に達しているか否かを判定し、管理装置５０においても、管理してい
る通番が上限値（ここでは２５５）に達しているか否かを判定する例について説明したが
、これに限らず、玉貸ユニット２０のみが、通番が上限値に達しているか否かを判定する
ようにしても良い。例えば玉貸ユニット２０において、記録媒体の通番が上限値に達して
いると判定したときに、当該記録媒体の通番を初期値に更新し、当該記録媒体の記録媒体
ＩＤ及び通番を初期値に更新する旨を含む情報を管理装置５０に対して送信し、該管理装
置５０において受信した記録媒体ＩＤに対応付けられた通番を初期値に更新するようにし
ても良い。
【０５２６】
　（２４）　上記の実施形態では、管理装置５０は、返却操作に伴う返却通知（例えば図
１２のＳ１８４）を受信したときにも、残額管理ＤＢで記録媒体ＩＤに対応付けて管理さ
れている装置ＩＤを消去せずに、記憶したままにしておく例について説明したが、これに
限らず、返却通知を受信したときに、受信した記録媒体ＩＤに対応付けられた装置ＩＤを
消去するようにしても良い。この場合には、玉貸ユニット２０又は精算装置６０から管理
装置５０に対して入金要求，挿入通知，又は精算要求が送信され、該情報を受信した管理
装置５０が装置ＩＤを記憶した後、オフライン状態となって、記録媒体が返却されても、
返却通知を管理装置５０が受信することがないので、装置ＩＤは消去されない。従って、
オフライン状態となった場合に、当該記録媒体ＩＤの記録媒体が前回オンライン状態で受
け付けられていた玉貸ユニット２０を特定することが可能である。
【０５２７】
　（２５）　上記の実施形態では、所定額が１０００円である例について説明したが、こ
れに限らず、所定額は任意に変更することが可能である。また、上記の変形例では、貸与
基準額が５００円である例について説明したが、これに限らず、基準貸与額は任意に変更
することが可能である。
【０５２８】
　（２６）　上記の実施形態では、玉貸処理に応じて通番が１ずつ加算更新される例につ
いて説明したが、これに限らず、通番は２ずつ更新されても良く、その更新幅は任意であ
る。即ち更新幅は遊技用装置と管理装置との間で予め定められた共通の更新幅であれば良
く、例えばマイナスの値であっても良い。この場合には、玉貸ユニット２０で通番が更新
され、管理装置５０で通番が更新されていないときに、［記録媒体に記録されている通番
（即ち管理装置５０が受信する通番）＜管理装置５０で管理されている通番］となる。さ
らに通番は、整数に限らず、アルファベットや５０音などの、順序を特定可能なキャラク
タ等であっても良い。なお「通番の一致」とは、必ずしも値が一致することに限られず、
記録媒体の通番（記録通番）と管理装置５０の通番（管理通番）とが所定の関係にあるこ
とと特定される場合も含まれる。例えば、記録通番と管理通番が２つずれるという関係で
あれば、（記録通番）＝（管理通番＋２）の場合には通番が一致することに該当する。
【０５２９】
　（２７）　上記の実施形態では、有効期間、即ち精算可能期間と使用可能期間の両方が
無期限である例について説明したが、これに限らず、精算可能期間又は使用可能期間のい
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ずれか一方のみが無期限であっても良い。
【０５３０】
　（２８）　上記の実施形態では、消費税率が５％である例について説明したが、これに
限らず、該消費税率は設定変更可能である。また上記の実施形態では、消費税率がカード
会社で設定される例について説明したが、遊技場において、管理装置５０で設定されて各
玉貸ユニット２０に配信されて記憶されるようにしても良く、また各玉貸ユニット２０で
設定されて記憶されるようにしても良い。
【０５３１】
　（２９）　上記の実施形態では、図１に示すように、玉貸ユニット２０と管理装置５０
とが直接的に通信可能に接続されている例について説明したが、これに限らず、両者の間
に台端末や中継コンピュータを介在させ、両者が間接的に通信可能に接続されるようにし
ても良い。また両者は有線で通信可能とされるものには限られず、無線で通信可能とされ
るものであっても良い。
【０５３２】
　（３０）　上記の実施形態では、図２（ａ）に示すように、残度数表示器１４，玉貸ボ
タン１５，及び返却ボタン１６が遊技機（パチンコ機１０）に設けられ、玉貸ユニット２
０と接続されている例について説明したが、これに限らず、これら残度数表示器１４，玉
貸ボタン１５，及び返却ボタン１６の一部又は全部を玉貸ユニット２０に設けるようにし
ても良い。
【０５３３】
　（３１）　上記の実施形態では、残度数表示器１４において、玉貸ユニット２０の制御
部２１のＲＡＭに記憶されている残額を税込単位額（１０５円）で除算した商の整数部分
が残度数として表示される例について説明したが、これに限らず、該残額を単位使用額（
１００円）で除算した商の整数部分が残度数として表示されるようにしても良い。
【０５３４】
　（３２）　上記の実施形態では、図２（ｂ）に示すように、紙幣識別機２２にて受付可
能な紙幣２の種類が１０００円紙幣，２０００円紙幣，５０００円紙幣，及び１００００
円紙幣の４種類である例について説明したが、これに限らず、受付可能な紙幣２の種類は
、該４種類のうちの任意の１種類又は２種類以上でも良い。同様に、上記の実施形態では
、硬貨識別機２３にて受付可能な硬貨３の種類が１００円硬貨，及び５００円硬貨の２種
類である例について説明したが、これに限らず、受付可能な硬貨３の種類は、該２種類の
うちの任意の１種類でも良い。なお貨幣として紙幣２及び硬貨３の双方を受け付けるもの
には限られず、紙幣２又は硬貨３のいずれか一方のみを受け付けるものでも良い。
【０５３５】
　（３３）　上記の実施形態では、図２（ｂ）に示すように、貨幣受付手段（紙幣識別機
２２，硬貨識別機２３）により受け付けられて回収された貨幣（紙幣２，硬貨３）が玉貸
ユニット２０の外部に排出されて、紙幣搬送機構，硬貨搬送機構により搬送される例につ
いて説明したが、これに限らず、該受け付けられて回収された貨幣は、玉貸ユニット２０
の内部に貯留されるようにしても良い。
【０５３６】
　（３４）　上記の実施形態では、図２（ｂ）に示すように、貨幣受付手段（紙幣識別機
２２，硬貨識別機２３）において、有体物である貨幣（紙幣２，硬貨３）を受け付ける例
について説明したが、これに限らず、無体物である貨幣（例えば電子マネー等の貨幣金額
に相当する金額データや、クレジットカードから特定される与信金額や、デビットカード
から特定される預金金額等）を接触又は非接触で受け付けるようにしても良く、この場合
には、貨幣の回収は決済処理の実行に相当し、貨幣の返却は決済処理の中止に相当する。
【０５３７】
　（３５）　上記の実施形態では、図２（ａ）（ｂ）に示すように、コイン排出口１１２
が遊技用装置（玉貸ユニット２０）の前面に突出して形成される例について説明したが、
これに限らず、該コイン排出口は、遊技用装置の前面から陥没して形成されるようにして



(96) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

も良い。
【０５３８】
　（３６）　上記の実施形態では、例えば図７のＳ１０３に示すように、玉貸ユニット２
０から送信される入金要求に受付貨幣額と記録媒体ＩＤとが含まれる例について説明した
が、これに限らず、玉貸ユニット２０から送信される挿入通知に記録媒体ＩＤと装置ＩＤ
とを含めて送信し、該挿入通知を受信した管理装置５０において、該挿入通知に含まれる
記録媒体ＩＤに対応付けて該挿入通知に含まれる装置ＩＤを管理するようにした場合には
、前記入金要求に受付貨幣額と装置ＩＤとを含めて送信し、該入金要求を受信した管理装
置５０において、該入金要求に含まれる装置ＩＤに対応付けて管理されている記録媒体Ｉ
Ｄを特定し、前記入金要求に含まれる受付貨幣額を該特定された記録媒体ＩＤに対応付け
て管理するようにしても良い。即ち入金要求は、受付貨幣額と記録媒体ＩＤとを特定可能
な情報であれば良く、この場合には装置ＩＤが前記記録媒体ＩＤを特定可能な情報である
。また入金可能な貨幣の金種が１種類である場合には、入金要求には受付貨幣額を含めな
くても良い。
【０５３９】
　（３７）　上記の実施形態では、図７のＳ１０６に示すように、管理残額と受付貨幣額
との合算額を特定可能な残額通知として、該合算額である予定残額を含む予定残額通知が
管理装置５０から玉貸ユニット２０に対して送信される例について説明したが、これに限
らず、玉貸ユニット２０は、管理残額を記憶残額として把握していると共に、受付貨幣額
を把握しているので、前記合算額を含まない残額確認通知を前記残額通知として管理装置
５０から玉貸ユニット２０に対して送信し、該玉貸ユニット２０において該残額確認通知
を受信したことに基づいて、前記把握している管理残額と受付貨幣額との合算額を算出し
、該算出した合算額を制御部２１のＲＡＭで記憶するようにしても良い。また管理残額又
は受付貨幣額のいずれか一方のみを含む残額確認通知を前記残額通知として管理装置５０
から玉貸ユニット２０に対して送信し、該玉貸ユニット２０において該残額確認通知を受
信したことに基づいて、該残額確認通知に含まれる管理残額又は受付貨幣額と、前記把握
している受付貨幣額又は管理残額との合算額を算出し、該算出した合算額を制御部２１の
ＲＡＭで記憶するようにしても良い。
【０５４０】
　（３８）　上記の実施形態では、図１０のＳ２４１に示すように、管理残額に端数額（
オフライン端数額）を加算したものからオフライン消費額およびオフライン精算額を減算
した合算額を特定可能な残額通知として、該合算額である予定残額を含む予定残額通知が
管理装置５０から玉貸ユニット２０に対して送信される例について説明したが、これに限
らず、玉貸ユニット２０は、記録媒体に記録されているオフライン端数額、オフライン消
費額およびオフライン精算額を把握しているので、管理残額のみを含む残額通知を管理装
置５０から玉貸ユニット２０に対して送信し、該玉貸ユニット２０において残額通知を受
信したことに基づいて、該受信した残額通知に含まれる管理残額に前記把握しているオフ
ライン端数額を加算したものからオフライン消費額およびオフライン精算額を減算した合
算額を算出し、該算出した合算額を制御部２１のＲＡＭで記憶するようにしても良い。
【０５４１】
　（３９）　上記の実施形態では、図２５のＳ２４１ａに示すように、管理残額に端数額
（オフライン端数額）を加算したものからオフライン消費額およびオフライン精算額を減
算した合算額を特定可能な合算額精算許諾情報として、該合算額である予定残額を含む精
算許諾情報が管理装置５０から精算装置６０に対して送信される例について説明したが、
これに限らず、精算装置６０は、記録媒体に記録されているオフライン端数額、オフライ
ン消費額およびオフライン精算額を把握しているので、管理残額のみを含む精算許諾情報
を管理装置５０から精算装置６０に対して送信し、該精算装置６０において精算許諾情報
を受信したことに基づいて、該受信した精算許諾情報に含まれる管理残額に前記把握して
いるオフライン端数額を加算したものからオフライン消費額およびオフライン精算額を減
算した合算額を算出し、該算出した合算額に相当する貨幣の払い出しを可能とするように



(97) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

しても良い。
【０５４２】
　（４０）　上記の実施形態では、図１０のＳ２４１に示すように、端数額消去要求と合
算額特定情報とを兼ねる予定残額通知が送信される例について説明したが、これに限らず
、該端数額消去要求と合算額特定情報とが別個に送信されるようにしても良い。
【０５４３】
　（４１）　上記の実施形態では、図６（ａ）に示すように、管理装置５０において、記
録媒体ＩＤと対応付けて単に残額が記憶・管理されている例について説明したが、これに
限らず、例えば入金金額，使用金額，精算金額等も併せて記憶・管理するようにしても良
い。
【０５４４】
　（４２）　上記の実施形態では、図６（ａ）に示すように、記録媒体ＩＤが、会員カー
ド４のカードＩＤ（Ｍで始まる４桁の番号）とビジタコイン５のコインＩＤ（Ｖで始まる
４桁の番号）とで区別されている例について説明したが、これに限らず、会員カード４と
ビジタコイン５とで区別のないＩＤであっても良い。
【０５４５】
　（４３）　上記の実施形態では、例えば図７に示すように、Ｓ１０３の入金要求に記録
媒体ＩＤが含まれ、残額が入金時から該記録媒体ＩＤと対応付けて管理される例について
説明したが、これに限らず、Ｓ１０３の入金要求に装置ＩＤを含むようにして、残額を入
金時には該装置ＩＤと対応付けて管理しておき、Ｓ１８４の返却通知に装置ＩＤと記録媒
体ＩＤを含むようにして、該装置ＩＤに対応する残額を返却時から該記録媒体ＩＤと対応
付けて管理するようにしても良い。この場合には、受付貨幣額から第１の貸与処理に使用
された使用額及び該使用額に対応する消費税額を減算した金額を、記録媒体の記録媒体Ｉ
Ｄと対応付けて管理装置５０で管理するための処理（即ち記録媒体Ｒ／Ｗ１０２から読み
取った記録媒体ＩＤから特定可能にするための残額特定処理）として、管理装置５０とオ
ンライン状態で貨幣を受け付けたときに、装置ＩＤと受付貨幣額とを含む前記入金要求を
管理装置５０に対して送信する処理と、前記使用額＋消費税額分の玉貸処理が行われたと
きに、装置ＩＤと使用額＋消費税額とを含む前記減算要求を管理装置５０に対して送信す
る処理と、排出操作（返却ボタン１６の操作）を受け付けたときに、装置ＩＤと記録媒体
ＩＤとを含む前記返却通知を管理装置５０に対して送信する処理とを行う。
【０５４６】
　（４４）　上記の実施形態では、玉貸ユニット２０において、管理装置５０とオンライ
ン状態で貨幣が受け付けられたときに、該管理装置５０に対して入金要求が送信されて入
金処理が行われる例について説明したが、これに限らず、玉貸ユニット２０において、管
理装置５０とオンライン状態で貨幣が受け付けられても、該管理装置５０に対して入金要
求を送信せずに、受付貨幣額を残額として制御部２１のＲＡＭで記憶して玉貸処理に使用
させ、記録媒体（会員カード４，ビジタコイン５）が排出されるときに、管理装置５０に
対して記録媒体ＩＤと残額とが送信されて、管理装置５０において該記録媒体ＩＤに対応
付けて該残額が管理されるようにしても良い。この場合には、前記残額特定手段は、受付
貨幣額から第１の貸与処理に使用された使用額及び該使用額に対応する消費税額を減算し
た金額（即ち制御部２１のＲＡＭで記憶している前記玉貸処理に使用されなかった残額）
を、記録媒体の記録媒体ＩＤと対応付けて管理装置５０で管理するための処理（即ち記録
媒体Ｒ／Ｗ１０２から読み取った記録媒体ＩＤから特定可能にするための残額特定処理）
として、排出操作（返却ボタン１６の操作）を受け付けたときに、記録媒体ＩＤと制御部
２１のＲＡＭで記憶している前記玉貸処理に使用されなかった残額とを含む通知を管理装
置５０に対して送信する処理を行う。
【０５４７】
　（４５）　上記の実施形態では、会員カード４が非接触式のＩＣカードであり、ビジタ
コイン５が非接触式のＩＣコインである例について説明したが、これに限らず、各記録媒
体は、接触式の集積回路，磁気，二次元コード（例えばバーコード），三次元コード，又
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は光干渉（例えばホログラム）等により情報を記録するものでも良い。また会員カード４
の形状はカード型には限られず、コイン型であっても良い。さらにビジタコイン５の形状
もコイン型には限られず、カード型であっても良い。
【０５４８】
　（４６）　上記の実施形態では、会員用の記録媒体として会員カード４が使用される例
について説明したが、これに限らず、例えば記録媒体ＩＤを記録したＩＣチップが搭載さ
れた携帯電話端末が該会員用の記録媒体として使用されるようにしても良く、この場合に
は、玉貸ユニット２０や精算装置６０において、該携帯電話端末を近接させることにより
受け付ける記録媒体受付手段が設けられる。なお上記の実施形態において、会員カード４
を使用しないように構成しても良い。
【０５４９】
　（４７）　上記の実施形態において、ＩＣカードである会員カード４やＩＣコインであ
るビジタコイン５は、必ずしもＣＰＵを搭載している必要はないが、ＣＰＵを搭載してい
るものであっても良い。
【０５５０】
　（４８）　上記の実施形態では、ビジタコイン５に対してのみ管理残額有り情報（オン
ライン残額有りフラグ）が記録される例について説明したが、これに限らず、第１の貸与
処理の対象となった会員カード４の管理残額が零でないことを条件として、該会員カード
４に管理残額有り情報を記録し、管理残額を記録することなく排出する第１の排出処理を
記録媒体排出処理手段（制御部２１）により行うようにしても良い。
【０５５１】
　（４９）　上記の実施形態では、遊技機がパチンコ機１０である例について説明したが
、これに限らず、該遊技機は、例えば遊技媒体としてメダルを使用するスロットマシン，
遊技媒体としてパチンコ玉を使用するスロットマシンであるパロット（登録商標），遊技
媒体であるパチンコ玉が指触不能に封入された封入式のパチンコ機，パチンコ玉やメダル
を用いることなく得点データを使用して遊技可能なパチンコ機やスロットマシン，遊技領
域やパチンコ玉が画像にて表示される画像式のパチンコ機，リールが画像にて表示される
画像式のスロットマシン等であっても良い。
【０５５２】
　（５０）　上記の実施形態では、貸与処理が玉貸処理である例について説明したが、こ
れに限らず、該貸与処理は、前記メダルを貸与するメダル貸出処理や、前記封入式や画像
式のパチンコ機やスロットマシンにおいて残額を遊技媒体としての得点に変換して遊技に
使用させる処理等でも良い。
【０５５３】
　（５１）　上記の実施形態では、玉貸処理が行われた場合に、玉貸ユニット２０とパチ
ンコ機１０との間でパチンコ玉の貸与に関する信号のやり取りが行われて、該パチンコ機
１０に設けられた玉払出装置１３からパチンコ玉が払い出されて貸与される例について説
明したが、これに限らず、玉貸ユニット２０に玉払出装置を設けて、パチンコ玉を払い出
して貸与するようにしても良い。
【０５５４】
　（５２）　上記の実施形態では、図８に示すように、減算要求に使用額と消費税額とを
含めて管理装置５０に対して送信する例について説明したが、これに限らず、該減算要求
に使用額のみを含めて管理装置５０に対して送信し、該使用額に対応する消費税額は該管
理装置５０において算出するようにしても良く、この場合には、管理装置５０から玉貸ユ
ニット２０に対して消費税率を配信する必要がなくなる。また管理装置５０が各玉貸ユニ
ット２０における単位使用額を管理している場合（例えば各玉貸ユニット２０から送信さ
れてきた単位使用額を各玉貸ユニット２０毎に管理している場合や、すべての玉貸ユニッ
ト２０における単位使用額が同一で該単位使用額を管理している場合や、管理装置５０で
単位使用額を設定して管理し、該設定した単位使用額を各玉貸ユニット２０に配信する場
合等）には、減算要求に玉貸操作が行われた旨のみを含めて管理装置５０に対して送信す
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れば良い。
【０５５５】
　（５３）　上記の実施形態では、例えば図８のＳ１２５に示す減算処理において、使用
額＋消費税額の合算額が管理残額から減算される例について説明したが、これに限らず、
使用額と消費税額とを分けて管理残額から減算するようにしても良い。
【０５５６】
　（５４）　上記の実施形態では、玉貸ユニット２０において使用額＋消費税額分の玉貸
処理が行われた場合に、該使用額＋消費税額（例えば５２５円）が記憶残額から一度に減
算される例について説明したが、これに限らず、１度数分の玉貸処理が行われる毎に、税
込単位額である１０５円が記憶残額から減算され、該減算が使用額＋消費税額分（例えば
５回）繰り返し行われるようにしても良く、この場合には、残額表示器２５における記憶
残額の表示も１０５円ずつ減算更新され、残度数表示器１４における残度数の表示も１度
数ずつ減算更新される。
【０５５７】
　（５５）　上記の実施形態では、例えば図１２のＳ１９１～Ｓ１９２に示すように、収
納コイン保持部１４０で保持しているビジタコイン５が排出されてから直ちに、収納通路
１３１で収納されている最下位のビジタコイン５が排出されて収納コイン保持部１４０に
保持される例について説明したが、これに限らず、収納コイン保持部１４０で保持してい
るビジタコイン５が排出された後、貨幣が受け付けられたときに、収納通路１３１で収納
されている最下位のビジタコイン５が排出されて収納コイン保持部１４０に保持されるよ
うにしても良い。
【０５５８】
　（５６）　上記の実施形態では、例えば図１７、図１８および図１９に示すように、返
却操作を受け付けたことに基づいて、オフライン端数額が記録された記録媒体が排出され
る例について説明したが、これに限らず、一発貸しが行われる毎に、返却操作の受付によ
らずに、オフライン端数額が記録された記録媒体が排出されるようにしても良い。
【０５５９】
　（５７）　上記の実施形態では、図２４のＳａ７０１に示すように、オフライン端数額
が税込単位額未満であるか否かの判定が行われる例について説明したが、これに限らず、
オフライン端数額が予め定められた一律の金額（例えば５００円）未満であるか否かの判
定が行われるようにしても良い。また該判定は、精算装置６０でなく管理装置５０で行わ
れるようにしても良く、この場合には、精算要求に含まれるオフライン端数額が予め定め
られた所定の金額未満であるか否かを判定する端数額判定手段が、管理装置５０に備えら
れる。
【０５６０】
　（５８）　上記の実施形態では、精算装置６０において、精算が許諾された金額の全額
が精算される例について説明したが、これに限らず、遊技者が希望する精算金額の入力を
受け付けて、精算が許諾された金額の範囲内で該希望する精算金額が精算されるようにし
ても良い。
【０５６１】
　（５９）　上記の実施形態では、図７のＳ１１４に示す加算済更新処理が、受付貨幣額
を消去する処理である例について説明したが、これに限らず、該加算済更新処理は、受付
貨幣額を零にする処理でも良い。また受付貨幣額が消去又は零にされずに累積的に記憶さ
れる場合には、該加算済更新処理は、当該受付貨幣額に対して加算済フラグを立てる処理
でも良い。また図１０のＳ２４８に示す加算済更新処理が、オフライン端数額を消去する
処理である例について説明したが、これに限らず、該加算済更新処理は、オフライン端数
額を零にする処理でも良い。またオフライン端数額が消去又は零にされずに累積的に記憶
される場合には、該加算済更新処理は、当該オフライン端数額に対して加算済フラグを立
てる処理でも良い。また、図１０のＳ２４７やＳ２４７ａにおけるオフライン消費額やオ
フライン精算額の消去処理についても同様である。



(100) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

【０５６２】
　（６０）　上記の実施形態では、例えば図８に示す減算完了通知には管理残額が含まれ
ず、玉貸ユニット２０において記憶残額の減算が行われる例について説明したが、これに
限らず、減算完了通知に管理残額が含まれるようにして、該管理残額が記憶残額として記
憶されるようにしても良い。この場合において、オフライン状態が発生したときには、玉
貸ユニット２０において記憶残額の減算を行う。
【０５６３】
　（６１）　上記の実施形態では、図２２に示すように、オンライン状態への復帰を検知
した管理装置５０から玉貸ユニット２０に対して開始要求が送信され、該開始要求に応じ
た開始応答が玉貸ユニット２０から管理装置５０に対して送信された後に、玉貸ユニット
２０から管理装置５０に対してオンライン復帰通知が送信される（即ち管理装置５０から
の要求に応じて玉貸ユニット２０がオンライン復帰通知を送信する）例について説明した
が、これに限らず、これら開始要求及び開始応答のやりとり無しに、オンライン状態への
復帰を検知した玉貸ユニット２０から管理装置５０に対してオンライン復帰通知が送信さ
れる（即ち管理装置５０からの要求によらずに玉貸ユニット２０が自発的にオンライン復
帰通知を送信する）ようにしても良い。即ち通信可否検知手段（制御部２１）によりオフ
ライン状態を検知している状態からオンライン状態への復帰したことに基づいて、玉貸ユ
ニット２０から管理装置５０に対してオンライン復帰通知が送信されれば良い。
【０５６４】
　（６２）　上記の実施形態では、図２２に示すように、玉貸ユニット２０が、開始要求
を受信した後に、Ｓ６０３及びＳ６０４の処理を行う例について説明したが、これに限ら
ず、開始応答を送信した後に、該Ｓ６０３及びＳ６０４の処理を行うようにしても良い。
【０５６５】
　（６３）　上記の実施形態では、記録媒体を受け付けた場合とオンライン状態に復帰し
た場合とを統一的に取り扱うために、図２２に示すように、Ｓ６０３及びＳ６０４の処理
を行う（即ち図２２では記憶端数額をオフライン端数額として記録媒体に一旦記録する）
例について説明したが、該Ｓ６０３及びＳ６０４の処理を行わないようにしても良く、こ
の場合には、Ｓ６０６のオンライン復帰通知には記憶端数額がオフライン端数額として含
まれ、図１０のＳ２４４では記憶端数額が消去される。
【０５６６】
　（６４）　上記の実施形態では、前記残額を使用した玉貸処理を特別処理として行う玉
貸ユニット２０に前記記録媒体処理機構が備えられる例について説明したが、該記録媒体
処理機構が備えられる装置の種類は、これには限定されない。
【０５６７】
　例えば特別処理を行うための情報として特別処理用価値の大きさ（残額や残度数等）を
特定可能な情報が記録された円盤状記録媒体が使用され、商品やサービスの購入について
の決済に伴って前記特定処理用価値の大きさを減算するための処理を特別処理として行う
装置に、前記記録媒体処理機構が備えられるようにしても良い。この場合には、上記の実
施形態と同様に、前記減算が行われた後の残額や残度数が零でなければ、円盤状記録媒体
が排出されて返却される。また前記減算が行われた後に残額や残度数が零になると、円盤
状記録媒体が回収されて収納される。そして貨幣が受け付けられると、該収納されている
円盤状記録媒体に新たな残額や残度数が付与されて排出される。
【０５６８】
　また特別処理を行うための情報として有効期間を特定可能な情報が記録された円盤状記
録媒体が使用され、該有効期間を照会する処理（例えば鉄道の一日乗車券が有効であるか
否かを照会する処理）を特別処理として行う装置（例えば自動改札機等）に、前記記録媒
体処理機構が備えられるようにしても良い。この場合には、前記照会が行われた結果とし
て有効期間内と判定されると、円盤状記録媒体が排出されて返却される。また前記照会が
行われた結果として有効期間切れと判定されると円盤状記録媒体が回収されて収納される
。そして貨幣が受け付けられると、該収納されている円盤状記録媒体に新たな有効期間が
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付与されて排出される。
【０５６９】
　また特別処理を行うための情報として所定のデータ（例えば診療データ，住民データ，
銀行口座の預金額等）を引き出すための情報が記録された円盤状記録媒体が使用され、該
データを引き出す処理を特別処理をして行う装置に、前記記録媒体処理機構が備えられる
ようにしても良い。この場合には、データを処理を行う際に暗証番号の入力を受け付け、
該入力された暗証番号が前記データと対応付けて登録されている暗証番号と一致するか否
かを判定し、一致すると判定されると、前記データの引き出しが行われて、円盤状記録媒
体が排出されて返却される。一方、一致しないと判定されることが所定回数続くと、前記
データの引き出しは行われずに、円盤状記録媒体が回収されて収納される。そして新たな
データが登録されると、該収納されている円盤状記録媒体に該データを引き出すための情
報が記録されて排出される。
【０５７０】
　（６５）　上記の実施形態では、図１及び図２に示すように、玉貸ユニット２０の制御
部２１と通路ユニット１００の制御部１０１とが別個に設けられている例について説明し
たが、これに限らず、制御部２１の機能と制御部１０１の機能とを併せ持つ１つの制御部
を設けるようにしても良い。これは精算装置６０においても同様である。
【０５７１】
　（６６）　上記の実施形態では、図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、カード挿入口
１９０がコイン排出口１１２の側方に設けられ、下部アンテナ１０４（第２読取部）が収
納コイン保持部１４０（第２保持部）とカード保持部１９１との間に配設される例につい
て説明したが、これに限らず、カード挿入口１９０がコイン投入口１１１の側方に設けら
れ、上部アンテナ１０３（第１読取部）が投入コイン保持部１２０（第１保持部）とカー
ド保持部１９１との間に配設されるようにしても良い。即ち第１読取部又は第２読取部は
、第１保持部又は第２保持部とカード保持部１９１との間に配設されることにより、円盤
状記録媒体（ビジタコイン５）及びカード状記録媒体（会員カード４）の両方の記録情報
を読み取るものであれば良く、これによれば、第１読取部又は第２読取部が、第１保持部
又は第２保持部とカード保持部との間に配設され、円盤状記録媒体及びカード状記録媒体
の両方の記録情報を読み取るので、カード保持部に対応する読取部を第１読取部又は第２
読取部とは別個に設ける場合と比べて、省スペース化を図ることができると共に、製造コ
ストが削減される。
【０５７２】
　（６７）　上記の実施形態では、図４に示すように、投入コイン排出通路１６０の一部
である連絡通路１６１に傾斜部１６２を設けて、該投入コイン排出通路１６０を収納排出
通路１３０に対してビジタコイン５の厚み方向にずらす例について説明したが、これに限
らず、収納排出通路１３０に傾斜部を設けて、該収納排出通路１３０を投入コイン排出通
路１６０に対してビジタコイン５の厚み方向にずらすようにしても良く、また投入コイン
排出通路１６０及び収納排出通路１３０の双方に傾斜部を設けて、該投入コイン排出通路
１６０及び収納排出通路１３０の双方を中心から（例えば半分ずつ）ずらすようにしても
良い。即ち投入コイン排出通路１６０の一部又は全部を、収納排出通路１３０に対してビ
ジタコイン５の厚み方向に相対的にずらすことにより、第１誘導通路１６３と第２誘導通
路１３３とが重畳してコイン排出口１１２に臨むように形成されていれば良い。
【０５７３】
　（６８）　上記の実施形態では、オフライン精算情報は、オフライン状態において精算
処理が行なわれたか否かを示すフラグであることとした。しかし、これに限定されず、オ
フライン精算情報は、オフライン精算額自体であってもよいし、オフライン消費情報のよ
うに、所定の基準金額からオフライン精算額を減算した額であってもよい。
【０５７４】
　（６９）　上記の実施形態では、図１２のＳ１９２～Ｓ１９３および図１３で説明した
ように、ビジタコイン５が収納コイン保持部１４０に供給されたときに、供給されたビジ
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タコイン５に記録されたオフライン消費情報およびオフライン精算情報が読み出されて、
供給通知に含めて管理装置に送信され、管理装置５０で管理されている管理残額を減算補
正するようにした。しかし、オフライン消費情報やオフライン精算情報を管理装置に送信
して管理残額の補正を行うタイミングは、これに限定されず、ビジタコイン５が玉貸ユニ
ット２０や精算装置６０において回収されてから、玉貸ユニット２０に補充され返却操作
に応じて排出（発行）されるまでの間であれば、どのようなタイミングであってもよい。
例えば、収納コイン保持部１４０に供給され、その後貨幣を受付けたときや排出操作を受
付けたときであってもよいし、収納通路１３１に収納されているときに記録情報を読み出
して行うようにしてもよい。また、実施例においては、玉貸ユニット２０がビジタコイン
５を発行する発行手段を構成しているが、これに限定されるものではなく、玉貸ユニット
２０とは別個に設けられ、貨幣を受付けたことに基づいて、収納しているビジタコインの
コインＩＤと受付貨幣額とを含む入金要求を管理装置に送信し、管理装置の残額管理ＤＢ
において両者が対応付けて記憶されたことに基づいて、当該ビジタコイン５を排出（発行
）する発行装置であってもよい。
【０５７５】
　（７０）　上記の実施形態では、オフライン状態において、図１５のＳ５１０で貨幣（
１０００円）を受け付けたときには、Ｓ５１２～Ｓ５２１で記憶残額や記憶端数額に応じ
て特定した貸与対象額分の玉貸処理（オフライン一発貸し）をＳ５２２で行うようにした
。しかし、これに限定されず、オフライン状態において、貨幣を受け付けたときに、一旦
、受付貨幣額をオフライン入金額として累積加算し、Ｓ５３１で示すように玉貸操作を受
け付けたときに、Ｓ５１２～Ｓ５２１で示したように、オフライン入金額と記憶端数額と
記憶残額とから貸与対象額と新たな記憶端数額と記憶残額とを特定して、特定した貸与対
象額分の玉貸処理を行うようにしてもよい。また、特定した貸与対象額の全額を一度に玉
貸処理に使用するのではなく、一部のみを使用するようにしてもよい。
【０５７６】
　（７１）　実施例においては、カード会社のセンタ管理装置において消費税率が設定さ
れて、当該消費税率が遊技場の管理装置５０および玉貸ユニット２０に配信され、玉貸ユ
ニット２０が当該消費税率に基づいて貸与使用額に対応する消費税額を算出する（例えば
、貸与使用額が５００円であれば、１００円×５％×５＝２５円、あるいは５００円×５
％＝２５円という算出式で算出）ことで、記憶残額や管理装置の管理残額から貸与使用額
＋消費税額（例えば、５００円＋２５円＝５２５円）が減算されていた。しかし、これに
限定されるものではなく、予め各貸与使用額に応じた消費税額を算出して、各貸与使用額
に応じて減算すべき額）を対応付けたテーブル（例えば、１度数（１００円）→１０５円
、２度数→２１０円、３度数→３１５円、４度数→４２０円、５度数→５２５円という対
応付けがなされたテーブル）を作成・記憶しておき、該テーブルを使用して減算を行い、
例えば貸与使用額が４００円であれば４２０円を特定して減算を行うようにしてもよい。
この場合、かかるテーブルは玉貸ユニットで作成してもよいし、センタ管理装置や管理装
置５０で作成して玉貸ユニット２０に配信してもよい。また、税率ではなく、単位使用額
（１００円）と対応する消費税額（５円）を合算した税込単位額（１０５円）をセンタ管
理装置や管理装置５０で設定して、玉貸ユニット２０に送信してもよく、この場合には、
該税込単位額を貸与使用額に対応する整数倍して（例えば、貸与使用額が４００円（４度
数）であれば、１０５円×４＝４２０円を特定）記憶残額や管理残額から減算すべく額を
特定してもよい。
【０５７７】
　（７２）　また、実施例の管理装置５０においては、図９～１３、２２～２５に示すよ
うに、玉貸ユニット２０から挿入通知、供給通知やオンライン復帰通知を受信した場合や
精算装置６０から精算要求を受信した場合に（以下、挿入通知、供給通知、オンライン復
帰通知および精算要求をまとめて挿入通知等という）、挿入通知等に含まれるオフライン
端数額を管理残額に加算したり、オフライン消費情報から特定されるオフライン消費額お
よびオフライン精算情報から特定されるオフライン精算額を管理残額から減算したりする
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ことなく（以下、オフライン端数額、オフライン消費額およびオフライン精算額をまとめ
てオフライン端数額等という）、一旦記録媒体ＩＤに対応付けて記憶し、その後端数額消
去通知、消費情報消去通知および精算許諾情報受信通知（以下、端数額消去通知、消費情
報消去通知および精算許諾情報受信通知をまとめて端数額消去通知等という）を受信した
ことに基づいて、オフライン端数額等の管理残額に対する加減算を行うとともに、一旦記
憶したオフライン端数額等の消去を行うこととされていた。しかし、これに限定されるも
のではなく、挿入通知等を受信した時点で、オフライン端数額等の管理残額に対する加減
算を行うとともに、オフライン端数額等を記録媒体ＩＤに対応付けて記憶し、その後端数
額消去通知等を受信したことに基づいて、記憶しているオフライン端数額等の消去のみを
行うようにしてもよい。この場合には、図９のＳ２０７、２０８および２０８ａにおける
通番一致時処理においては、記憶しているオフライン端数等を消去する処理に加えて、管
理残額にオフライン消費額およびオフライン精算額を加算する処理と、オフライン端数額
を減算する処理とが行われる。また、図１１のＳ２６４、Ｓ２６４ａおよびＳ２６５にお
ける通番不一致時処理においては、管理残額からのオフライン消費額やオフライン精算額
の減算処理およびオフライン端数額の加算処理が行われることなく、記憶しているオフラ
イン端数額等の消去のみが行われる。
【０５７８】
　最後に、上記の実施形態に記載した発明に対応する「従来技術」，「発明が解決しよう
とする課題」，及び「発明の効果」を説明する。
【０５７９】
　まず、特開２００３－１９０５７７号公報に開示されているシステムでは、カードにカ
ードＩＤと残額とを記録し、オフライン状態を検知したときに、既に受け付けているカー
ドについては、記録されている残額を使用して玉貸しを行い、そのカードが排出され、オ
ンラインの遊技用装置で、その排出されたカードが受け付けられ、受け付けられたカード
に記録された残額が管理装置で管理されている管理残額以下であるか否かを判定し、記録
された残額が管理残額以下であれば、そのカードの使用を許可するとともに、管理装置の
管理残額を更新する。
【０５８０】
　しかし、特開２００３－１９０５７７号公報のシステムでは、オフライン状態における
玉貸しを許容するために、管理装置に、残額を比較・照合する機能を設ける必要がある。
そこで、上記の実施形態に記載した発明では、残額を比較・照合する必要はなく、元々備
えている管理残額を減算する機能によって、Ｓ２４７で説明したように、管理残額からオ
フライン状態で使用されたオフライン消費額を減算するだけで、オフライン状態における
玉貸しに対処することができる。
【０５８１】
　また上記特許文献３に示すシステムでは、カードユニット（本願の遊技用装置に相当）
が会員カード（本願の記録媒体に相当）の挿入中に貨幣を受け付けたときに、受付貨幣額
が残額に対して一旦加算され、その後に遊技者の玉貸操作によって基準貸与額分の遊技媒
体を貸与する。
【０５８２】
　しかしながら、上記特許文献３に示すようなシステムでは、遊技用装置が記録媒体の挿
入中に所定額未満の貨幣（例えば５００円硬貨や１００円硬貨等の低額の貨幣）を受け付
けた場合にも、受付貨幣額が一旦残額に対して加算され、その後に遊技者の玉貸操作によ
って基準貸与額分（例えば間接税を含む場合は５２５円分，含まない場合は５００円分）
の遊技媒体が貸与されることとなる。その結果、貨幣の受付から遊技媒体の貸与までに時
間がかかり、円滑な遊技の妨げとなるので遊技者にとって利便性が悪く、遊技場にとって
は稼働の低下を招くという問題点がある。
【０５８３】
　そこで、上記の実施形態に記載した発明では、予め定められた所定額（１０００円）未
満の金額の貨幣を受け付けたときに、管理残額が受付貨幣額に対応する消費税額以上であ
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れば、遊技者の操作によることなく、受付貨幣額＋対応消費税額分のパチンコ玉を貸与す
るか，又は受付貨幣額と管理残額との合算額が基準貸与額以上であれば、遊技者の操作に
よることなく、基準貸与額分の遊技媒体を貸与するようにしている。これにより、遊技者
の操作が不要となる分、貨幣の受付からパチンコ玉の貸与までの時間を短縮することがで
きるので、円滑な遊技を促し、遊技者の利便性向上に資すると共に、遊技場にとっては遊
技機の稼働低下を防止することができる。
【０５８４】
　また第１の従来技術として、特開２００２－３２５９５３号公報（図９，図１０，段落
０１３５，０１７４）を示す。この第１の従来技術に示すように、カードユニット管理装
置（本願の管理装置に相当）とオフライン状態（本願の通信不可能状態に相当）にあるカ
ードユニット（本願の遊技用装置に相当）であっても、会員カード（本願の記録媒体に相
当）の挿入を受け付けると共に貨幣の投入を受け付け、該貨幣の金額を会員カードの残高
に加算更新し、該残高を使用して玉の貸出（本願の第２の貸与処理に相当）が行われるシ
ステムも知られている。
【０５８５】
　また第２の従来技術として、特開２００１－３４８１５号公報（図１，段落００２８，
００３９）を示す。この第２の従来技術に示すように、遊技機台間に設けられ、カード（
本願の記録媒体に相当）を収納するカード収納部を備え、収納されているカードに入金額
（本願の端数額に相当）を記録して発行すると共に、外部から受け付けたカードの残額が
零になって引き続き使用しない場合には、該カードをカード収納部に収納するカード発行
装置が知られている。
【０５８６】
　しかしながら、上記特許文献１に示すような完全ＩＤ管理のシステムにおいて、遊技機
の稼働を確保するために、第１の従来技術に示すように通信不可能状態にある遊技用装置
で貨幣を受け付けて貸与処理（一発貸し）を可能とし、該通信不可能状態に限って、受付
貨幣額から該貸与処理に使用された使用額を減算した入金残額（オフライン端数額）を記
録媒体に記録して排出するようにした場合、該入金残額が記録された記録媒体を通信不可
能状態にある遊技用装置に挿入（受付）して貸与処理を行った結果として当該入金残額が
零になったときに、第２の従来技術に示すように該記録媒体を一律に回収すると、管理装
置で管理されている残額である管理残額が有る場合には遊技者が損をすることになってし
まう一方、該記録媒体を一律に排出すると、管理残額が無く本来返却する必要のない記録
媒体まで無駄な返却することになってしまうという問題点がある。
【０５８７】
　そこで、上記の実施形態に記載した発明では、オフライン状態にある玉貸ユニット２０
で、貨幣を受け付けて貸与処理（一発貸し）が行われた結果として入金残額（オフライン
端数額）が発生し、該入金残額を使用した貸与処理が行われた結果として当該入金残額が
零になった場合において、オンライン残額有りフラグが該ビジタコイン５に記録されてい
ることを条件として、当該ビジタコイン５が排出されるようにしている。これによれば、
管理残額があるビジタコイン５を遊技者に確実に返却できる一方で、管理残額が無く本来
返却する必要のないビジタコイン５の無駄な返却を防止できる。
【０５８８】
　また第３の従来技術として、特開２０００－１４８６８３号公報（図５，段落００４５
，００４６）を示す。この第３の従来技術に示すように、複数のコンピュータ間でのデー
タ転送を行うシステムであって、送信側コンピュータから処理要求を送信するにあたり情
報格納域の通番に１を加算して、該通番を含む処理要求を受信側コンピュータに送信し、
受信側コンピュータは処理要求に応じた処理を実行した後に該処理要求に含まれる通番を
登録し、処理結果を送信側コンピュータに返信するものが知られている。ここで送信側コ
ンピュータは、通信エラー等によって処理結果を受信しなかった場合に、通番を含む確認
要求を受信側コンピュータに送信し、受信側コンピュータは、確認要求に含まれる通番が
登録されている通番よりも大きければ処理完了前に異常が発生したものと判断する。
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【０５８９】
　しかしながら、上記特許文献１に示すシステムでは、遊技用装置側での特定処理（例え
ば玉貸処理）に対応する管理装置側での連携処理（例えば残度数の減算）を要求する連携
処理要求（例えば減算要求）を該管理装置が受信する前に、遊技用装置と管理装置とがオ
フライン状態となった場合、遊技用装置側では特定処理が行われたにも拘わらず、管理装
置側では連携処理が行われないことで、処理の不一致が生ずる。ここで上記特許文献１の
システムに第３の従来技術の手法を適用した場合、遊技用装置と管理装置とがオンライン
状態に復帰したときに、遊技用装置から管理装置に対して、情報格納域の通番を含む確認
要求が送信され、該確認要求に含まれる通番が前記登録されている通番よりも小さいと判
断されれば、管理装置側で連携処理が行われていない旨を特定して対処することができる
が、遊技用装置と管理装置とがオンライン状態に復帰するまでの間は、管理装置は、前記
オフライン状態が発生したときに、該遊技用装置で特定処理が行われたにも拘わらず、管
理装置で連携処理が行われていないことを特定できなかったため、オンライン状態に復帰
するまでの間は、該連携処理が行われていないことに対する対処ができないという問題点
がある。
【０５９０】
　そこで、上記の実施形態に記載した発明では、遊技用装置での特定処理に伴って更新さ
れる通番が記録媒体に記録されるようにしている。これによれば、オフライン状態が発生
した遊技用装置がオンライン状態に復帰するのを待つことなく、該遊技用装置から排出さ
れた記録媒体が他のオンライン状態の遊技用装置において受け付けられることで、該記録
媒体に記録されている通番と該記録媒体の記録媒体識別情報に対応付けて管理装置で管理
されている通番から、オフライン状態の発生により遊技用装置で特定処理が行われたにも
拘わらず該特定処理に対応する連携処理が管理装置で行われていないことを特定して、対
処することができる。
【０５９１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０５９２】
【図１】図１は本発明に係る遊技用システムの一例を表す機能ブロック図である。
【図２】図２（ａ）は玉貸ユニット及びパチンコ機の一例を表す正面図であり、図２（ｂ
）は同玉貸ユニットの断面左側面図であり、図２（ｃ）はＸ－Ｘ線拡大断面平面図であり
、図２（ｄ）は通路ユニットの機能ブロック図である。
【図３】図３は玉貸ユニットに備えられる通路ユニットを模式的に表す断面左側面図であ
る。
【図４】図４は玉貸ユニットに備えられる通路ユニットを模式的に表す斜視図である。
【図５】図５（ａ）は精算装置の一例を表す斜視図であり、図５（ｂ）は精算装置に設け
られたディスプレイの表示内容の一例を表す図である。
【図６】図６は第１実施形態に係る遊技用システムにおける各装置で記憶されているＤＢ
の一例を表す図であり、（ａ）は管理装置の残額管理ＤＢ及び設定値ＤＢ，（ｂ）は精算
装置の精算ＤＢ，（ｃ）は会員カードまたはＩＣコインの記録領域である。
【図７】図７は第１実施形態で管理装置とオンライン状態である玉貸ユニットにおいて貨
幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図８】図８は第１実施形態で管理装置とオンライン状態である玉貸ユニットにおいて玉
貸操作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図９】図９は第１実施形態で管理装置とオンライン状態である玉貸ユニットにおいて記
録媒体を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図１０】図１０は図９に続く図である。
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【図１１】図１１は図９に続く図であり、通番不一致時処理の一例を表す図である。
【図１２】図１２は第１実施形態で管理装置とオンライン状態である玉貸ユニットにおい
て返却操作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図１３】図１３は図１２に続く図である。
【図１４】図１４は第１実施形態で玉貸ユニットにおいてオフライン状態の発生を検出し
た場合の処理の一例を表す図である。
【図１５】図１５は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおい
て記録媒体を受け付けた場合，及び貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図１６】図１６は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおい
て玉貸操作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図１７】図１７は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおい
て返却操作を受け付けた場合の処理の一例を表す第１の図である。
【図１８】図１８は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおい
て返却操作を受け付けた場合の処理の一例を表す第２の図である。
【図１９】図１９は第１実施形態で管理装置とオフライン状態である玉貸ユニットにおい
て返却操作を受け付けた場合の処理の一例を表す第３の図である。
【図２０】図２０は第１実施形態で予定残額通知の受信前にオフライン状態となった玉貸
ユニットにおいて貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図２１】図２１は第１実施形態で端数額消去通知の送信後にオフライン状態となった玉
貸ユニットにおいて貨幣を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図２２】図２２は第１実施形態で玉貸ユニットとのオンライン状態への復帰を検出した
場合の処理の一例を表す図である。
【図２３】図２３は図２２に続く図である。
【図２４】図２４は第１実施形態で精算装置において記録媒体を受け付けた場合の処理の
一例を表す図である。
【図２５】図２５は図２４に続く図である。
【図２６】図２６は第１実施形態で精算装置において精算操作を受け付けた場合及び返却
操作を受け付けた場合の処理の一例を表す図である。
【図２７】図２７は第１実施形態で精算装置においてオフライン状態の発生を検出した場
合の処理の一例を表す図である。
【図２８】図２８は第１実施形態で管理装置とオンライン状態である精算装置において記
録媒体を受け付けた場合，精算操作を受け付けた場合，及び返却操作を受け付けた場合の
処理の一例を表す図である。
【図２９】図２９は第１実施形態で精算装置とのオンライン状態への復帰を検出した場合
の処理の一例を表す図である。
【図３０】図３０は玉貸ユニットにおいて管理装置とのオフライン状態が発生したときに
玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置で特定するための第１の方法を示す図であ
る。
【図３１】図３１は玉貸ユニットにおいて管理装置とのオフライン状態が発生したときに
玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置で特定するための第２の方法を示す図であ
る。
【図３２】図３２は玉貸ユニットにおいて管理装置とのオフライン状態が発生したときに
玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置で特定するための第３の方法を示す図であ
る。
【図３３】図３３は玉貸ユニットにおいて管理装置とのオフライン状態が発生したときに
玉貸に使用されたオフライン使用額を管理装置で特定するための第４の方法を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０５９３】
　１　遊技用システム、２　紙幣、３　硬貨、４　会員カード、５　ビジタコイン、１０
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　パチンコ機、２０　玉貸ユニット、２１　制御部、２１ｂ　外部通信部、２２　紙幣識
別機、２３　硬貨識別機、５０　管理装置、５１　通信部、５２　制御部、５３　ディス
プレイ、５４　入力装置、５５　ハードディスク、６０　精算装置、６２　制御部、８０
　センタ管理装置、１００　通路ユニット、１０２　記録媒体Ｒ／Ｗ、１０３　上部アン
テナ、１０４　下部アンテナ、１１１　コイン投入口、１１２　コイン排出口、１１４　
供給通路、１２０　投入コイン保持部、１３０　収納排出通路、１３１　収納通路、１３
２　排出通路、１３３　第２誘導通路、１４０　収納コイン保持部、１５０　第１カバー
部材、１５０’　第２カバー部材、１６０　投入コイン排出通路、１６１　連絡通路、１
６３　第１誘導通路、１９０　カード挿入口、１９１　カード保持部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(109) JP 4633027 B2 2011.2.16

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】



(116) JP 4633027 B2 2011.2.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  江口　高鋭
            東京都渋谷区渋谷３丁目２８番１３号　渋谷新南口ビル　日本ゲームカード株式会社内
(72)発明者  耳塚　隆之
            東京都渋谷区渋谷３丁目２８番１３号　渋谷新南口ビル　日本ゲームカード株式会社内

    審査官  小河　俊弥

(56)参考文献  特開２００３－２３６２１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３０５１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０５５２９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０１５２２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

